
16

ゆ
ま
に
書
房
、
一
九
九
三
年

19

　高
野
義
夫
『
朝
日
新
聞<

復
刻
版>

明
治
編
一
二
五 

明
治
三
十
六
年
八
月
』、

日
本
図
書
セ
ン
タ
ー
、
一
九
九
七
年
、
一
二
八
頁

20

　吉
野
孝
雄
『
宮
武
外
骨
此
中
に
あ
り
十 

滑
稽
新
聞:

完
全
版
五
』
第
一
〇
〇
号
、

ゆ
ま
に
書
房
、
一
九
九
四
年
、
四
〇
二
頁

21

　福
田
眞
人
『
結
核
の
文
化
史
』、
名
古
屋
大
学
出
版
会
、
一
九
九
五
年

22

　福
田
眞
人
『
結
核
と
い
う
文
化 

病
の
比
較
文
化
史
』、
中
央
公
論
新
社
、

二
〇
〇
一
年

23

　常
石
敬
一
『
結
核
と
日
本
人
―
医
療
政
策
を
検
証
す
る
』、
岩
波
書
店
、

二
〇
一
一
年

24

　福
田
眞
人
『
結
核
の
文
化
史
』、
名
古
屋
大
学
出
版
会
、
一
九
九
五
年
、
五
七
頁

25

　久
保
田
正
文
『
人
物
叢
書 

新
装
版 
正
岡
子
規
』、
吉
川
弘
文
館
、
一
九
八
六
年

26

　福
田
眞
人
『
結
核
の
文
化
史
』
二
三
五
頁
、
名
古
屋
大
学
出
版
会
、
一
九
九
五
年

27

　大
伏
肇  

『
資
料
が
語
る 

近
代
日
本
広
告
史
』、
東
京
堂
出
版
、
一
九
九
〇
年

28

　吉
野
孝
雄
『
宮
武
外
骨
此
中
に
あ
り
七 

滑
稽
新
聞:

完
全
版
二
』
第
二
十
四
号
、

ゆ
ま
に
書
房
、
一
九
九
三
年
、
二
九
頁

29

　石
川
彦
太
『
明
治
大
正
昭
和 

大
阪
人
名
録
』
上
巻
、
日
本
図
書
セ
ン
タ
ー
、

一
九
八
九
年
、
一
九
八
頁

30

　野
口
茂
平
『
肺
病
新
論
』（
第
二
刷
）「
緒
言
」、
立
志
堂
野
口
合
名
会
社
、

一
九
〇
一
年

　

31

　大
阪
大
学
『
大
阪
大
学
二
十
五
年
誌
』、
天
業
社
、
一
九
五
六
年

32

　日
本
学
士
院
日
本
科
学
史
刊
行
会
『
明
治
前
日
本
薬
物
学
史 

増
訂
復
刻
版
』、

井
上
書
店
、
一
九
七
八
年

33

　井
土
武
久
『
大
阪
商
工
会
議
所
百
年
史
』、
大
阪
商
工
会
議
所
、
一
九
七
九
年

34

　星
野
高
徳
「
明
治
期
大
阪
市
に
お
け
る
塵
芥
処
理
市
営
化
―
大
阪
市
会
に
お
け

る
衛
生
問
題
と
財
政
問
題
へ
の
対
応
を
中
心
に
―
」、『
三
田
商
学
研
究
』
第

五
四
巻 

第
五
号
、
慶
應
義
塾
大
学
出
版
会
、
二
〇
一
一
年

35

　天
保
山
起
業
組
「
天
保
山
私
立
遊
園
地
略
図
」（
大
阪
歴
史
博
物
館
所
蔵
）：

大
阪
市
港
区
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
「
港
区
の
プ
ロ
フ
ィ
ー
ル
・
港
区
の
歴
史
・

歴
史
年
表
」
参
照
〈http://w

w
w

.city.osaka.lg.jp/m
inato/cm

sfiles/
contents/0000341/341901/tenpozanyuenchi2.jpg

〉

36

　大
阪
市
港
区
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
「
港
区
の
プ
ロ
フ
ィ
ー
ル
・
港
区
の
歴
史
・
歴
史

年
表
」〈http://w

w
w

.city.osaka.lg.jp/m
inato/page/0000341901.htm

l

〉

37

　前
掲
注
35
「
天
保
山
私
立
遊
園
地
略
図
」

38

　前
掲
注
30
『
肺
病
新
論
』（
第
二
刷
）

39

　羽
島
知
之
『
新
聞
広
告
美
術
大
系
【
明
治
編
】
第
一
巻 

医
薬
・
化
粧
品
』、
大

空
社
、
一
九
九
九
年
、
二
七
八
頁

40

　右
同

　二
五
六
頁

41

　前
掲
注
30
『
肺
病
新
論
』（
第
二
刷
）「
病
床
日
誌
」

42

　前
掲
注
39
『
新
聞
広
告
美
術
大
系
【
明
治
編
】
第
一
巻 

医
薬
・
化
粧
品
』、

一
二
四
頁

43

　藤
田
幸
男
『
新
聞
広
告
史
百
話
』、
新
泉
社
、
一
九
七
一
年

44

　右
同

45

　前
掲
注
30
『
肺
病
新
論
』（
第
二
刷
）「
緒
言
」

46

　前
掲
注
39
『
新
聞
広
告
美
術
大
系
【
明
治
編
】
第
一
巻 

医
薬
・
化
粧
品
』、

一
二
四
頁

47

　前
掲
注
30
『
肺
病
新
論
』（
第
二
刷
）「
肺
病
新
論
」

48

　前
掲
注
39
『
新
聞
広
告
美
術
大
系
【
明
治
編
】
第
一
巻 

医
薬
・
化
粧
品
』、

一
二
四
頁

49

　前
掲
注
30
『
肺
病
新
論
』（
第
二
刷
）「
藥
と
信
用
」

50

　前
掲
注
39
『
新
聞
広
告
美
術
大
系
【
明
治
編
】
第
一
巻 

医
薬
・
化
粧
品
』、

一
二
四
頁

51

　吉
野
孝
雄
『
宮
武
外
骨
此
中
に
あ
り
六 

滑
稽
新
聞:

完
全
版
一
』
第
一
九
号
、

ゆ
ま
に
書
房
、
一
九
九
三
年
、
五
二
七
頁

52

　吉
野
孝
雄
『
宮
武
外
骨
此
中
に
あ
り
八 

滑
稽
新
聞:

完
全
版
三
』
第
四
三
号
、

ゆ
ま
に
書
房
、
一
九
九
三
年
、
一
一
一
頁
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時
日
を
費
し
知
ず
〳
〵
の
間
に
手
後
れ
と
な
り
非
命
の
最
後
を
遂
ぐ
る
者
あ
る

由
な
れ
ば
同
病
諸
君
十
分
御
注
意
あ
ら
ん
事
を

（50） 

　新
聞
の
広
告
な
ど
で
宣
伝
さ
れ
て
い
る
民
間
療
法
の
薬
に
は
、
怪
し
い
も
の
が
多

い
為
、
注
意
す
る
必
要
が
あ
る
と
喚
起
し
て
い
る
。
結
核
患
者
の
症
状
が
短
期
間
で

完
治
し
た
、
又
は
何
時
の
も
の
か
分
か
ら
な
い
全
快
復
者
の
礼
状
を
載
せ
た
広
告

が
、
世
間
に
横
行
し
て
い
る
こ
と
に
苦
言
を
呈
し
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
こ
で
言
及

し
て
い
る
広
告
手
法
は
、
共
に
野
口
自
身
の
著
作
物
に
書
か
れ
て
い
る
文
と
類
似
で

あ
り
、
自
分
で
自
分
の
広
告
を
怪
し
げ
な
も
の
と
紹
介
し
て
い
る
よ
う
な
形
と
な
っ

て
し
ま
っ
て
い
る
。

　お
わ
り
に

　「
肺
労
散
」
を
巡
る
宮
武
と
野
口
の
主
張
に
つ
い
て
、
お
互
い
の
出
版
物
を
用
い

て
見
て
き
た
。

　こ
れ
ほ
ど
ま
で
に
宮
武
が
野
口
を
筆
誅
す
る
の
は
、
私
怨
の
可
能
性
も
考
え
ら
れ

る
が
、
次
の
文
章
を
見
る
と
そ
れ
は
間
違
い
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。

（
前
略
）
吾
人
が
詐
欺
師
を
筆
誅
す
る
は
、
詐
欺
師
其
人
を
憎
む
に
あ
ら
ず
、

詐
欺
其
物
を
社
会
に
跋
扈
す
る
を
畏
る
ゝ
也

（
略
）
吾
人
が
一
個
の
詐
欺
師
を
誅
伐
す
る
は
千
百
の
同
類
を
し
て
反
省
改
悟

せ
し
め
ん
が
爲
也

（51） 

詐
欺
を
行
う
人
物
を
憎
ん
で
い
る
の
で
は
な
く
、
詐
欺
行
為
を
行
う
こ
と
を
憎
ん
で

い
る
こ
と
が
分
か
る
。
野
口
が
ど
れ
だ
け
薬
学
に
精
通
し
て
い
て
も
、
予
防
環
境
を

整
え
て
い
て
も
、
宮
武
に
は
、
大
き
く
宣
伝
し
た
「
肺
労
散
」
の
効
能
結
果
が
全
て

で
あ
っ
た
。
次
の
文
章
も
見
て
み
た
い
。

　
　
　野

口
茂
平
に
告
ぐ

余
は
汝
に
一
言
の
忠
告
を
與
へ
ん
と
欲
す
、
汝
が
發
賣
す
る
所
の
肺
労
散
の
イ

カ
サ
マ
薬
な
る
事
は
證
據
に
よ
つ
て
世
人
の
知
る
所
な
り
、
而
し
て
其
イ
カ
サ

マ
薬
の
此
社
會
に
存
在
す
る
が
爲
め
、
如
何
程
の
害
が
あ
る
か
を
見
る
に
甚
だ

多
大
な
り
、
今
其
重
な
る
も
の
を
擧
げ
ん
に

㊀
肺
労
散
を
實
効
あ
る
賣
薬
と
信
じ
て
購
求
す
る
地
方
人
士
の
金
錢
上
の
損

害
少
か
ら
ず

㊁
又
實
効
あ
る
賣
薬
と
信
じ
て
服
用
す
る
が
爲
め
に
治
療
の
手
後
れ
と
な
り

て
死
去
す
る
肺
病
患
者
あ
り
（
後
略
）

（52） 

薬
の
効
能
の
有
無
だ
け
で
な
く
、
そ
れ
に
伴
う
影
響
や
問
題
に
も
言
及
し
、
こ
の
後

に
は
猛
省
を
促
す
文
章
が
続
い
て
い
る
。

　

　で
は
、
本
当
に
野
口
は
宮
武
が
言
う
「
詐
欺
師
」
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の

点
に
つ
い
て
重
要
な
の
は
「
肺
労
散
」
が
本
当
に
効
能
の
無
い
薬
で
あ
っ
た
の
か
と

い
う
点
で
あ
る
。
効
能
結
果
に
関
し
て
、
死
亡
し
た
者
も
い
る
等
の
結
果
は
既
述
し

た
が
、宮
武
が
肺
労
散
の
実
情
を
取
材
し
た
結
果
を
参
考
に
詳
し
く
見
て
い
き
た
い
。

宮
武
が
取
材
を
行
っ
た
の
は
、『
肺
病
新
論
』
に
礼
状
を
送
っ
て
き
た
中
で
住
所
が

判
明
し
て
い
る
四
十
名
で
あ
る
。
結
果
、
返
信
が
三
十
一
名
、
う
ち
死
亡
し
な
か
っ

た
も
の
が
三
名
の
み
と
『
滑
稽
新
聞
』
に
大
き
く
見
出
し
が
付
け
ら
れ
、
そ
れ
ぞ
れ

手
紙
の
内
容
と
共
に
掲
載
さ
れ
た
。
内
容
を
見
て
み
る
と
、「
肺
労
散
」
を
用
い
て

も
死
亡
し
た
と
い
う
手
紙
も
あ
る
な
か
、
一
時
的
に
快
復
が
み
ら
れ
た
者
、
自
己
判

断
で
服
用
を
止
め
た
者
、
他
の
薬
と
併
用
し
た
為
完
治
の
き
っ
か
け
が
「
肺
労
散
」

で
あ
る
か
分
か
ら
な
い
者
等
、
全
く
効
能
が
無
い
と
は
言
い
切
れ
な
い
記
述
も
少
な

か
ら
ず
存
在
し
て
い
る
。
薬
の
相
性
や
、
福
田
氏
の
言
う
プ
ラ
セ
ボ
問
題
も
考
え
ら

れ
る
の
で
、
効
果
の
有
無
に
つ
い
て
、
こ
の
結
果
の
み
で
判
断
す
る
の
は
難
し
い
。

　こ
の
よ
う
に
「
肺
労
散
」
の
効
果
の
実
情
が
明
瞭
で
な
い
こ
と
、
大
阪
の
環
境
配

慮
、
療
法
施
設
造
営
等
の
実
績
か
ら
、
発
言
に
は
少
な
か
ら
ず
怪
し
い
も
の
も
存
在

し
て
は
い
る
が
、
野
口
が
宮
武
の
定
義
す
る
効
能
の
無
い
薬
を
売
り
捌
き
、
金
儲
け

を
す
る
「
詐
欺
師
」
で
あ
る
の
か
、
ま
た
こ
れ
ほ
ど
ま
で
に
筆
誅
さ
れ
る
べ
き
人
物

で
あ
っ
た
の
か
に
つ
い
て
、
今
回
の
研
究
で
は
断
定
し
難
い
。

　当
時
そ
う
い
っ
た
薬
が
蔓
延
し
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
、
他
の
売
薬
人
も
同
様
に
執

拗
に
筆
誅
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
実
際
、
他
の
売
薬
人
に
関
し
て
も
繰
り
返
し
の
筆

誅
は
行
わ
れ
て
い
た
が
、
売
薬
人
に
お
い
て
野
口
の
よ
う
に
、
連
載
を
組
ま
れ
て
ま

で
筆
誅
さ
れ
た
も
の
は
い
な
い
。
そ
の
き
っ
か
け
と
な
っ
た
の
は
野
口
が
権
力
者
で

あ
り
、
宮
武
と
の
間
に
不
当
な
裁
判
を
起
こ
し
て
い
る
こ
と
に
あ
る
の
で
は
な
い
だ

ろ
う
か
。
両
者
に
何
ら
か
の
関
係
が
無
け
れ
ば
、
誹
毀
罪
事
件
は
あ
の
よ
う
な
裁
判

結
果
に
は
な
ら
な
か
っ
た
だ
ろ
う
。
民
衆
の
信
頼
を
受
け
る
べ
き
議
員
が
、
権
力
を

不
当
に
行
使
し
て
い
る
こ
と
に
攻
撃
の
矛
先
は
向
か
っ
た
。
そ
し
て
、
こ
の
事
件
に

15
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関
連
し
、
裁
判
官
も
密
か
に
筆
誅
さ
れ
続
け
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
誹
毀

罪
事
件
を
き
っ
か
け
に
始
ま
っ
た
野
口
の
さ
ら
し
首
は
、掲
載
さ
れ
続
け
る
こ
と
で
、

権
力
に
屈
し
た
裁
判
官
も
同
罪
だ
と
訴
え
続
け
た
。
こ
れ
以
上
不
当
な
裁
判
は
行
わ

ず
、
真
っ
当
な
判
決
を
下
す
よ
う
に
と
、
宮
武
な
り
の
隠
さ
れ
た
攻
撃
と
メ
ッ
セ
ー

ジ
が
込
め
ら
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　最
後
に
、
何
故
宮
武
は
、
野
口
を
『
滑
稽
新
聞
』
に
取
り
上
げ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

こ
の
意
味
を
考
え
る
と
実
に
宮
武
ら
し
い
の
で
考
え
を
述
べ
て
お
き
た
い
。
こ
の
記

事
の
中
で
そ
の
名
の
通
り
滑
稽
な
の
は
、
筆
誅
対
象
に
な
っ
た
野
口
自
身
で
あ
り
、

『
滑
稽
新
聞
』
の
読
者
で
あ
る
の
だ
。

　自
分
に
医
学
能
力
が
あ
る
と
信
じ
て
疑
わ
ず
、
商
売
を
続
け
る
。
し
か
し
宮
武
や

民
衆
の
目
に
映
る
の
は
、
世
間
に
多
大
な
迷
惑
を
掛
け
て
い
る
に
も
構
わ
ず
、
自
分

は
正
し
い
と
信
じ
、
受
け
手
側
の
迷
惑
に
気
付
く
こ
と
が
出
来
な
い
で
い
る
売
薬
人

で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
一
人
で
空
回
り
し
て
い
る
よ
う
な
姿
は
、
滑
稽
に
映
っ
た
の

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
宮
武
は
、野
口
自
身
が
信
じ
て
い
る
も
の
は
と
ん
だ
偽
物
で
、

そ
ん
な
偽
物
を
信
じ
続
け
る
野
口
は
滑
稽
だ
と
作
品
を
通
し
て
紹
介
し
た
。
そ
れ
と

同
時
に
、
野
口
に
自
分
の
滑
稽
さ
を
気
付
か
せ
る
よ
う
に
書
か
れ
て
い
た
可
能
性
も

考
え
ら
れ
る
。
滑
稽
な
も
の
を
面
白
お
か
し
く
紹
介
す
る
か
ら
、
野
口
は
顔
無
し
に

な
っ
た
り
、
野
口
茂
平
を
略
し
て
野
蜘
蛛
と
称
し
蜘
蛛
の
姿
に
描
か
れ
た
り
す
る
。

宮
武
の
思
考
を
読
み
取
れ
た
読
者
は
楽
し
く
読
ん
だ
こ
と
で
あ
ろ
う
し
、
ま
た
、
現

在
私
た
ち
が
読
ん
で
も
十
分
に
楽
し
む
こ
と
が
で
き
る
。

　そ
し
て
対
象
は
野
口
だ
け
で
な
く
受
け
手
側
の
民
衆
に
も
向
け
ら
れ
る
。
こ
れ
だ

け
『
滑
稽
新
聞
』
に
て
注
意
喚
起
を
し
て
い
る
に
も
関
わ
ら
ず
野
口
を
信
じ
、
薬
を

買
う
者
が
後
を
絶
た
な
か
っ
た
。
二
年
に
も
及
ぶ
攻
撃
期
間
が
そ
れ
を
証
明
し
て
い

る
。
読
者
が
『
滑
稽
新
聞
』
を
信
じ
、
す
ぐ
に
購
入
を
止
め
た
の
な
ら
ば
、
こ
こ
ま

で
長
期
間
に
は
及
ば
な
か
っ
た
だ
ろ
う
。
だ
か
ら
こ
そ
こ
の
よ
う
な
滑
稽
な
野
口
を

信
じ
る
読
者
で
あ
る
民
衆
も
、
滑
稽
で
あ
る
の
に
違
い
な
い
。
読
者
ま
で
も
が
宮
武

に
と
っ
て
は
、
野
口
同
様
滑
稽
に
見
え
て
お
り
、
対
象
が
ど
の
よ
う
な
人
物
で
あ
ろ

う
と
そ
の
手
を
緩
め
る
こ
と
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
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2

　吉
野
孝
雄
『
宮
武
外
骨 

予
は
危
険
人
物
な
り 

宮
武
外
骨
自
叙
伝
』、筑
摩
書
房
、

一
九
八
五
年

3

　吉
野
孝
雄
『
歴
史
文
化
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
宮
武
外
骨 

民
権
へ
の
こ
だ
わ
り
』、
吉

川
弘
文
館
、
二
〇
〇
〇
年

4

　吉
野
孝
雄
『
過
激
に
し
て
愛
嬌
あ
り
「
滑
稽
新
聞
」
と
宮
武
外
骨
』、筑
摩
書
房
、

一
九
八
三
年

5

　木
本
至
『
評
傳 

宮
武
外
骨
』、
社
会
思
想
社
、
一
九
八
四
年

6

　吉
野
孝
雄
『
宮
武
外
骨
此
中
に
あ
り
一 

ス
コ
ブ
ル
上
』
第
二
号
、ゆ
ま
に
書
房
、

一
九
九
三
年
、
九
十
一
頁

7

　高
野
義
夫
『
朝
日
新
聞<

復
刻
版>

明
治
編
一
八
五 

明
治
四
十
一
年
八
月
』、

日
本
図
書
セ
ン
タ
ー
、
二
〇
〇
〇
年
、
二
二
一
頁

8

　吉
野
孝
雄
『
宮
武
外
骨 

予
は
危
険
人
物
な
り 

宮
武
外
骨
自
叙
伝
』、筑
摩
書
房
、

一
九
八
五
年

9

　右
同

10

　吉
野
孝
雄
『
過
激
に
し
て
愛
嬌
あ
り
「
滑
稽
新
聞
」
と
宮
武
外
骨
』、筑
摩
書
房
、

一
九
八
三
年

11

　赤
瀬
川
原
平
『
学
術
小
説
外
骨
と
い
う
人
が
い
た
！
』、白
水
社
、一
九
八
五
年
、

一
四
七
～
一
五
二
頁

12

　木
本
至
『
評
傳 

宮
武
外
骨
』、
社
会
思
想
社
、
一
九
八
四
年

13

　吉
野
孝
雄
『
宮
武
外
骨
此
中
に
あ
り
六 

滑
稽
新
聞:

完
全
版
一
』
第
十
号
、
ゆ

ま
に
書
房
、
一
九
九
三
年
、
二
七
二
頁

14

　吉
野
孝
雄
『
宮
武
外
骨
此
中
に
あ
り
七 

滑
稽
新
聞:

完
全
版
二
』
第
二
十
四
号
、 

ゆ
ま
に
書
房
、
一
九
九
三
年
、
一
一
一
頁

15

　吉
野
孝
雄
『
宮
武
外
骨
此
中
に
あ
り
六 

滑
稽
新
聞:

完
全
版
一
』
第
十
五
号
、

ゆ
ま
に
書
房
、
一
九
九
三
年
、
四
一
四
頁

16

　吉
野
孝
雄
『
宮
武
外
骨
此
中
に
あ
り
七 

滑
稽
新
聞:

完
全
版
二
』
第
二
十
一
号
、

ゆ
ま
に
書
房
、
一
九
九
三
年
、
三
十
頁

17

　右
同

　三
十
八
号
、
五
二
三
頁

18

　吉
野
孝
雄
『
宮
武
外
骨
此
中
に
あ
り
八 

滑
稽
新
聞:

完
全
版
三
』
第
四
十
八
号
、

270

（30）（31）
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時
日
を
費
し
知
ず
〳
〵
の
間
に
手
後
れ
と
な
り
非
命
の
最
後
を
遂
ぐ
る
者
あ
る

由
な
れ
ば
同
病
諸
君
十
分
御
注
意
あ
ら
ん
事
を

（50） 
　新

聞
の
広
告
な
ど
で
宣
伝
さ
れ
て
い
る
民
間
療
法
の
薬
に
は
、
怪
し
い
も
の
が
多

い
為
、
注
意
す
る
必
要
が
あ
る
と
喚
起
し
て
い
る
。
結
核
患
者
の
症
状
が
短
期
間
で

完
治
し
た
、
又
は
何
時
の
も
の
か
分
か
ら
な
い
全
快
復
者
の
礼
状
を
載
せ
た
広
告

が
、
世
間
に
横
行
し
て
い
る
こ
と
に
苦
言
を
呈
し
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
こ
で
言
及

し
て
い
る
広
告
手
法
は
、
共
に
野
口
自
身
の
著
作
物
に
書
か
れ
て
い
る
文
と
類
似
で

あ
り
、
自
分
で
自
分
の
広
告
を
怪
し
げ
な
も
の
と
紹
介
し
て
い
る
よ
う
な
形
と
な
っ

て
し
ま
っ
て
い
る
。

　お
わ
り
に

　「
肺
労
散
」
を
巡
る
宮
武
と
野
口
の
主
張
に
つ
い
て
、
お
互
い
の
出
版
物
を
用
い

て
見
て
き
た
。

　こ
れ
ほ
ど
ま
で
に
宮
武
が
野
口
を
筆
誅
す
る
の
は
、
私
怨
の
可
能
性
も
考
え
ら
れ

る
が
、
次
の
文
章
を
見
る
と
そ
れ
は
間
違
い
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。

（
前
略
）
吾
人
が
詐
欺
師
を
筆
誅
す
る
は
、
詐
欺
師
其
人
を
憎
む
に
あ
ら
ず
、

詐
欺
其
物
を
社
会
に
跋
扈
す
る
を
畏
る
ゝ
也

（
略
）
吾
人
が
一
個
の
詐
欺
師
を
誅
伐
す
る
は
千
百
の
同
類
を
し
て
反
省
改
悟

せ
し
め
ん
が
爲
也

（51） 

詐
欺
を
行
う
人
物
を
憎
ん
で
い
る
の
で
は
な
く
、
詐
欺
行
為
を
行
う
こ
と
を
憎
ん
で

い
る
こ
と
が
分
か
る
。
野
口
が
ど
れ
だ
け
薬
学
に
精
通
し
て
い
て
も
、
予
防
環
境
を

整
え
て
い
て
も
、
宮
武
に
は
、
大
き
く
宣
伝
し
た
「
肺
労
散
」
の
効
能
結
果
が
全
て

で
あ
っ
た
。
次
の
文
章
も
見
て
み
た
い
。

　
　
　野

口
茂
平
に
告
ぐ

余
は
汝
に
一
言
の
忠
告
を
與
へ
ん
と
欲
す
、
汝
が
發
賣
す
る
所
の
肺
労
散
の
イ

カ
サ
マ
薬
な
る
事
は
證
據
に
よ
つ
て
世
人
の
知
る
所
な
り
、
而
し
て
其
イ
カ
サ

マ
薬
の
此
社
會
に
存
在
す
る
が
爲
め
、
如
何
程
の
害
が
あ
る
か
を
見
る
に
甚
だ

多
大
な
り
、
今
其
重
な
る
も
の
を
擧
げ
ん
に

㊀
肺
労
散
を
實
効
あ
る
賣
薬
と
信
じ
て
購
求
す
る
地
方
人
士
の
金
錢
上
の
損

害
少
か
ら
ず

㊁
又
實
効
あ
る
賣
薬
と
信
じ
て
服
用
す
る
が
爲
め
に
治
療
の
手
後
れ
と
な
り

て
死
去
す
る
肺
病
患
者
あ
り
（
後
略
）

（52） 

薬
の
効
能
の
有
無
だ
け
で
な
く
、
そ
れ
に
伴
う
影
響
や
問
題
に
も
言
及
し
、
こ
の
後

に
は
猛
省
を
促
す
文
章
が
続
い
て
い
る
。

　

　で
は
、
本
当
に
野
口
は
宮
武
が
言
う
「
詐
欺
師
」
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の

点
に
つ
い
て
重
要
な
の
は
「
肺
労
散
」
が
本
当
に
効
能
の
無
い
薬
で
あ
っ
た
の
か
と

い
う
点
で
あ
る
。
効
能
結
果
に
関
し
て
、
死
亡
し
た
者
も
い
る
等
の
結
果
は
既
述
し

た
が
、宮
武
が
肺
労
散
の
実
情
を
取
材
し
た
結
果
を
参
考
に
詳
し
く
見
て
い
き
た
い
。

宮
武
が
取
材
を
行
っ
た
の
は
、『
肺
病
新
論
』
に
礼
状
を
送
っ
て
き
た
中
で
住
所
が

判
明
し
て
い
る
四
十
名
で
あ
る
。
結
果
、
返
信
が
三
十
一
名
、
う
ち
死
亡
し
な
か
っ

た
も
の
が
三
名
の
み
と
『
滑
稽
新
聞
』
に
大
き
く
見
出
し
が
付
け
ら
れ
、
そ
れ
ぞ
れ

手
紙
の
内
容
と
共
に
掲
載
さ
れ
た
。
内
容
を
見
て
み
る
と
、「
肺
労
散
」
を
用
い
て

も
死
亡
し
た
と
い
う
手
紙
も
あ
る
な
か
、
一
時
的
に
快
復
が
み
ら
れ
た
者
、
自
己
判

断
で
服
用
を
止
め
た
者
、
他
の
薬
と
併
用
し
た
為
完
治
の
き
っ
か
け
が
「
肺
労
散
」

で
あ
る
か
分
か
ら
な
い
者
等
、
全
く
効
能
が
無
い
と
は
言
い
切
れ
な
い
記
述
も
少
な

か
ら
ず
存
在
し
て
い
る
。
薬
の
相
性
や
、
福
田
氏
の
言
う
プ
ラ
セ
ボ
問
題
も
考
え
ら

れ
る
の
で
、
効
果
の
有
無
に
つ
い
て
、
こ
の
結
果
の
み
で
判
断
す
る
の
は
難
し
い
。

　こ
の
よ
う
に
「
肺
労
散
」
の
効
果
の
実
情
が
明
瞭
で
な
い
こ
と
、
大
阪
の
環
境
配

慮
、
療
法
施
設
造
営
等
の
実
績
か
ら
、
発
言
に
は
少
な
か
ら
ず
怪
し
い
も
の
も
存
在

し
て
は
い
る
が
、
野
口
が
宮
武
の
定
義
す
る
効
能
の
無
い
薬
を
売
り
捌
き
、
金
儲
け

を
す
る
「
詐
欺
師
」
で
あ
る
の
か
、
ま
た
こ
れ
ほ
ど
ま
で
に
筆
誅
さ
れ
る
べ
き
人
物

で
あ
っ
た
の
か
に
つ
い
て
、
今
回
の
研
究
で
は
断
定
し
難
い
。

　当
時
そ
う
い
っ
た
薬
が
蔓
延
し
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
、
他
の
売
薬
人
も
同
様
に
執

拗
に
筆
誅
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
実
際
、
他
の
売
薬
人
に
関
し
て
も
繰
り
返
し
の
筆

誅
は
行
わ
れ
て
い
た
が
、
売
薬
人
に
お
い
て
野
口
の
よ
う
に
、
連
載
を
組
ま
れ
て
ま

で
筆
誅
さ
れ
た
も
の
は
い
な
い
。
そ
の
き
っ
か
け
と
な
っ
た
の
は
野
口
が
権
力
者
で

あ
り
、
宮
武
と
の
間
に
不
当
な
裁
判
を
起
こ
し
て
い
る
こ
と
に
あ
る
の
で
は
な
い
だ

ろ
う
か
。
両
者
に
何
ら
か
の
関
係
が
無
け
れ
ば
、
誹
毀
罪
事
件
は
あ
の
よ
う
な
裁
判

結
果
に
は
な
ら
な
か
っ
た
だ
ろ
う
。
民
衆
の
信
頼
を
受
け
る
べ
き
議
員
が
、
権
力
を

不
当
に
行
使
し
て
い
る
こ
と
に
攻
撃
の
矛
先
は
向
か
っ
た
。
そ
し
て
、
こ
の
事
件
に
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関
連
し
、
裁
判
官
も
密
か
に
筆
誅
さ
れ
続
け
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
誹
毀

罪
事
件
を
き
っ
か
け
に
始
ま
っ
た
野
口
の
さ
ら
し
首
は
、掲
載
さ
れ
続
け
る
こ
と
で
、

権
力
に
屈
し
た
裁
判
官
も
同
罪
だ
と
訴
え
続
け
た
。
こ
れ
以
上
不
当
な
裁
判
は
行
わ

ず
、
真
っ
当
な
判
決
を
下
す
よ
う
に
と
、
宮
武
な
り
の
隠
さ
れ
た
攻
撃
と
メ
ッ
セ
ー

ジ
が
込
め
ら
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　最
後
に
、
何
故
宮
武
は
、
野
口
を
『
滑
稽
新
聞
』
に
取
り
上
げ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

こ
の
意
味
を
考
え
る
と
実
に
宮
武
ら
し
い
の
で
考
え
を
述
べ
て
お
き
た
い
。
こ
の
記

事
の
中
で
そ
の
名
の
通
り
滑
稽
な
の
は
、
筆
誅
対
象
に
な
っ
た
野
口
自
身
で
あ
り
、

『
滑
稽
新
聞
』
の
読
者
で
あ
る
の
だ
。

　自
分
に
医
学
能
力
が
あ
る
と
信
じ
て
疑
わ
ず
、
商
売
を
続
け
る
。
し
か
し
宮
武
や

民
衆
の
目
に
映
る
の
は
、
世
間
に
多
大
な
迷
惑
を
掛
け
て
い
る
に
も
構
わ
ず
、
自
分

は
正
し
い
と
信
じ
、
受
け
手
側
の
迷
惑
に
気
付
く
こ
と
が
出
来
な
い
で
い
る
売
薬
人

で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
一
人
で
空
回
り
し
て
い
る
よ
う
な
姿
は
、
滑
稽
に
映
っ
た
の

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
宮
武
は
、野
口
自
身
が
信
じ
て
い
る
も
の
は
と
ん
だ
偽
物
で
、

そ
ん
な
偽
物
を
信
じ
続
け
る
野
口
は
滑
稽
だ
と
作
品
を
通
し
て
紹
介
し
た
。
そ
れ
と

同
時
に
、
野
口
に
自
分
の
滑
稽
さ
を
気
付
か
せ
る
よ
う
に
書
か
れ
て
い
た
可
能
性
も

考
え
ら
れ
る
。
滑
稽
な
も
の
を
面
白
お
か
し
く
紹
介
す
る
か
ら
、
野
口
は
顔
無
し
に

な
っ
た
り
、
野
口
茂
平
を
略
し
て
野
蜘
蛛
と
称
し
蜘
蛛
の
姿
に
描
か
れ
た
り
す
る
。

宮
武
の
思
考
を
読
み
取
れ
た
読
者
は
楽
し
く
読
ん
だ
こ
と
で
あ
ろ
う
し
、
ま
た
、
現

在
私
た
ち
が
読
ん
で
も
十
分
に
楽
し
む
こ
と
が
で
き
る
。

　そ
し
て
対
象
は
野
口
だ
け
で
な
く
受
け
手
側
の
民
衆
に
も
向
け
ら
れ
る
。
こ
れ
だ

け
『
滑
稽
新
聞
』
に
て
注
意
喚
起
を
し
て
い
る
に
も
関
わ
ら
ず
野
口
を
信
じ
、
薬
を

買
う
者
が
後
を
絶
た
な
か
っ
た
。
二
年
に
も
及
ぶ
攻
撃
期
間
が
そ
れ
を
証
明
し
て
い

る
。
読
者
が
『
滑
稽
新
聞
』
を
信
じ
、
す
ぐ
に
購
入
を
止
め
た
の
な
ら
ば
、
こ
こ
ま

で
長
期
間
に
は
及
ば
な
か
っ
た
だ
ろ
う
。
だ
か
ら
こ
そ
こ
の
よ
う
な
滑
稽
な
野
口
を

信
じ
る
読
者
で
あ
る
民
衆
も
、
滑
稽
で
あ
る
の
に
違
い
な
い
。
読
者
ま
で
も
が
宮
武

に
と
っ
て
は
、
野
口
同
様
滑
稽
に
見
え
て
お
り
、
対
象
が
ど
の
よ
う
な
人
物
で
あ
ろ

う
と
そ
の
手
を
緩
め
る
こ
と
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
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suii09/deth7.htm
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〉

2

　吉
野
孝
雄
『
宮
武
外
骨 

予
は
危
険
人
物
な
り 

宮
武
外
骨
自
叙
伝
』、筑
摩
書
房
、

一
九
八
五
年

3

　吉
野
孝
雄
『
歴
史
文
化
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
宮
武
外
骨 

民
権
へ
の
こ
だ
わ
り
』、
吉

川
弘
文
館
、
二
〇
〇
〇
年

4

　吉
野
孝
雄
『
過
激
に
し
て
愛
嬌
あ
り
「
滑
稽
新
聞
」
と
宮
武
外
骨
』、筑
摩
書
房
、

一
九
八
三
年

5

　木
本
至
『
評
傳 

宮
武
外
骨
』、
社
会
思
想
社
、
一
九
八
四
年

6

　吉
野
孝
雄
『
宮
武
外
骨
此
中
に
あ
り
一 

ス
コ
ブ
ル
上
』
第
二
号
、ゆ
ま
に
書
房
、

一
九
九
三
年
、
九
十
一
頁

7

　高
野
義
夫
『
朝
日
新
聞<

復
刻
版>

明
治
編
一
八
五 

明
治
四
十
一
年
八
月
』、

日
本
図
書
セ
ン
タ
ー
、
二
〇
〇
〇
年
、
二
二
一
頁

8

　吉
野
孝
雄
『
宮
武
外
骨 

予
は
危
険
人
物
な
り 

宮
武
外
骨
自
叙
伝
』、筑
摩
書
房
、

一
九
八
五
年

9

　右
同

10

　吉
野
孝
雄
『
過
激
に
し
て
愛
嬌
あ
り
「
滑
稽
新
聞
」
と
宮
武
外
骨
』、筑
摩
書
房
、

一
九
八
三
年

11

　赤
瀬
川
原
平
『
学
術
小
説
外
骨
と
い
う
人
が
い
た
！
』、白
水
社
、一
九
八
五
年
、

一
四
七
～
一
五
二
頁

12

　木
本
至
『
評
傳 

宮
武
外
骨
』、
社
会
思
想
社
、
一
九
八
四
年

13

　吉
野
孝
雄
『
宮
武
外
骨
此
中
に
あ
り
六 

滑
稽
新
聞:

完
全
版
一
』
第
十
号
、
ゆ

ま
に
書
房
、
一
九
九
三
年
、
二
七
二
頁

14

　吉
野
孝
雄
『
宮
武
外
骨
此
中
に
あ
り
七 

滑
稽
新
聞:

完
全
版
二
』
第
二
十
四
号
、 

ゆ
ま
に
書
房
、
一
九
九
三
年
、
一
一
一
頁

15

　吉
野
孝
雄
『
宮
武
外
骨
此
中
に
あ
り
六 

滑
稽
新
聞:

完
全
版
一
』
第
十
五
号
、

ゆ
ま
に
書
房
、
一
九
九
三
年
、
四
一
四
頁

16

　吉
野
孝
雄
『
宮
武
外
骨
此
中
に
あ
り
七 

滑
稽
新
聞:

完
全
版
二
』
第
二
十
一
号
、

ゆ
ま
に
書
房
、
一
九
九
三
年
、
三
十
頁

17

　右
同

　三
十
八
号
、
五
二
三
頁

18

　吉
野
孝
雄
『
宮
武
外
骨
此
中
に
あ
り
八 

滑
稽
新
聞:

完
全
版
三
』
第
四
十
八
号
、

271
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金
三
円
五
十
銭
、
三
週
間
文
金
五
円
、
五
十
日
分
金
十
円

（38） 

と
な
っ
て
い
る
。
野

口
は
同
時
期
に
、「
神
理
丸
」
を
十
四
日
分
五
十
銭

（39） 

、「
鎮
咳
散
」
を
八
十
包
入

り
五
十
銭

（40） 

で
そ
れ
ぞ
れ
販
売
し
て
お
り
、
肺
労
散
は
二
つ
と
比
較
す
る
と
高
価

な
も
の
だ
と
い
う
こ
と
が
分
か
る
。

　右
の
よ
う
に
肺
労
散
に
つ
い
て
詳
述
さ
れ
た
『
肺
病
新
論
』
は
、
野
口
が
著
者
兼

発
行
人
を
務
め
、
立
志
堂
野
口
合
名
会
社
よ
り
発
行
さ
れ
た
小
冊
子
で
あ
る
。
こ
の

他
に
も
野
口
の
薬
学
に
関
す
る
考
え
や
売
薬
に
対
す
る
姿
勢
、
感
謝
礼
状
等
が
ま
と

め
ら
れ
て
お
り
、
郵
便
配
送
の
み
で
手
に
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
現
在
で
は
明
治

三
三
年
（
一
九
〇
〇
）
と
明
治
三
四
年
（
一
九
〇
一
）
に
発
行
さ
れ
た
第
二
刷
が
確

認
で
き
て
い
る
。

　治
療
に
つ
い
て
も
『
肺
病
新
論
』
に
詳
述
さ
れ
て
お
り
、
肺
労
散
を
用
い
て
全
治

し
た
人
物
の
治
療
経
過
を
記
し
た
「
病
床
日
誌
」

（41） 

が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
対
象

は
広
島
県
に
在
住
す
る
中
村
俊
造
氏
で
あ
る
。
内
容
か
ら
、
血
縁
関
係
の
父
方
の
祖

父
母
、
母
方
の
祖
父
母
、
父
母
と
い
う
以
上
の
血
縁
者
に
は
結
核
患
者
が
い
な
か
っ

た
こ
と
が
読
み
取
れ
る
。

　「
現
症
」
の
項
目
か
ら
読
み
解
い
て
い
く
と
、
結
核
ら
し
い
症
状
が
出
始
め
る
の

は
明
治
三
二
年
六
月
一
五
日
の
こ
と
で
あ
る
。
某
家
を
尋
ね
、
そ
の
夜
九
時
頃
体
温

が
四
一
度
ま
で
上
昇
し
嘔
吐
二
回
、
下
痢
三
回
に
見
舞
わ
れ
て
い
る
。
翌
日
の
一
一

時
半
頃
帰
宅
す
る
も
腹
痛
に
見
舞
わ
れ
、
食
欲
不
振
が
見
ら
れ
る
。
同
月
一
七
日
よ

り
朝
、
正
午
、
夕
と
三
回
の
計
温
結
果
が
細
か
く
書
か
れ
て
い
る
が
、
い
ず
れ
も

三
七
度
か
ら
三
九
度
と
い
う
高
熱
で
あ
る
。

　八
月
一
七
日
に
は
広
島
内
科
病
院
に
て
診
察
を
受
け
、
右
肺
萎
縮
と
結
核
性
慢
性

腹
膜
炎
と
の
診
断
が
く
だ
さ
れ
て
い
る
。
薬
を
処
方
さ
れ
た
も
の
の
、
同
日
に
は
大

阪
市
を
訪
れ
元
府
立
大
阪
病
院
長
の
医
学
士
・
清
野
勇
氏
の
診
断
を
受
け
て
い
る
が
、

結
果
は
変
わ
ら
な
か
っ
た
よ
う
で
、
服
薬
を
三
日
で
や
め
て
い
る
。

　九
月
三
〇
日
一
奇
薬
、
肺
労
散
を
入
手
し
て
い
る
。
一
〇
月
二
日
よ
り
服
薬
を
始

め
、
次
第
に
体
温
が
降
下
、
胸
部
や
腹
部
も
快
方
に
向
か
い
食
欲
増
進
が
見
ら
れ
、

約
一
週
間
後
の
一
〇
月
一
一
日
に
は
体
温
が
平
温
に
戻
り
、
快
復
し
た
と
書
か
れ
て

い
る
。

　肺
労
散
を
服
用
し
快
復
し
た
の
は
、
こ
の
よ
う
に
詳
細
が
掲
載
さ
れ
た
中
村
氏
だ

け
で
は
な
い
。
八
歳
の
女
の
子
か
ら
三
十
二
歳
の
成
人
男
性
ま
で
、
幅
広
い
人
た
ち

が
快
復
を
知
ら
せ
る
礼
状
を
送
っ
て
き
た
と
し
、
名
前
を
挙
げ
て
い
る
。
そ
の
人
数

は
数
一
〇
人
に
及
び
、
同
じ
く
掲
載
さ
れ
た
住
所
を
見
る
と
、
大
阪
の
み
な
ら
ず
近

隣
県
か
ら
も
礼
状
が
届
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
り
、
こ
れ
ら
は
全
て
『
肺
病
新

論
』
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
。

　し
か
し
、
こ
の
中
村
氏
に
お
い
て
も
礼
状
を
送
っ
て
き
た
人
物
に
お
い
て
も
、
滑

稽
社
の
取
材
に
よ
る
と
治
療
結
果
は
掲
載
さ
れ
た
も
の
と
は
異
な
り
、
中
村
氏
を
含

む
殆
ど
の
患
者
は
死
亡
し
た
と
い
う
結
果
が
出
さ
れ
た
。
あ
く
ま
で
こ
れ
ら
の
結
果

は
、
野
口
の
会
社
が
発
表
し
た
も
の
な
の
で
あ
る
。

第
三
節

　
野
口
茂
平
の
著
作
か
ら
み
る
主
張

　第
一
章
で
は
、『
滑
稽
新
聞
』
を
用
い
て
宮
武
目
線
の
、「
詐
欺
師
」
と
し
て
の
野

口
を
紹
介
し
た
。
こ
の
節
で
は
、こ
れ
ま
で
宮
武
研
究
で
は
見
落
と
さ
れ
て
き
た『
肺

病
新
論
』、「
肺
労
散
」
広
告
と
い
っ
た
野
口
が
手
掛
け
た
資
料
を
用
い
て
、
野
口
の

薬
に
つ
い
て
の
考
え
や
、
売
薬
広
告
に
つ
い
て
の
主
張
な
ど
を
読
み
解
い
て
い
く
。

　は
じ
め
に
、
明
治
三
六
年
（
一
九
〇
三
）
八
月
に
掲
載
さ
れ
た
「
肺
労
散
」
の
広

告
を
見
て
み
る
。

先
年
独
逸
政
府
の
開
か
れ
た
る
醫
學
博
士
達
の
大
會
席
上
で
肺
病
に
は
妙
薬
な

し
と
斷
定
せ
ら
れ
た
事
は
其
當
時
全
世
界
の
醫
學
に
關
係
せ
る
諸
新
聞
雑
誌
等

に
由
つ
て
發
表
せ
ら
れ
た
る
に
も
拘
ら
ず
患
者
は
矢
張
り
醫
者
に
か
ゝ
り
澤
山

藥
さ
へ
服
用
す
れ
ば
治
す
る
も
の
ゝ
如
く
思
ふ
て
居
る
も
の
が
多
い
殊
に
醫
者

の
多
數
は
薬
を
賣
る
の
が
商
賣
の
如
き
で
あ
る
か
ら
自
分
の
手
に
合
ぬ
様
に
成

ま
で
商
賣
氣
取
り
で
藥
を
飲
ま
せ
藥
價
を
拂
は
せ
る
抔
は
随
分
患
者
に
氣
の
毒

で
あ
る

（42） 

当
時
の
医
療
の
進
み
具
合
と
、
日
本
の
医
療
体
制
に
つ
い
て
よ
く
わ
か
る
文
章
と

な
っ
て
い
る
。

　明
治
一
五
年
（
一
八
八
二
）
頃
の
文
部
省
の
方
針
は
「
売
薬
検
査
ノ
趣
意
ハ
有
害

ノ
方
剤
ヲ
禁
ズ
ル
に
在
リ
、
無
害
ノ
方
剤
ハ
効
ナ
キ
モ
ノ
ト
雖
ト
モ
姑
ク
之
ヲ
存
シ

テ
発
売
ヲ
禁
セ
ス
、
故
ニ
免
状
ヲ
与
フ
ル
ハ
只
其
害
ナ
キ
ヲ
保
ツ
ノ
ミ
ニ
シ
テ
必
ス

其
薬
ヲ
以
テ
有
効
ノ
良
剤
ト
定
メ
之
ヲ
世
ニ
証
ス
ル
ニ
非
ス
」

（43） 

と
云
う
も
の
で
あ

り
、
ま
た
衛
生
局
の
見
解
も
「
薬
用
ニ
妥
当
ナ
ル
方
剤
ハ
僅
少
ニ
シ
テ
無
効
ノ
者
大

率
十
ノ
八
九
ニ
居
ル
、
但
其
巨
害
ナ
キ
ヲ
以
テ
姑し

ば
らク

之
カ
発
売
ヲ
禁
止
セ
ザ
ル
ノ
ミ
」
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と
い
う
も
の
で
、
こ
の
頃
の
売
薬
に
は
、
無
効
で
あ
る
も
の
が
多
く
、
加
え
て
政
府

も
そ
れ
を
取
り
締
ま
る
こ
と
も
し
な
か
っ
た
こ
と
は
事
実
で
あ
っ
た
よ
う
だ
。（44） 

　次
に
「
肺
労
散
」
の
精
製
や
売
薬
に
つ
い
て
の
考
え
を
ま
と
め
て
い
く
。『
肺
病

新
論
』（
第
二
刷
）
に
は
次
の
よ
う
に
あ
る
。

余
輩
が
此
妙
藥
を
發
見
せ
る
は
、
神
の
授
く
る
所
か
佛
の
與
ふ
る
所
か
、
實
に

事
偶
然
に
出
で
た
り
、
否
、
仔
細
に
之
を
思
へ
ば
、
決
し
て
偶
然
に
非
ず
、
余

輩
が
多
年
探
究
研
鑽
に
心
を
用
ひ
力
を
盡
せ
し
結
果
且
は
故
人
が
丹
精
發
明
の

遺
澤
な
り

（45） 

　広
告
に
は
、

（
前
略
）
遂
に
數
百
年
以
前
の
舊
法
に
鑑
み
卓
効
奇
拔
の
妙
藥
を
發
見
せ
り
是

れ
が
原
料
は
藥
種
と
い
ふ
よ
り
は
寧
ろ
天
然
物
に
し
て
即
ち
肺
部
の
弱
き
人
を

助
け
る
爲
め
に
天
が
之
を
生
ぜ
し
め
た
る
が
極
め
て
穏
和
な
る
滋
養
成
分
に
し

て
之
を
服
す
れ
ば
自
然
に
バ
チ
ル
ス
即
ち
結
核
菌
を
撲
滅
す
る
の
力
を
有
す
る

も
の
な
り

（46） 

と
述
べ
て
い
る
。
薬
を
精
製
す
る
に
あ
た
っ
て
、
野
口
が
重
視
し
た
の
は
天
然
物
、

古
来
よ
り
日
本
人
が
慣
れ
親
し
ん
で
き
た
漢
方
を
使
用
す
る
こ
と
に
あ
る
よ
う
だ
。

文
章
中
で
登
場
す
る
天
然
物
や
、
天
が
生
ぜ
し
も
の
と
い
う
の
は
そ
う
い
っ
た
も
の

を
指
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
。
し
か
し
人
体
に
影
響
が
な
い
上
、
大
き
な
効
果
が
見
込

ま
れ
る
と
記
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
具
体
的
な
原
料
名
が
明
記
さ
れ
て
い
な

い
こ
と
、
天
が
生
ぜ
し
も
の
と
い
う
表
現
は
曖
昧
で
あ
り
、
疑
わ
し
い
と
思
わ
れ
て

も
仕
方
が
な
い
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。

　海
外
製
の
薬
の
多
く
は
胃
腸
に
影
響
を
及
ぼ
す
も
の
、
と
い
う
考
え
が
根
強
く

あ
っ
た
よ
う
で
、『
肺
病
新
論
』（
第
二
刷
）
の
記
事
「
劇
薬
ク
レ
ヲ
ソ
ー
ト
の
濫
用
」

（47） 

他
、
次
の
文
章
も
そ
の
思
考
を
強
く
反
映
し
て
い
る
。

尤
此
事
の
起
り
は
我
邦
に
於
て
も
其
例
の
あ
る
こ
と
で
醫
者
や
藥
屋
の
な
き
時

代
に
於
て
は
國
民
の
生
命
長
く
緫
じ
て
健
康
に
し
て
肺
病
者
の
如
き
は
決
し
て

あ
ら
ざ
る
が
如
し
今
日
に
て
も
人
の
知
る
如
く
天
保
時
代
以
上
の
西
洋
藥
嫌
ひ

の
老
人
抔
多
く
は
壯
健
に
し
て
天
壽
を
全
う
し
つ
ゝ
あ
る
は
一
つ
の
證
據
で
有

然
る
に
醫
學
の
進
歩
す
る
に
も
拘
ら
ず
益
々
病
者
の
數
年
一
年
と
多
く
成
行
は

畢
竟
藥
劑
等
に
關
係
あ
る
と
云
ふ
事
に
な
つ
て
來
る
の
で
あ
る
例
へ
ば
肺
病
者

に
夫
の
惡
臭
味
の
甚
だ
し
き
劇
藥
ケ
レ
ヲ
ソ
ー
ト
と
か
又
は
グ
ワ
ヤ
コ
ー
ル
其

他
種
々
の
劇
し
き
藥
を
用
ゆ
る
等
爲
め
膓
胃
を
害
し
消
化
力
を
失
は
し
む
る
と

其
餘
毒
と
に
由
り
日
を
逐
う
て
衰
弱
又
は
咯
血
症
に
陥
ら
し
む
る
も
の
あ
り
と

聞
く

（48） 

　こ
の
文
に
つ
い
て
は
疑
問
に
思
う
部
分
が
い
く
つ
か
あ
る
。
医
者
や
薬
屋
が
な

か
っ
た
時
代
に
、
国
民
の
生
命
は
長
く
健
康
で
あ
っ
た
と
い
う
の
は
本
当
で
あ
ろ
う

か
。流
行
こ
そ
な
っ
て
い
な
い
も
の
の
、日
本
に
は
弥
生
時
代
か
ら
既
に
結
核
が
あ
っ

た
と
さ
れ
て
い
る
た
め
、
全
て
の
不
具
合
を
西
洋
薬
に
結
論
付
け
る
の
は
些
か
暴
論

で
あ
る
。
ま
た
西
洋
薬
が
人
体
に
影
響
を
及
ぼ
し
、喀
血
す
る
と
い
う
の
は
誤
り
で
、

こ
れ
も
ま
た
、
効
能
の
無
い
薬
を
服
用
す
る
た
め
病
気
の
進
行
が
止
め
ら
れ
ず
喀
血

し
た
、
と
い
う
の
が
正
し
い
解
釈
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

　野
口
は
自
分
の
薬
に
自
信
を
持
っ
て
い
る
か
ら
こ
そ
の
発
言
が
度
々
見
ら
れ
る
。

（
前
略
）
薬
と
か
銀
行
と
か
云
ふ
も
の
は
信
用
が
第
一
で
あ
る
、
其
信
用
を
俄

か
に
得
ん
が
爲
め
に
、
世
間
の
賣
藥
業
者
中
に
は
些
少
の
身
代
も
な
き
者
が
、

無
効
の
時
は
藥
價
を
幾
倍
に
し
て
返
す
と
か
、
甚
だ
し
き
は
大
金
を
進
呈
す
る

抔
の
駄
法
螺
を
吹
き
、
新
聞
の
廣
告
を
利
用
し
て
、
無
稽
の
大
言
を
書
き
立
て

る
破
廉
恥
漢
の
横
行
す
る
は
慨
げ
か
わ
し
き
次
第
で
あ
る
、（
中
略
）
か
か
る

奸
商
輩
跋
扈
は
永
続
す
べ
き
も
の
に
あ
ら
ざ
れ
ど
も
、
余
輩
が
今
般
世
に
公
に

す
る
肺
労
散
の
如
き
、
夫
れ
と
同
一
部
類
と
見
ら
る
る
如
き
事
あ
り
て
は
大
ひ

に
迷
惑
千
万
な
り
（
中
略
）
今
回
立
志
堂
の
名
義
に
依
っ
て
発
売
せ
る
肺
労
散

が
果
た
し
て
世
の
詐
欺
者
流
の
も
の
と
其
趣
を
異
に
す
る
所
以
を
御
確
認
あ
ら

ん
こ
と
を
望
む

（49） 

　世
間
に
溢
れ
て
い
る
紛
い
物
を
批
判
し
た
後
、
自
分
は
そ
れ
ら
と
は
異
な
り
、
違

い
を
確
認
し
て
ほ
し
い
と
主
張
し
て
い
る
。
こ
の
後
に
は
自
分
は
十
分
な
収
入
が
既

に
あ
る
の
で
、
売
薬
は
金
儲
け
の
為
に
行
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
と
い
う
説
明
に
続

く
。さ
ら
に
宮
武
が
攻
撃
対
象
と
し
た
よ
う
な
広
告
に
つ
い
て
の
言
及
は
、「
肺
労
散
」

の
広
告
に
も
現
れ
る
。

近
來
新
聞
の
廣
告
に
依
て
野
師
的
に
何
々
の
妙
薬
で
自
分
の
肺
病
が
治
つ
た
と

か
或
は
一
週
間
で
有
効
と
か
二
週
間
で
治
す
る
と
か
乃
至
肺
病
者
の
全
快
禮
狀

だ
抔
と
貧
民
に
金
を
摑
ま
し
幾
年
前
に
拵
ら
へ
た
手
紙
か
分
ら
ぬ
様
な
年
月
も

な
き
も
の
を
幾
度
も
仰
山
ら
し
く
廣
告
す
る
も
の
あ
り
随
つ
て
世
間
の
病
者
も

亦
價
の
安
い
物
や
ら
効
能
書
の
駄
法
螺
等
に
迷
は
さ
れ
之
を
服
用
し
て
徒
ら
に

272

（28）（29）
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金
三
円
五
十
銭
、
三
週
間
文
金
五
円
、
五
十
日
分
金
十
円

（38） 

と
な
っ
て
い
る
。
野

口
は
同
時
期
に
、「
神
理
丸
」
を
十
四
日
分
五
十
銭

（39） 

、「
鎮
咳
散
」
を
八
十
包
入

り
五
十
銭

（40） 

で
そ
れ
ぞ
れ
販
売
し
て
お
り
、
肺
労
散
は
二
つ
と
比
較
す
る
と
高
価

な
も
の
だ
と
い
う
こ
と
が
分
か
る
。

　右
の
よ
う
に
肺
労
散
に
つ
い
て
詳
述
さ
れ
た
『
肺
病
新
論
』
は
、
野
口
が
著
者
兼

発
行
人
を
務
め
、
立
志
堂
野
口
合
名
会
社
よ
り
発
行
さ
れ
た
小
冊
子
で
あ
る
。
こ
の

他
に
も
野
口
の
薬
学
に
関
す
る
考
え
や
売
薬
に
対
す
る
姿
勢
、
感
謝
礼
状
等
が
ま
と

め
ら
れ
て
お
り
、
郵
便
配
送
の
み
で
手
に
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
現
在
で
は
明
治

三
三
年
（
一
九
〇
〇
）
と
明
治
三
四
年
（
一
九
〇
一
）
に
発
行
さ
れ
た
第
二
刷
が
確

認
で
き
て
い
る
。

　治
療
に
つ
い
て
も
『
肺
病
新
論
』
に
詳
述
さ
れ
て
お
り
、
肺
労
散
を
用
い
て
全
治

し
た
人
物
の
治
療
経
過
を
記
し
た
「
病
床
日
誌
」

（41） 

が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
対
象

は
広
島
県
に
在
住
す
る
中
村
俊
造
氏
で
あ
る
。
内
容
か
ら
、
血
縁
関
係
の
父
方
の
祖

父
母
、
母
方
の
祖
父
母
、
父
母
と
い
う
以
上
の
血
縁
者
に
は
結
核
患
者
が
い
な
か
っ

た
こ
と
が
読
み
取
れ
る
。

　「
現
症
」
の
項
目
か
ら
読
み
解
い
て
い
く
と
、
結
核
ら
し
い
症
状
が
出
始
め
る
の

は
明
治
三
二
年
六
月
一
五
日
の
こ
と
で
あ
る
。
某
家
を
尋
ね
、
そ
の
夜
九
時
頃
体
温

が
四
一
度
ま
で
上
昇
し
嘔
吐
二
回
、
下
痢
三
回
に
見
舞
わ
れ
て
い
る
。
翌
日
の
一
一

時
半
頃
帰
宅
す
る
も
腹
痛
に
見
舞
わ
れ
、
食
欲
不
振
が
見
ら
れ
る
。
同
月
一
七
日
よ

り
朝
、
正
午
、
夕
と
三
回
の
計
温
結
果
が
細
か
く
書
か
れ
て
い
る
が
、
い
ず
れ
も

三
七
度
か
ら
三
九
度
と
い
う
高
熱
で
あ
る
。

　八
月
一
七
日
に
は
広
島
内
科
病
院
に
て
診
察
を
受
け
、
右
肺
萎
縮
と
結
核
性
慢
性

腹
膜
炎
と
の
診
断
が
く
だ
さ
れ
て
い
る
。
薬
を
処
方
さ
れ
た
も
の
の
、
同
日
に
は
大

阪
市
を
訪
れ
元
府
立
大
阪
病
院
長
の
医
学
士
・
清
野
勇
氏
の
診
断
を
受
け
て
い
る
が
、

結
果
は
変
わ
ら
な
か
っ
た
よ
う
で
、
服
薬
を
三
日
で
や
め
て
い
る
。

　九
月
三
〇
日
一
奇
薬
、
肺
労
散
を
入
手
し
て
い
る
。
一
〇
月
二
日
よ
り
服
薬
を
始

め
、
次
第
に
体
温
が
降
下
、
胸
部
や
腹
部
も
快
方
に
向
か
い
食
欲
増
進
が
見
ら
れ
、

約
一
週
間
後
の
一
〇
月
一
一
日
に
は
体
温
が
平
温
に
戻
り
、
快
復
し
た
と
書
か
れ
て

い
る
。

　肺
労
散
を
服
用
し
快
復
し
た
の
は
、
こ
の
よ
う
に
詳
細
が
掲
載
さ
れ
た
中
村
氏
だ

け
で
は
な
い
。
八
歳
の
女
の
子
か
ら
三
十
二
歳
の
成
人
男
性
ま
で
、
幅
広
い
人
た
ち

が
快
復
を
知
ら
せ
る
礼
状
を
送
っ
て
き
た
と
し
、
名
前
を
挙
げ
て
い
る
。
そ
の
人
数

は
数
一
〇
人
に
及
び
、
同
じ
く
掲
載
さ
れ
た
住
所
を
見
る
と
、
大
阪
の
み
な
ら
ず
近

隣
県
か
ら
も
礼
状
が
届
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
り
、
こ
れ
ら
は
全
て
『
肺
病
新

論
』
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
。

　し
か
し
、
こ
の
中
村
氏
に
お
い
て
も
礼
状
を
送
っ
て
き
た
人
物
に
お
い
て
も
、
滑

稽
社
の
取
材
に
よ
る
と
治
療
結
果
は
掲
載
さ
れ
た
も
の
と
は
異
な
り
、
中
村
氏
を
含

む
殆
ど
の
患
者
は
死
亡
し
た
と
い
う
結
果
が
出
さ
れ
た
。
あ
く
ま
で
こ
れ
ら
の
結
果

は
、
野
口
の
会
社
が
発
表
し
た
も
の
な
の
で
あ
る
。

第
三
節

　
野
口
茂
平
の
著
作
か
ら
み
る
主
張

　第
一
章
で
は
、『
滑
稽
新
聞
』
を
用
い
て
宮
武
目
線
の
、「
詐
欺
師
」
と
し
て
の
野

口
を
紹
介
し
た
。
こ
の
節
で
は
、こ
れ
ま
で
宮
武
研
究
で
は
見
落
と
さ
れ
て
き
た『
肺

病
新
論
』、「
肺
労
散
」
広
告
と
い
っ
た
野
口
が
手
掛
け
た
資
料
を
用
い
て
、
野
口
の

薬
に
つ
い
て
の
考
え
や
、
売
薬
広
告
に
つ
い
て
の
主
張
な
ど
を
読
み
解
い
て
い
く
。

　は
じ
め
に
、
明
治
三
六
年
（
一
九
〇
三
）
八
月
に
掲
載
さ
れ
た
「
肺
労
散
」
の
広

告
を
見
て
み
る
。

先
年
独
逸
政
府
の
開
か
れ
た
る
醫
學
博
士
達
の
大
會
席
上
で
肺
病
に
は
妙
薬
な

し
と
斷
定
せ
ら
れ
た
事
は
其
當
時
全
世
界
の
醫
學
に
關
係
せ
る
諸
新
聞
雑
誌
等

に
由
つ
て
發
表
せ
ら
れ
た
る
に
も
拘
ら
ず
患
者
は
矢
張
り
醫
者
に
か
ゝ
り
澤
山

藥
さ
へ
服
用
す
れ
ば
治
す
る
も
の
ゝ
如
く
思
ふ
て
居
る
も
の
が
多
い
殊
に
醫
者

の
多
數
は
薬
を
賣
る
の
が
商
賣
の
如
き
で
あ
る
か
ら
自
分
の
手
に
合
ぬ
様
に
成

ま
で
商
賣
氣
取
り
で
藥
を
飲
ま
せ
藥
價
を
拂
は
せ
る
抔
は
随
分
患
者
に
氣
の
毒

で
あ
る

（42） 

当
時
の
医
療
の
進
み
具
合
と
、
日
本
の
医
療
体
制
に
つ
い
て
よ
く
わ
か
る
文
章
と

な
っ
て
い
る
。

　明
治
一
五
年
（
一
八
八
二
）
頃
の
文
部
省
の
方
針
は
「
売
薬
検
査
ノ
趣
意
ハ
有
害

ノ
方
剤
ヲ
禁
ズ
ル
に
在
リ
、
無
害
ノ
方
剤
ハ
効
ナ
キ
モ
ノ
ト
雖
ト
モ
姑
ク
之
ヲ
存
シ

テ
発
売
ヲ
禁
セ
ス
、
故
ニ
免
状
ヲ
与
フ
ル
ハ
只
其
害
ナ
キ
ヲ
保
ツ
ノ
ミ
ニ
シ
テ
必
ス

其
薬
ヲ
以
テ
有
効
ノ
良
剤
ト
定
メ
之
ヲ
世
ニ
証
ス
ル
ニ
非
ス
」

（43） 

と
云
う
も
の
で
あ

り
、
ま
た
衛
生
局
の
見
解
も
「
薬
用
ニ
妥
当
ナ
ル
方
剤
ハ
僅
少
ニ
シ
テ
無
効
ノ
者
大

率
十
ノ
八
九
ニ
居
ル
、
但
其
巨
害
ナ
キ
ヲ
以
テ
姑し

ば
らク

之
カ
発
売
ヲ
禁
止
セ
ザ
ル
ノ
ミ
」
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と
い
う
も
の
で
、
こ
の
頃
の
売
薬
に
は
、
無
効
で
あ
る
も
の
が
多
く
、
加
え
て
政
府

も
そ
れ
を
取
り
締
ま
る
こ
と
も
し
な
か
っ
た
こ
と
は
事
実
で
あ
っ
た
よ
う
だ
。（44） 

　次
に
「
肺
労
散
」
の
精
製
や
売
薬
に
つ
い
て
の
考
え
を
ま
と
め
て
い
く
。『
肺
病

新
論
』（
第
二
刷
）
に
は
次
の
よ
う
に
あ
る
。

余
輩
が
此
妙
藥
を
發
見
せ
る
は
、
神
の
授
く
る
所
か
佛
の
與
ふ
る
所
か
、
實
に

事
偶
然
に
出
で
た
り
、
否
、
仔
細
に
之
を
思
へ
ば
、
決
し
て
偶
然
に
非
ず
、
余

輩
が
多
年
探
究
研
鑽
に
心
を
用
ひ
力
を
盡
せ
し
結
果
且
は
故
人
が
丹
精
發
明
の

遺
澤
な
り

（45） 

　広
告
に
は
、

（
前
略
）
遂
に
數
百
年
以
前
の
舊
法
に
鑑
み
卓
効
奇
拔
の
妙
藥
を
發
見
せ
り
是

れ
が
原
料
は
藥
種
と
い
ふ
よ
り
は
寧
ろ
天
然
物
に
し
て
即
ち
肺
部
の
弱
き
人
を

助
け
る
爲
め
に
天
が
之
を
生
ぜ
し
め
た
る
が
極
め
て
穏
和
な
る
滋
養
成
分
に
し

て
之
を
服
す
れ
ば
自
然
に
バ
チ
ル
ス
即
ち
結
核
菌
を
撲
滅
す
る
の
力
を
有
す
る

も
の
な
り

（46） 

と
述
べ
て
い
る
。
薬
を
精
製
す
る
に
あ
た
っ
て
、
野
口
が
重
視
し
た
の
は
天
然
物
、

古
来
よ
り
日
本
人
が
慣
れ
親
し
ん
で
き
た
漢
方
を
使
用
す
る
こ
と
に
あ
る
よ
う
だ
。

文
章
中
で
登
場
す
る
天
然
物
や
、
天
が
生
ぜ
し
も
の
と
い
う
の
は
そ
う
い
っ
た
も
の

を
指
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
。
し
か
し
人
体
に
影
響
が
な
い
上
、
大
き
な
効
果
が
見
込

ま
れ
る
と
記
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
具
体
的
な
原
料
名
が
明
記
さ
れ
て
い
な

い
こ
と
、
天
が
生
ぜ
し
も
の
と
い
う
表
現
は
曖
昧
で
あ
り
、
疑
わ
し
い
と
思
わ
れ
て

も
仕
方
が
な
い
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。

　海
外
製
の
薬
の
多
く
は
胃
腸
に
影
響
を
及
ぼ
す
も
の
、
と
い
う
考
え
が
根
強
く

あ
っ
た
よ
う
で
、『
肺
病
新
論
』（
第
二
刷
）
の
記
事
「
劇
薬
ク
レ
ヲ
ソ
ー
ト
の
濫
用
」

（47） 

他
、
次
の
文
章
も
そ
の
思
考
を
強
く
反
映
し
て
い
る
。

尤
此
事
の
起
り
は
我
邦
に
於
て
も
其
例
の
あ
る
こ
と
で
醫
者
や
藥
屋
の
な
き
時

代
に
於
て
は
國
民
の
生
命
長
く
緫
じ
て
健
康
に
し
て
肺
病
者
の
如
き
は
決
し
て

あ
ら
ざ
る
が
如
し
今
日
に
て
も
人
の
知
る
如
く
天
保
時
代
以
上
の
西
洋
藥
嫌
ひ

の
老
人
抔
多
く
は
壯
健
に
し
て
天
壽
を
全
う
し
つ
ゝ
あ
る
は
一
つ
の
證
據
で
有

然
る
に
醫
學
の
進
歩
す
る
に
も
拘
ら
ず
益
々
病
者
の
數
年
一
年
と
多
く
成
行
は

畢
竟
藥
劑
等
に
關
係
あ
る
と
云
ふ
事
に
な
つ
て
來
る
の
で
あ
る
例
へ
ば
肺
病
者

に
夫
の
惡
臭
味
の
甚
だ
し
き
劇
藥
ケ
レ
ヲ
ソ
ー
ト
と
か
又
は
グ
ワ
ヤ
コ
ー
ル
其

他
種
々
の
劇
し
き
藥
を
用
ゆ
る
等
爲
め
膓
胃
を
害
し
消
化
力
を
失
は
し
む
る
と

其
餘
毒
と
に
由
り
日
を
逐
う
て
衰
弱
又
は
咯
血
症
に
陥
ら
し
む
る
も
の
あ
り
と

聞
く

（48） 

　こ
の
文
に
つ
い
て
は
疑
問
に
思
う
部
分
が
い
く
つ
か
あ
る
。
医
者
や
薬
屋
が
な

か
っ
た
時
代
に
、
国
民
の
生
命
は
長
く
健
康
で
あ
っ
た
と
い
う
の
は
本
当
で
あ
ろ
う

か
。流
行
こ
そ
な
っ
て
い
な
い
も
の
の
、日
本
に
は
弥
生
時
代
か
ら
既
に
結
核
が
あ
っ

た
と
さ
れ
て
い
る
た
め
、
全
て
の
不
具
合
を
西
洋
薬
に
結
論
付
け
る
の
は
些
か
暴
論

で
あ
る
。
ま
た
西
洋
薬
が
人
体
に
影
響
を
及
ぼ
し
、喀
血
す
る
と
い
う
の
は
誤
り
で
、

こ
れ
も
ま
た
、
効
能
の
無
い
薬
を
服
用
す
る
た
め
病
気
の
進
行
が
止
め
ら
れ
ず
喀
血

し
た
、
と
い
う
の
が
正
し
い
解
釈
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

　野
口
は
自
分
の
薬
に
自
信
を
持
っ
て
い
る
か
ら
こ
そ
の
発
言
が
度
々
見
ら
れ
る
。

（
前
略
）
薬
と
か
銀
行
と
か
云
ふ
も
の
は
信
用
が
第
一
で
あ
る
、
其
信
用
を
俄

か
に
得
ん
が
爲
め
に
、
世
間
の
賣
藥
業
者
中
に
は
些
少
の
身
代
も
な
き
者
が
、

無
効
の
時
は
藥
價
を
幾
倍
に
し
て
返
す
と
か
、
甚
だ
し
き
は
大
金
を
進
呈
す
る

抔
の
駄
法
螺
を
吹
き
、
新
聞
の
廣
告
を
利
用
し
て
、
無
稽
の
大
言
を
書
き
立
て

る
破
廉
恥
漢
の
横
行
す
る
は
慨
げ
か
わ
し
き
次
第
で
あ
る
、（
中
略
）
か
か
る

奸
商
輩
跋
扈
は
永
続
す
べ
き
も
の
に
あ
ら
ざ
れ
ど
も
、
余
輩
が
今
般
世
に
公
に

す
る
肺
労
散
の
如
き
、
夫
れ
と
同
一
部
類
と
見
ら
る
る
如
き
事
あ
り
て
は
大
ひ

に
迷
惑
千
万
な
り
（
中
略
）
今
回
立
志
堂
の
名
義
に
依
っ
て
発
売
せ
る
肺
労
散

が
果
た
し
て
世
の
詐
欺
者
流
の
も
の
と
其
趣
を
異
に
す
る
所
以
を
御
確
認
あ
ら

ん
こ
と
を
望
む

（49） 

　世
間
に
溢
れ
て
い
る
紛
い
物
を
批
判
し
た
後
、
自
分
は
そ
れ
ら
と
は
異
な
り
、
違

い
を
確
認
し
て
ほ
し
い
と
主
張
し
て
い
る
。
こ
の
後
に
は
自
分
は
十
分
な
収
入
が
既

に
あ
る
の
で
、
売
薬
は
金
儲
け
の
為
に
行
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
と
い
う
説
明
に
続

く
。さ
ら
に
宮
武
が
攻
撃
対
象
と
し
た
よ
う
な
広
告
に
つ
い
て
の
言
及
は
、「
肺
労
散
」

の
広
告
に
も
現
れ
る
。

近
來
新
聞
の
廣
告
に
依
て
野
師
的
に
何
々
の
妙
薬
で
自
分
の
肺
病
が
治
つ
た
と

か
或
は
一
週
間
で
有
効
と
か
二
週
間
で
治
す
る
と
か
乃
至
肺
病
者
の
全
快
禮
狀

だ
抔
と
貧
民
に
金
を
摑
ま
し
幾
年
前
に
拵
ら
へ
た
手
紙
か
分
ら
ぬ
様
な
年
月
も

な
き
も
の
を
幾
度
も
仰
山
ら
し
く
廣
告
す
る
も
の
あ
り
随
つ
て
世
間
の
病
者
も

亦
價
の
安
い
物
や
ら
効
能
書
の
駄
法
螺
等
に
迷
は
さ
れ
之
を
服
用
し
て
徒
ら
に
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の
は
、
結
核
に
有
効
な
の
は
肝
で
あ
る
と
い
う
こ
と
だ
っ
た
。
ま
む
し
や
川
獺
の
肝

を
は
じ
め
、
江
戸
時
代
に
は
、
処
刑
さ
れ
た
人
間
の
肝
ま
で
も
が
高
値
で
取
引
さ
れ

た
と
言
わ
れ
て
い
る
。

　費
用
の
高
額
な
サ
ナ
ト
リ
ウ
ム
療
法
を
受
け
ら
れ
な
い
庶
民
や
、
治
療
を
受
け
な

が
ら
も
完
治
し
な
い
、
好
転
さ
え
し
な
い
当
時
の
医
療
に
不
満
が
あ
っ
た
患
者
は
、

い
き
お
い
安
価
で
魅
力
的
な
宣
伝
文
句
に
満
ち
た
通
俗
療
法
を
試
さ
な
い
手
は
な

か
っ
た
の
だ
ろ
う
。
新
聞
や
雑
誌
広
告
が
活
発
に
利
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
の
は
、

明
治
二
〇
年
以
降

（27） 

の
事
で
あ
り
、
新
聞
や
雑
誌
に
お
い
て
急
速
に
広
ま
っ
た
肺

病
特
効
薬
の
宣
伝
は
、
完
治
を
求
め
る
人
々
に
は
最
後
の
希
望
の
よ
う
に
映
っ
た
の

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　こ
れ
ら
通
俗
療
法
が
流
行
し
た
背
景
に
は
、
一
九
四
四
年
に
ス
ト
レ
プ
ト
マ
イ
シ

ン
が
発
見
さ
れ
る
ま
で
、ど
の
よ
う
な
薬
・
療
法
も
決
定
的
な
効
果
が
見
ら
れ
な
か
っ

た
こ
と
を
強
く
裏
付
け
さ
せ
る
。
医
学
的
に
施
さ
れ
る
新
薬
や
療
法
に
せ
よ
、
通
俗

の
売
薬
や
民
間
療
法
あ
る
い
は
迷
信
療
法
に
せ
よ
、
そ
の
効
果
の
程
度
に
は
差
が
無

い
場
合
が
多
か
っ
た
と
言
え
る
。
そ
う
し
た
通
俗
・
民
間
、
迷
信
療
法
と
言
わ
れ
る

さ
ま
ざ
ま
な
売
薬
や
療
法
に
対
し
て
、
正
当
な
医
学
的
治
療
効
果
の
評
価
が
困
難
で

あ
っ
た
こ
と
も
問
題
で
あ
っ
た
。
そ
の
理
由
と
し
て
一
つ
目
に
、
そ
う
し
た
治
療
効

果
に
対
す
る
科
学
的
な
判
断
基
準
が
ま
だ
確
立
し
て
い
な
か
っ
た
こ
と
、
二
つ
目
に

人
間
の
精
神
状
態
が
、
薬
や
そ
の
他
の
治
療
法
の
効
果
に
少
な
か
ら
ぬ
影
響
を
与
え

る
場
合
が
あ
る
、
と
い
う
二
点
が
挙
げ
ら
れ
る
。
後
者
は
、
か
た
く
薬
の
効
果
を
信

じ
て
そ
れ
を
服
用
す
る
人
に
は
、
た
と
え
似
せ
薬
で
あ
っ
て
も
程
度
の
効
果
を
上
げ

る
こ
と
が
あ
る
、
と
い
う
プ
ラ
セ
ボ
効
果
の
問
題
で
あ
る
と
福
田
氏
は
言
う
。

第
三
章
「
詐
欺
師
」
の
正
体

第
一
節

　
野
口
茂
平
に
つ
い
て

　こ
の
章
で
は
、
筆
誅
対
象
で
あ
っ
た
野
口
茂
平
の
経
歴
の
他
、
薬
学
や
当
時
の
医

療
に
つ
い
て
、
ど
の
よ
う
な
知
識
や
考
え
を
持
っ
て
い
た
の
か
を
見
て
い
く
。

　野
口
茂
平
は
嘉
永
六
年
（
一
八
五
三
）
八
月
生
ま
れ

（28） 

、
富
山
県
出
身
で
あ
る
。

立
志
堂
、
野
口
合
名
会
社
代
表
社
員
で
あ
り
、
売
薬
商
と
し
て
の
肩
書

（29） 

を
持
つ
。

次
の
文
を
見
て
み
た
い
。

余
輩
幼
よ
り
藥
物
探
求
と
藥
學
の
研
鑽
を
好
み
、
業
務
の
餘
暇
あ
る
每
に
、
山

野
を
跋
渉
し
、
典
籍
を
飜
讀
し
て
、
些
か
得
る
所
な
き
に
あ
ら
ず
、
一
二
の
醫

藥
を
發
見
し
て
、
刀
圭
社
會
に
少
し
は
名
を
知
る
ゝ
に
至
る
過
る
十
九
年
の
頃

よ
り
、
愈
藥
學
の
世
に
功
あ
る
を
悟
り
、
同
志
を
皷
し
て
斯
學
の
隆
盛
を
謀
り
、

藥
劑
師
養
成
の
爲
に
設
立
さ
れ
た
る
今
の
私
立
大
阪
藥
學
校
（
元
關
西
藥
學
校

と
私
立
大
阪
藥
學
校
と
合
併
後
の
稱
）
に
力
を
致
し
、
其
身
の
不
肖
を
顧
み
ず

し
て
、
同
校
々
主
の
任
に
當
る
と
數
年
、
其
間
常
に
斯
學
に
精
通
せ
る
諸
先
生

と
往
來
し
、
親
し
く
斯
學
の
蘊
奥
を
探
り
（
後
略
）（30） 

と
自
ら
述
べ
て
い
る
。
右
の
資
料
で
は
、
私
立
大
阪
薬
学
校
と
な
っ
て
い
る
が
、
こ

れ
は
明
治
三
四
年
（
一
九
〇
一
）
に
改
称
さ
れ
た
為
で
あ
り
、
一
九
〇
〇
年
に
発
行

さ
れ
た
『
肺
病
新
論
』
に
は
、
同
所
は
大
阪
共
立
薬
学
校
と
記
述
さ
れ
て
い
る
。
大

阪
共
立
薬
学
校
は
、
明
治
二
三
年
（
一
八
九
〇
）
に
設
立
さ
れ
た
共
立
薬
学
校
の
改

称
で
あ
り
、
明
治
二
五
年
（
一
八
九
二
）
に
誕
生
し
て
い
る
。
こ
の
学
校
で
野
口
は

校
主
（
学
校
の
経
営
責
任
者
。
主
に
私
立
大
学
に
い
う
）
を
務
め
、
そ
の
間
も
薬
学

の
勉
強
を
進
め
た
こ
と
が
読
み
取
れ
る
。

　大
阪
で
初
の
薬
学
校
は
明
治
一
九
年
（
一
八
八
六
）
に
創
立
さ
れ
て
い
る
た
め
、

野
口
が
薬
学
校
で
学
ん
だ
可
能
性
も
あ
る
が
、
明
治
六
年
（
一
八
七
三
）
に
行
わ
れ

た
調
査
で
、
従
来
の
薬
品
取
扱
業
者
は
既
得
権
を
認
め
ら
れ
て
い
た

（31） 

の
で
、
幼

い
こ
ろ
か
ら
精
通
し
て
い
た
野
口
は
、
こ
の
時
点
で
既
得
権
を
認
め
ら
れ
て
い
た
可

能
性
も
皆
無
と
は
言
え
な
い
。
ど
ち
ら
に
し
て
も
、
薬
学
に
精
通
し
て
い
る
諸
先
生

と
、
親
し
く
斯
學
の
蘊
奥
を
探
る
こ
と
の
で
き
た
野
口
に
は
、
相
応
の
知
識
が
あ
っ

た
と
考
え
ら
れ
る
。

　売
薬
商
と
し
て
、
今
回
取
り
上
げ
る
「
肺
労
散
」
以
外
に
も
、
胃
腸
に
効
く
「
神

理
丸
」
や
喘
息
の
薬
「
鎮
咳
散
」
と
い
っ
た
い
く
つ
か
の
薬
を
精
製
・
販
売
し
て
い

る
。
ま
た
、
明
治
一
六
年
（
一
八
八
三
）
七
月
に
は
大
阪
に
お
け
る
薬
学
雑
誌
の
嚆

矢
と
し
て
『
新
薬
発
売
新
報
』
を
発
行
し
て
い
る

（32） 

。

　薬
学
関
係
以
外
に
も
明
治
三
二
年（
一
八
九
九
）三
月
～
明
治
三
四
年（
一
九
〇
一
）

三
月
、
明
治
三
四
年
（
一
九
〇
一
）
四
月
～
明
治
三
六
年
（
一
九
〇
三
）
三
月
の
二

期
に
わ
た
っ
て
大
阪
商
業
会
議
所
の
会
員
を
勤
め
て
い
る
。

（33） 

そ
の
他
に
も
大
阪

市
議
会
議
員
と
し
て
、
当
時
の
大
阪
塵
芥
処
理
問
題
に
大
き
く
尽
力
し
た

（34） 

こ
と
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が
分
か
っ
て
い
る
。
こ
の
尽
力
に
つ
い
て
も
、
同
じ
会
員
か
ら
は
消
極
的
な
意
見
も

あ
っ
た
が
、
売
薬
人
と
し
て
の
野
口
の
考
え
か
ら
か
、
塵
芥
か
ら
人
々
の
健
康
が
害

さ
れ
な
い
よ
う
、
予
防
の
意
味
合
い
を
込
め
て
処
理
に
こ
だ
わ
っ
た
の
で
は
な
い
か

と
考
え
ら
れ
る
。

　ま
た
健
康
を
考
え
る
方
面
で
は
、明
治
二
一
年
（
一
八
八
八
）
大
阪
天
保
山
に
「
天

保
山
私
立
遊
園
地
」
を
、
天
保
山
企
業
組
の
一
員
と
し
て
設
立
し
た
こ
と
で
も
読
み

取
れ
る
。
施
設
を
利
用
す
る
に
あ
た
り
、
一
口
三
円
の
該
地
遊
覧
権
を
購
入
す
る
必

要
が
あ
っ
た
。遊
園
地
と
い
う
名
前
だ
が
、今
日
の
よ
う
な
遊
具
が
あ
る
テ
ー
マ
パ
ー

ク
の
よ
う
な
も
の
と
は
異
な
り
、
例
え
る
な
ら
ば
大
型
複
合
温
泉
施
設
と
い
う
方
が

近
い
。
防
衛
省
よ
り
、
天
保
山
砲
台
跡
を
地
域
民
に
貸
下
げ
し
た
場
所
に
造
ら
れ
て

い
る
。
遊
園
地
の
目
的
用
法
を
「
天
保
山
遊
園
地
略
図
」
よ
り
抜
粋
し
た
も
の
が
次

の
も
の
と
な
っ
て
い
る
。

該
地
を
私
立
遊
園
と
な
し
且
つ
此
處
欧
米
文
明
諸
國
に
行
は
る
ゝ
所
の
海
水
浴

海
水
温
泉
場
並
に
倶
樂
部
を
設
け
洽あ

ま
ねく

府
下
の
人
民
を
し
て
常
に
此
の
園
内
に

散
策
せ
し
め
一
は
以
て
疾
病
者
と
し
て
其
治
療
を
完
か
ら
し
む
る
の
媒
介
た
ら

し
め
一
は
以
て
健
康
者
を
し
て
益
々
其
健
康
を
保
た
し
む
る
の
幇
助
た
ら
し
め

ん
と
欲
す

（35） 

　疾
病
者
が
病
を
治
す
場
所
だ
け
で
な
く
、
健
康
者
は
よ
り
健
康
体
を
保
つ
、
病
に

罹
ら
ぬ
よ
う
な
身
体
づ
く
り
を
目
的
と
し
て
い
る
。
病
人
の
み
の
施
設
で
は
な
く
、

健
康
的
な
身
体
維
持
も
目
的
の
一
つ
と
し
て
い
た
よ
う
で
、
予
防
の
意
味
あ
い
が
強

い
の
だ
ろ
う
。
温
泉
入
浴
だ
け
で
な
く
魚
釣
り
や
潮
干
狩
り
と
い
っ
た
季
節
ご
と
の

レ
ジ
ャ
ー
を
楽
し
む
こ
と
も
で
き
た
よ
う
で
あ
る
。（36） 

　こ
の
「
天
保
山
遊
園
地
」
は
あ
ら
ゆ
る
病
に
効
果
が
あ
っ
た
と
宣
伝
し
て
お
り
、

諸
皮
膚
病
、
喘
息
、
痛
風
、
脚
気
、
胃
及
び
腸
の
疾
患
、
神
経
病
等
そ
の
種
類
は

二
十
七
種
に
も
及
び
、
肺
労
つ
ま
り
結
核
も
含
ま
れ
て
い
る
。（
図
４
参
照
）（37） 

　温
泉
入
浴
を
用
い
た
病
の
回
復
と
聞
く
と
思
い
だ
さ
れ
る
の
が
、
こ
の
当
時
盛

ん
に
行
わ
れ
て
い
た
転
地
療
法
で
あ
る
。
実
際
転
地
療
法
の
な
か
に
も
温
泉
を
用

い
た
温
泉
療
法
は
存
在
し
て
い
る
。
加
え
て
魚
釣
り
や
潮
干
狩
り
が
出
来
、
あ
る

程
度
身
体
を
動
か
す
こ
と
の
で
き
る
場
所
も
確
保
さ
れ
て
い
る
。
海
辺
の
潮
風
が
結

核
に
効
く
と
さ
れ
て
い
た
の
を
考
え
る
と
、
こ
の
場
所
は
最
適
で
あ
っ
た
よ
う
に

見
受
け
ら
れ
る
。
結
核
の
転
地
療
法
地
先
と
し
て
有
名
で
あ
っ
た
の
は
、
須
磨
や

鎌
倉
で
あ
っ
た
こ

と
は
既
に
述
べ
て

い
る
が
、
野
口
は

新
た
に
自
分
の
基

盤
で
も
あ
る
大
阪

に
転
地
療
法
地
を

設
け
、
大
阪
の
人

に
と
っ
て
身
近
な

転
地
療
法
地
を
設

け
た
か
っ
た
の
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
。

残
念
な
が
ら
こ
の

遊
園
地
は
九
年
後

の
明
治
三
〇
年

（
一
八
九
七
）
に
築

港
工
事
の
開
始
に

よ
り
閉
園
さ
れ
る

こ
と
に
な
る
。

　以
上
の
よ
う
に
、

野
口
は
肺
労
散
発

売
以
前
に
お
い
て
も
、
病
と
健
康
に
関
心
を
持
っ
た
事
跡
を
積
み
重
ね
て
き
た
こ
と

が
判
明
し
た
。

第
二
節

　
野
口
茂
平
と
「
肺
労
散
」

　野
口
が
精
製
・
販
売
し
た
肺
労
散
は
ど
の
よ
う
に
服
用
し
、
ま
た
、
そ
れ
を
用
い

た
具
体
的
な
治
療
は
ど
の
よ
う
に
行
わ
れ
て
い
た
の
か
見
て
い
き
た
い
。

　野
口
が
発
売
し
た
肺
労
散
の
主
治
効
能
は
肺
労
、
肺
結
核
、
肋
膜
炎
、
肺
炎
加
答

兒
、
腸
結
核
、
肺
炎
、
喉
頭
結
核
、
そ
の
他
気
鬱
症
や
身
体
虚
弱
と
結
核
だ
け
で
な

く
、
多
岐
に
効
能
が
あ
る
と
書
か
れ
て
い
る
。
用
法
は
大
人
一
日
三
包
、
十
五
歳
以

下
は
そ
の
半
量
、
五
歳
以
下
は
三
分
の
一
量
を
毎
食
後
二
時
間
後
に
オ
ブ
ラ
ー
ト
又

は
浅
草
海
苔
に
包
み
微
温
湯
で
服
用
す
る
。
値
段
は
一
週
間
分
金
二
円
、
二
週
間
分

図４　「天保山遊園地」 
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10

の
は
、
結
核
に
有
効
な
の
は
肝
で
あ
る
と
い
う
こ
と
だ
っ
た
。
ま
む
し
や
川
獺
の
肝

を
は
じ
め
、
江
戸
時
代
に
は
、
処
刑
さ
れ
た
人
間
の
肝
ま
で
も
が
高
値
で
取
引
さ
れ

た
と
言
わ
れ
て
い
る
。

　費
用
の
高
額
な
サ
ナ
ト
リ
ウ
ム
療
法
を
受
け
ら
れ
な
い
庶
民
や
、
治
療
を
受
け
な

が
ら
も
完
治
し
な
い
、
好
転
さ
え
し
な
い
当
時
の
医
療
に
不
満
が
あ
っ
た
患
者
は
、

い
き
お
い
安
価
で
魅
力
的
な
宣
伝
文
句
に
満
ち
た
通
俗
療
法
を
試
さ
な
い
手
は
な

か
っ
た
の
だ
ろ
う
。
新
聞
や
雑
誌
広
告
が
活
発
に
利
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
の
は
、

明
治
二
〇
年
以
降

（27） 
の
事
で
あ
り
、
新
聞
や
雑
誌
に
お
い
て
急
速
に
広
ま
っ
た
肺

病
特
効
薬
の
宣
伝
は
、
完
治
を
求
め
る
人
々
に
は
最
後
の
希
望
の
よ
う
に
映
っ
た
の

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　こ
れ
ら
通
俗
療
法
が
流
行
し
た
背
景
に
は
、
一
九
四
四
年
に
ス
ト
レ
プ
ト
マ
イ
シ

ン
が
発
見
さ
れ
る
ま
で
、ど
の
よ
う
な
薬
・
療
法
も
決
定
的
な
効
果
が
見
ら
れ
な
か
っ

た
こ
と
を
強
く
裏
付
け
さ
せ
る
。
医
学
的
に
施
さ
れ
る
新
薬
や
療
法
に
せ
よ
、
通
俗

の
売
薬
や
民
間
療
法
あ
る
い
は
迷
信
療
法
に
せ
よ
、
そ
の
効
果
の
程
度
に
は
差
が
無

い
場
合
が
多
か
っ
た
と
言
え
る
。
そ
う
し
た
通
俗
・
民
間
、
迷
信
療
法
と
言
わ
れ
る

さ
ま
ざ
ま
な
売
薬
や
療
法
に
対
し
て
、
正
当
な
医
学
的
治
療
効
果
の
評
価
が
困
難
で

あ
っ
た
こ
と
も
問
題
で
あ
っ
た
。
そ
の
理
由
と
し
て
一
つ
目
に
、
そ
う
し
た
治
療
効

果
に
対
す
る
科
学
的
な
判
断
基
準
が
ま
だ
確
立
し
て
い
な
か
っ
た
こ
と
、
二
つ
目
に

人
間
の
精
神
状
態
が
、
薬
や
そ
の
他
の
治
療
法
の
効
果
に
少
な
か
ら
ぬ
影
響
を
与
え

る
場
合
が
あ
る
、
と
い
う
二
点
が
挙
げ
ら
れ
る
。
後
者
は
、
か
た
く
薬
の
効
果
を
信

じ
て
そ
れ
を
服
用
す
る
人
に
は
、
た
と
え
似
せ
薬
で
あ
っ
て
も
程
度
の
効
果
を
上
げ

る
こ
と
が
あ
る
、
と
い
う
プ
ラ
セ
ボ
効
果
の
問
題
で
あ
る
と
福
田
氏
は
言
う
。

第
三
章
「
詐
欺
師
」
の
正
体

第
一
節

　
野
口
茂
平
に
つ
い
て

　こ
の
章
で
は
、
筆
誅
対
象
で
あ
っ
た
野
口
茂
平
の
経
歴
の
他
、
薬
学
や
当
時
の
医

療
に
つ
い
て
、
ど
の
よ
う
な
知
識
や
考
え
を
持
っ
て
い
た
の
か
を
見
て
い
く
。

　野
口
茂
平
は
嘉
永
六
年
（
一
八
五
三
）
八
月
生
ま
れ

（28） 

、
富
山
県
出
身
で
あ
る
。

立
志
堂
、
野
口
合
名
会
社
代
表
社
員
で
あ
り
、
売
薬
商
と
し
て
の
肩
書

（29） 

を
持
つ
。

次
の
文
を
見
て
み
た
い
。

余
輩
幼
よ
り
藥
物
探
求
と
藥
學
の
研
鑽
を
好
み
、
業
務
の
餘
暇
あ
る
每
に
、
山

野
を
跋
渉
し
、
典
籍
を
飜
讀
し
て
、
些
か
得
る
所
な
き
に
あ
ら
ず
、
一
二
の
醫

藥
を
發
見
し
て
、
刀
圭
社
會
に
少
し
は
名
を
知
る
ゝ
に
至
る
過
る
十
九
年
の
頃

よ
り
、
愈
藥
學
の
世
に
功
あ
る
を
悟
り
、
同
志
を
皷
し
て
斯
學
の
隆
盛
を
謀
り
、

藥
劑
師
養
成
の
爲
に
設
立
さ
れ
た
る
今
の
私
立
大
阪
藥
學
校
（
元
關
西
藥
學
校

と
私
立
大
阪
藥
學
校
と
合
併
後
の
稱
）
に
力
を
致
し
、
其
身
の
不
肖
を
顧
み
ず

し
て
、
同
校
々
主
の
任
に
當
る
と
數
年
、
其
間
常
に
斯
學
に
精
通
せ
る
諸
先
生

と
往
來
し
、
親
し
く
斯
學
の
蘊
奥
を
探
り
（
後
略
）（30） 

と
自
ら
述
べ
て
い
る
。
右
の
資
料
で
は
、
私
立
大
阪
薬
学
校
と
な
っ
て
い
る
が
、
こ

れ
は
明
治
三
四
年
（
一
九
〇
一
）
に
改
称
さ
れ
た
為
で
あ
り
、
一
九
〇
〇
年
に
発
行

さ
れ
た
『
肺
病
新
論
』
に
は
、
同
所
は
大
阪
共
立
薬
学
校
と
記
述
さ
れ
て
い
る
。
大

阪
共
立
薬
学
校
は
、
明
治
二
三
年
（
一
八
九
〇
）
に
設
立
さ
れ
た
共
立
薬
学
校
の
改

称
で
あ
り
、
明
治
二
五
年
（
一
八
九
二
）
に
誕
生
し
て
い
る
。
こ
の
学
校
で
野
口
は

校
主
（
学
校
の
経
営
責
任
者
。
主
に
私
立
大
学
に
い
う
）
を
務
め
、
そ
の
間
も
薬
学

の
勉
強
を
進
め
た
こ
と
が
読
み
取
れ
る
。

　大
阪
で
初
の
薬
学
校
は
明
治
一
九
年
（
一
八
八
六
）
に
創
立
さ
れ
て
い
る
た
め
、

野
口
が
薬
学
校
で
学
ん
だ
可
能
性
も
あ
る
が
、
明
治
六
年
（
一
八
七
三
）
に
行
わ
れ

た
調
査
で
、
従
来
の
薬
品
取
扱
業
者
は
既
得
権
を
認
め
ら
れ
て
い
た

（31） 

の
で
、
幼

い
こ
ろ
か
ら
精
通
し
て
い
た
野
口
は
、
こ
の
時
点
で
既
得
権
を
認
め
ら
れ
て
い
た
可

能
性
も
皆
無
と
は
言
え
な
い
。
ど
ち
ら
に
し
て
も
、
薬
学
に
精
通
し
て
い
る
諸
先
生

と
、
親
し
く
斯
學
の
蘊
奥
を
探
る
こ
と
の
で
き
た
野
口
に
は
、
相
応
の
知
識
が
あ
っ

た
と
考
え
ら
れ
る
。

　売
薬
商
と
し
て
、
今
回
取
り
上
げ
る
「
肺
労
散
」
以
外
に
も
、
胃
腸
に
効
く
「
神

理
丸
」
や
喘
息
の
薬
「
鎮
咳
散
」
と
い
っ
た
い
く
つ
か
の
薬
を
精
製
・
販
売
し
て
い

る
。
ま
た
、
明
治
一
六
年
（
一
八
八
三
）
七
月
に
は
大
阪
に
お
け
る
薬
学
雑
誌
の
嚆

矢
と
し
て
『
新
薬
発
売
新
報
』
を
発
行
し
て
い
る

（32） 

。

　薬
学
関
係
以
外
に
も
明
治
三
二
年（
一
八
九
九
）三
月
～
明
治
三
四
年（
一
九
〇
一
）

三
月
、
明
治
三
四
年
（
一
九
〇
一
）
四
月
～
明
治
三
六
年
（
一
九
〇
三
）
三
月
の
二

期
に
わ
た
っ
て
大
阪
商
業
会
議
所
の
会
員
を
勤
め
て
い
る
。

（33） 

そ
の
他
に
も
大
阪

市
議
会
議
員
と
し
て
、
当
時
の
大
阪
塵
芥
処
理
問
題
に
大
き
く
尽
力
し
た

（34） 

こ
と
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が
分
か
っ
て
い
る
。
こ
の
尽
力
に
つ
い
て
も
、
同
じ
会
員
か
ら
は
消
極
的
な
意
見
も

あ
っ
た
が
、
売
薬
人
と
し
て
の
野
口
の
考
え
か
ら
か
、
塵
芥
か
ら
人
々
の
健
康
が
害

さ
れ
な
い
よ
う
、
予
防
の
意
味
合
い
を
込
め
て
処
理
に
こ
だ
わ
っ
た
の
で
は
な
い
か

と
考
え
ら
れ
る
。

　ま
た
健
康
を
考
え
る
方
面
で
は
、明
治
二
一
年
（
一
八
八
八
）
大
阪
天
保
山
に
「
天

保
山
私
立
遊
園
地
」
を
、
天
保
山
企
業
組
の
一
員
と
し
て
設
立
し
た
こ
と
で
も
読
み

取
れ
る
。
施
設
を
利
用
す
る
に
あ
た
り
、
一
口
三
円
の
該
地
遊
覧
権
を
購
入
す
る
必

要
が
あ
っ
た
。遊
園
地
と
い
う
名
前
だ
が
、今
日
の
よ
う
な
遊
具
が
あ
る
テ
ー
マ
パ
ー

ク
の
よ
う
な
も
の
と
は
異
な
り
、
例
え
る
な
ら
ば
大
型
複
合
温
泉
施
設
と
い
う
方
が

近
い
。
防
衛
省
よ
り
、
天
保
山
砲
台
跡
を
地
域
民
に
貸
下
げ
し
た
場
所
に
造
ら
れ
て

い
る
。
遊
園
地
の
目
的
用
法
を
「
天
保
山
遊
園
地
略
図
」
よ
り
抜
粋
し
た
も
の
が
次

の
も
の
と
な
っ
て
い
る
。

該
地
を
私
立
遊
園
と
な
し
且
つ
此
處
欧
米
文
明
諸
國
に
行
は
る
ゝ
所
の
海
水
浴

海
水
温
泉
場
並
に
倶
樂
部
を
設
け
洽あ

ま
ねく

府
下
の
人
民
を
し
て
常
に
此
の
園
内
に

散
策
せ
し
め
一
は
以
て
疾
病
者
と
し
て
其
治
療
を
完
か
ら
し
む
る
の
媒
介
た
ら

し
め
一
は
以
て
健
康
者
を
し
て
益
々
其
健
康
を
保
た
し
む
る
の
幇
助
た
ら
し
め

ん
と
欲
す

（35） 

　疾
病
者
が
病
を
治
す
場
所
だ
け
で
な
く
、
健
康
者
は
よ
り
健
康
体
を
保
つ
、
病
に

罹
ら
ぬ
よ
う
な
身
体
づ
く
り
を
目
的
と
し
て
い
る
。
病
人
の
み
の
施
設
で
は
な
く
、

健
康
的
な
身
体
維
持
も
目
的
の
一
つ
と
し
て
い
た
よ
う
で
、
予
防
の
意
味
あ
い
が
強

い
の
だ
ろ
う
。
温
泉
入
浴
だ
け
で
な
く
魚
釣
り
や
潮
干
狩
り
と
い
っ
た
季
節
ご
と
の

レ
ジ
ャ
ー
を
楽
し
む
こ
と
も
で
き
た
よ
う
で
あ
る
。（36） 

　こ
の
「
天
保
山
遊
園
地
」
は
あ
ら
ゆ
る
病
に
効
果
が
あ
っ
た
と
宣
伝
し
て
お
り
、

諸
皮
膚
病
、
喘
息
、
痛
風
、
脚
気
、
胃
及
び
腸
の
疾
患
、
神
経
病
等
そ
の
種
類
は

二
十
七
種
に
も
及
び
、
肺
労
つ
ま
り
結
核
も
含
ま
れ
て
い
る
。（
図
４
参
照
）（37） 

　温
泉
入
浴
を
用
い
た
病
の
回
復
と
聞
く
と
思
い
だ
さ
れ
る
の
が
、
こ
の
当
時
盛

ん
に
行
わ
れ
て
い
た
転
地
療
法
で
あ
る
。
実
際
転
地
療
法
の
な
か
に
も
温
泉
を
用

い
た
温
泉
療
法
は
存
在
し
て
い
る
。
加
え
て
魚
釣
り
や
潮
干
狩
り
が
出
来
、
あ
る

程
度
身
体
を
動
か
す
こ
と
の
で
き
る
場
所
も
確
保
さ
れ
て
い
る
。
海
辺
の
潮
風
が
結

核
に
効
く
と
さ
れ
て
い
た
の
を
考
え
る
と
、
こ
の
場
所
は
最
適
で
あ
っ
た
よ
う
に

見
受
け
ら
れ
る
。
結
核
の
転
地
療
法
地
先
と
し
て
有
名
で
あ
っ
た
の
は
、
須
磨
や

鎌
倉
で
あ
っ
た
こ

と
は
既
に
述
べ
て

い
る
が
、
野
口
は

新
た
に
自
分
の
基

盤
で
も
あ
る
大
阪

に
転
地
療
法
地
を

設
け
、
大
阪
の
人

に
と
っ
て
身
近
な

転
地
療
法
地
を
設

け
た
か
っ
た
の
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
。

残
念
な
が
ら
こ
の

遊
園
地
は
九
年
後

の
明
治
三
〇
年

（
一
八
九
七
）
に
築

港
工
事
の
開
始
に

よ
り
閉
園
さ
れ
る

こ
と
に
な
る
。

　以
上
の
よ
う
に
、

野
口
は
肺
労
散
発

売
以
前
に
お
い
て
も
、
病
と
健
康
に
関
心
を
持
っ
た
事
跡
を
積
み
重
ね
て
き
た
こ
と

が
判
明
し
た
。

第
二
節

　
野
口
茂
平
と
「
肺
労
散
」

　野
口
が
精
製
・
販
売
し
た
肺
労
散
は
ど
の
よ
う
に
服
用
し
、
ま
た
、
そ
れ
を
用
い

た
具
体
的
な
治
療
は
ど
の
よ
う
に
行
わ
れ
て
い
た
の
か
見
て
い
き
た
い
。

　野
口
が
発
売
し
た
肺
労
散
の
主
治
効
能
は
肺
労
、
肺
結
核
、
肋
膜
炎
、
肺
炎
加
答

兒
、
腸
結
核
、
肺
炎
、
喉
頭
結
核
、
そ
の
他
気
鬱
症
や
身
体
虚
弱
と
結
核
だ
け
で
な

く
、
多
岐
に
効
能
が
あ
る
と
書
か
れ
て
い
る
。
用
法
は
大
人
一
日
三
包
、
十
五
歳
以

下
は
そ
の
半
量
、
五
歳
以
下
は
三
分
の
一
量
を
毎
食
後
二
時
間
後
に
オ
ブ
ラ
ー
ト
又

は
浅
草
海
苔
に
包
み
微
温
湯
で
服
用
す
る
。
値
段
は
一
週
間
分
金
二
円
、
二
週
間
分

図４　「天保山遊園地」 
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養
所
（
サ
ナ
ト
リ
ウ
ム
）
が
設
置
さ
れ
た
た
め
、
結
核
菌
の
考
え
が
日
本
に
入
っ
て

き
た
時
期
は
、
結
核
菌
発
見
か
ら
そ
れ
ほ
ど
年
月
が
経
過
し
て
い
な
い
時
期
だ
っ
た

と
考
え
ら
れ
る
。

　明
治
時
代
の
日
本
の
結
核
患
者
数
は
右
肩
上
が
り
で
、
そ
れ
に
伴
っ
た
対
人
口

一
〇
万
の
死
亡
率
は
、
明
治
二
二
年
（
一
八
八
九
）
に
は
百
パ
ー
セ
ン
ト
を
超
え
て

い
る
こ
と
か
ら
も
、
結
核
に
対
す
る
治
療
法
発
見
が
ど
れ
ほ
ど
急
を
要
す
こ
と
で

あ
っ
た
か
は
簡
単
に
想
像
で
き
る
。（
表
二
参
照
）

　し
か
し
原
因
は
発
見
さ
れ
た
も
の
の
、
結
核
の
確
実
な
治
療
法
発
見
に
は
長
い
年

月
を
必
要
と
し
た
。一
八
九
〇
年
に
ツ
ベ
ル
ク
リ
ン
が
発
見
さ
れ
た
の
を
皮
切
り
に
、

サ
ル
フ
ァ
剤
や
ペ
ニ
シ

リ
ン
と
い
く
つ
か
の
薬

は
発
見
さ
れ
た
が
、
い

ず
れ
も
治
療
に
効
果
は

み
ら
れ
な
か
っ
た
。
後

に
ツ
ベ
ル
ク
リ
ン
が
結

核
診
断
液
と
し
て
使
用

さ
れ
た
り
、
Ｘ
線
検
査

の
精
密
さ
が
向
上
し
た

こ
と
に
よ
り
、
予
防
や

病
原
体
発
見
に
は
大
き

な
進
展
が
み
ら
れ
て
い

る
。　一

九
四
四
年
に
ア
メ

リ
カ
の
ワ
ク
ス
マ
ン
が

効
果
的
な
抗
生
物
質
ス

ト
レ
プ
ト
マ
イ
シ
ン
を

発
見
し
、
よ
う
や
く
治

療
法
が
確
立
さ
れ
て
い

く
が
、
日
本
に
入
っ
て

き
た
の
は
第
二
次
世
界

大
戦
後
と
言
わ
れ
て
い

る
。　現

代
こ
そ
結
核
の
原
因
と
な
る
結
核
菌
が
明
ら
か
に
さ
れ
、数
ヶ
月
か
ら
半
年
間
、

複
数
の
種
類
の
抗
生
物
質
を
組
み
合
わ
せ
て
服
用
す
る
、
と
い
う
完
治
治
療
法
も
確

立
さ
れ
て
い
る
が
、
な
に
も
か
も
が
不
明
慮
だ
っ
た
当
時
は
不
治
の
病
と
恐
れ
ら
れ

て
い
た
。

第
二
節

　
明
治
期
の
結
核
治
療
法
―
正
岡
子
規
と
高
山
樗
牛
の
例
か
ら
―

　こ
の
節
で
は
、
当
該
時
の
結
核
治
療
に
つ
い
て
、
薬
の
服
薬
と
自
宅
治
療
を
主
と

し
た
正ま

さ

岡お
か

子し

規き

と
、
転
地
治
療
、
サ
ナ
ト
リ
ウ
ム
療
養
に
当
た
っ
た
高た

か

山や
ま

樗ち
ょ

牛ぎ
ゅ
うの

二

つ
の
例
か
ら
見
て
い
く
。
こ
こ
か
ら
、
二
章
全
体
参
考
文
献
に
加
え
て
、
久
保
田
正

文
氏
の
『
人
物
叢
書 

正
岡
子
規
』（25） 

を
参
考
に
し
て
い
る
。
ま
ず
は
正
岡
子
規
の

例
か
ら
見
て
い
き
た
い
。

　慶
応
三
年
（
一
八
六
七
）
伊
予
（
現
在
の
愛
媛
県
）
に
産
ま
れ
た
正
岡
は
、
明
治

二
一
年
（
一
八
八
八
）
鎌
倉
江
ノ
島
で
の
遊
楽
中
突
如
加
喀
血
し
、
そ
の
時
か
ら

一
四
年
に
及
ぶ
肺
病
療
養
が
始
ま
っ
た
。
明
治
二
四
年
（
一
八
九
一
）
四
月
、
叔
父

宛
の
手
紙
に
「
十
日
前
か
ら
何
と
な
く
体
調
不
良
だ
が
病
と
い
う
べ
き
ほ
ど
で
は
な

い
。
原
因
は
身
体
の
衰
弱
で
は
と
思
い
養
生
を
始
め
た
。
牛
乳
と
鶏
卵
を
食
す
る
位

で
服
薬
は
し
て
い
な
い
」
と
し
て
い
る
が
、
こ
の
あ
と
病
は
勢
い
を
強
め
て
い
く
。

　こ
の
こ
ろ
正
岡
と
親
交
の
あ
っ
た
夏
目
漱
石
に
も
結
核
の
症
状
が
現
れ
る
。
明
治

二
七
年
（
一
八
九
四
）
に
そ
の
こ
と
を
知
ら
せ
る
手
紙
か
ら
は
食
事
（
栄
養
摂
取
療

法
）、温
泉
、海
水
浴
、運
動
（
夏
目
の
場
合
は
弓
）
な
ど
が
治
療
法
と
し
て
見
ら
れ
る
。

　明
治
二
八
年
（
一
八
九
五
）
四
月
に
無
理
を
押
し
て
日
清
戦
争
従
軍
記
者
と
し
て

清
国
へ
渡
っ
た
正
岡
は
体
調
を
崩
し
、
五
月
二
三
日
か
ら
七
月
二
三
日
ま
で
神
戸
病

院
に
入
院
し
て
い
る
。
こ
こ
で
は
主
に
氷
嚢
を
胸
に
の
せ
る
、
栄
養
の
あ
る
も
の
を

食
べ
る
（
鶏
卵
、
乳
牛
）、
薬
（
お
そ
ら
く
ク
レ
オ
ソ
ー
ト
）
を
砂
糖
水
に
溶
い
た

も
の
を
服
用
す
る
と
い
う
治
療
が
行
わ
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

　七
月
に
須
磨
保
養
病
院
に
入
院
し
た
正
岡
だ
っ
た
が
、や
が
て
広
島
、須
磨
、大
阪
、

奈
良
に
立
寄
り
一
〇
月
に
自
宅
の
あ
る
東
京
に
戻
っ
た
。
そ
こ
か
ら
自
宅
に
て
母
と

妹
の
律
に
世
話
を
さ
れ
な
が
ら
、
闘
病
と
創
作
の
日
々
が
続
く
こ
と
に
な
る
。
当
時

の
正
岡
の
月
給
は
二
七
円
で
あ
っ
た
が
、水
薬
、散
薬（
興
奮
剤
）、ク
レ
オ
ソ
ー
ト（
肺

の
薬
）
と
い
っ
た
数
種
類
に
お
よ
ぶ
薬
代
は
月
額
一
〇
円
内
外
と
い
う
多
額
な
も
の

表 2　明治期の結核死亡者数と死亡率

西暦 明治年号
死亡者数
（万人）

死亡率
（対人口10万）

西暦 明治年号
死亡者数
（万人）

死亡率
（対人口10万）

1883 明治 16 年 13.808 73.5 1898 明治 31 年 ―― ――
1884 明治 17 年 29.269 77.1 1899 明治 32 年 ―― ――
1885 明治 18 年 ―― ―― 1900 明治 33 年 71.771 163.7
1886 明治 19 年 36.138 93.1 1901 明治 34 年 76.614 172.7
1887 明治 20 年 36.369 92.0 1902 明治 35 年 82.559 183.6
1888 明治 21 年 39.687 99.0 1903 明治 36 年 85.132 186.9
1889 明治 22 年 42.452 104.3 1904 明治 37 年 87.260 189.1
1890 明治 23 年 46.025 112.3 1905 明治 38 年 96.030 206.0
1891 明治 24 年 54.505 132.1 1906 明治 39 年 96.069 204.2
1892 明治 25 年 57.292 132.6 1907 明治 40 年 96.584 203.7
1893 明治 26 年 57.798 137.7 1908 明治 41 年 98.871 206.1
1894 明治 27 年 52.888 122.3 1909 明治 42 年 113.622 234.0
1895 明治 28 年 58.992 137.0 1910 明治 43 年 113.203 230.2
1896 明治 29 年 62.790 144.3 1911 明治 44 年 110.722 222.1
1897 明治 30 年 ―― ――

福田眞人『結核の文化史』※より抜粋し作成。
※ 福田眞人『結核の文化史』名古屋大学出版会　2001 年　50 頁
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だ
っ
た
。

　明
治
一
一
年（
一
八
七
八
）に
刊
行
さ
れ
た『
内
科
提
綱
』（
佐
々
木
東
洋
訳
）の「
肺

臓
結
核
」
で
は
乳
漿
療
法
、
葡
萄
療
法
、
乳
養
療
法
お
よ
び
肝
油
、
鉱
泉
、
葡
萄
酒
、

麦
酒
、
麻
酔
薬
の
飲
用
、
フ
ラ
ン
ネ
ル
（
柔
ら
か
く
軽
い
毛
織
物
の
こ
と
。
身
体
を

冷
や
さ
な
い
よ
う
配
慮
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
）
の
着
用
の
説
明
が
な
さ
れ
て

い
る
。
さ
ら
に
虚
弱
者
に
は
ブ
ラ
ン
デ
ー
や
ウ
ィ
ス
キ
ー
と
い
っ
た
強
い
酒
、
あ
る

い
は
牛
肉
の
ス
ー
プ
を
摂
取
す
る
こ
と
を
勧
め
て
い
る
。強
い
酒
の
類
は
気
付
け
薬
、

牛
肉
の
ス
ー
プ
は
体
力
回
復
剤
で
あ
ろ
う
と
福
田
氏
は
推
測
し
て
い
る
。
こ
れ
は
正

岡
の
治
療
と
密
接
な
関
係
に
あ
り
、
治
療
を
記
し
た
も
の
に
「
ブ
ラ
ン
デ
ー
を
一
口

飲
む
」「
此
頃
余
の
着
物
は
フ
ラ
ネ
ル
の
シ
ャ
ツ
一
枚
」
と
い
う
記
述
が
見
ら
れ
る
。

　こ
う
し
た
治
療
を
重
ね
た
正
岡
だ
っ
た
が
、
明
治
三
一
年
（
一
八
九
八
）
よ
り
床

に
臥
せ
る
よ
う
に
な
り
、
ほ
と
ん
ど
の
生
活
が
床
を
中
心
と
し
た
も
の
と
な
っ
た
。

明
治
三
三
年
（
一
九
〇
〇
）
に
は
、
興
津
へ
転
地
療
法
す
る
案
が
出
さ
れ
た
が
、
断

念
し
て
い
る
。
明
治
三
四
年
（
一
九
〇
一
）
頃
に
は
衰
弱
が
進
み
、
痛
み
で
絶
叫
し

医
者
を
呼
ぶ
ほ
ど
で
あ
っ
た
。
正
岡
は
日
々
の
そ
う
し
た
痛
み
を
、
モ
ル
ヒ
ネ
を
飲

む
こ
と
で
ご
ま
か
し
続
け
た
が
、
翌
年
の
明
治
三
五
年
（
一
九
〇
二
）
ほ
と
ん
ど
危

篤
状
態
と
な
り
、
同
年
九
月
、
東
京
の
自
宅
に
て
没
し
て
い
る
。

　も
う
一
つ
の
治
療
例
と
し
て
、
高
山
樗
牛
を
見
て
い
き
た
い
。
高
山
は
明
治
二
八

年
（
一
八
九
五
）
一
一
月
に
初
め
て
左
肺
尖
に
異
常
が
認
め
ら
れ
、
転
地
療
養
を
勧

め
ら
れ
る
。
同
年
末
に
は
伊
豆
の
熱
海
で
温
泉
浴
な
い
し
鉱
泉
飲
用
を
伴
っ
た
規
則

正
し
い
療
養
を
行
っ
て
い
た
。
し
か
し
効
果
が
芳
し
く
な
く
、
東
海
道
興
津
地
方
に

転
地
し
「
一
日
に
丸
薬
三
回
、
牛
乳
二
合
、
鶏
卵
七
個
」
を
摂
取
し
、
散
歩
と
大
弓

に
日
々
を
費
や
し
た
。

　転
地
保
養
は
費
用
が
か
か
る
も
の
で
高
山
の
場
合
、
一
月
あ
ま
り
で
約
百
円
、
そ

の
う
ち
食
料
は
十
二
か
ら
十
三
円
が
か
か
っ
て
い
た
と
さ
れ
る
。
そ
の
後
は
房
州
根

元
へ
と
転
地
し
、
仙
台
に
戻
る
が
こ
の
頃
に
は
肺
病
の
末
期
症
状
と
し
て
の
腸
結
核

の
よ
う
に
な
っ
て
い
た
の
だ
と
福
田
氏
は
推
測
し
て
い
る
。

　そ
れ
か
ら
湘
南
海
岸
を
根
城
に
し
た
療
養
に
努
め
る
こ
と
に
な
る
。

　高
山
が
入
院
し
た
平
塚
杏
雲
堂
病
院
は
、
当
時
流
行
し
て
い
た
転
地
療
養
と
サ
ナ

ト
リ
ウ
ム
療
法
を
兼
ね
た
も
の
で
あ
っ
た
。
転
地
療
法
と
は
、
空
気
の
清
浄
な
温
暖

な
土
地
へ
転
地
し
た
う
え
で
、そ
の
土
地
の
病
院
（
必
ず
し
も
結
核
専
門
で
は
な
い
）

に
入
院
し
加
療
を
受
け
る
も
の
で
あ
る
。
サ
ナ
ト
リ
ウ
ム
が
治
療
を
施
す
施
設
の
事

を
指
し
、
人
里
離
れ
た
場
所
で
な
け
れ
ば
設
置
は
不
可
能
で
あ
っ
た
。
日
本
で
は
須

磨
、
鎌
倉
、
伊
豆
、
湘
南
海
岸
、
軽
井
沢
、
富
士
見
等
が
重
要
な
土
地
で
あ
り
、
今

日
の
観
光
地
や
リ
ゾ
ー
ト
地
と
考
え
れ
ば
分
か
り
や
す
い
。主
に
山
岳
地
帯
に
多
く
、

他
に
も
土
地
に
よ
り
海
風
療
法
、
温
泉
療
法
、
大
気
療
法
な
ど
が
あ
り
、
療
法
も
時

代
に
よ
っ
て
流
行
が
あ
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。

　高
山
が
平
塚
の
病
院
か
ら
妻
に
向
け
て
宛
て
た
手
紙
に
は
次
の
よ
う
に
あ
る
。

（
前
略
）
夜
咳
の
出
て
困
る
時
の
藥
も
貰
ひ
ま
し
た
が
、
よ
く
利
き
ま
し
た
。

然
し
な
が
ら
咳
は
概
し
て
鎌
倉
に
居
る
時
よ
り
も
多
く
て
苦
し
い
の
で
、
多
分

は

　痰
劑
の
な
い
爲
だ
ら
う
と
思
ひ
今
日
副
院
長
と
相
談
し
て
、
咳
の
き
れ
る

藥
を
も
ら
う
こ
と
に
し
ま
し
た
。
藥
の
數
は
都
合
七
種
に
な
り
ま
し
た
。
食
の

前
後
に
一
種
づ
ゝ
、
そ
れ
に
怯
痰
劑
、
吸
入
劑
、
夜
咳
の
出
ぬ
藥
、
汗
の
出
ぬ

藥
、
そ
れ
に
朝
夕
喉
に
塗
る
く
す
り
、
い
や
は
や
藥
ぜ
め
で
す
。（
後
略
）（26） 

　こ
う
し
た
治
療
を
繰
り
返
し
た
高
山
で
あ
っ
た
が
、
明
治
三
五
年
（
一
九
〇
二
）

一
二
月
、平
塚
杏
雲
堂
佐
々
木
分
院
に
て
没
す
る
。一
〇
年
に
渡
る
闘
病
生
活
で
あ
っ

た
。　日

本
の
結
核
患
者
は
止
ま
る
こ
と
を
知
ら
ず
、今
回
例
に
挙
げ
た
二
人
の
他
に
も
、

著
名
な
人
物
を
挙
げ
る
と
、
陸
奥
宗
光
、
小
村
寿
太
郎
、
森
鴎
外
、
国
木
田
独
歩
、

堀
辰
雄
、
滝
廉
太
郎
等
も
肺
病
患
者
で
あ
っ
た
。

　ま
と
め
る
と
、
未
だ
治
療
法
が
全
世
界
で
確
立
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
の
頃
、
日

本
の
肺
病
治
療
は
高
額
な
費
用
が
必
要
で
あ
っ
た
の
は
確
か
で
あ
る
。
そ
し
て
医
者

の
診
断
を
受
け
た
り
、
転
地
療
法
、
サ
ナ
ト
リ
ウ
ム
療
法
を
受
け
た
と
し
て
も
、
滋

養
の
あ
る
も
の
を
食
べ
、
痛
み
止
め
程
度
の
服
薬
を
し
、
適
度
な
運
動
を
と
る
程
度

の
治
療
し
か
受
け
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
当
時
の
医
師
も
結
核
の
仕
組
み
を
理

解
し
て
い
な
か
っ
た
た
め
、
対
応
が
こ
う
し
た
初
歩
的
な
も
の
に
な
ら
ざ
る
を
え
な

か
っ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

　こ
う
し
た
治
療
環
境
の
中
で
、
完
治
を
願
う
患
者
か
ら
す
れ
ば
、
完
治
が
可
能
で

あ
る
と
う
た
う
通
俗
療
法
は
、
と
て
も
魅
力
的
に
見
え
た
こ
と
だ
ろ
う
。
例
え
ば
、

同
じ
く
結
核
患
者
で
あ
っ
た
高
山
樗
牛
の
弟
も
数
々
の
通
俗
療
法
を
試
し
て
い
た
と

い
う
。
通
俗
療
法
に
は
医
者
、
ま
た
は
一
般
人
が
作
り
出
し
た
安
価
な
薬
や
、
イ
モ

リ
の
黒
焼
き
、
蛇
の
生
き
血
な
ど
が
あ
っ
た
。
な
か
で
も
長
い
間
信
じ
ら
れ
て
い
た

276

（24）（25）
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養
所
（
サ
ナ
ト
リ
ウ
ム
）
が
設
置
さ
れ
た
た
め
、
結
核
菌
の
考
え
が
日
本
に
入
っ
て

き
た
時
期
は
、
結
核
菌
発
見
か
ら
そ
れ
ほ
ど
年
月
が
経
過
し
て
い
な
い
時
期
だ
っ
た

と
考
え
ら
れ
る
。

　明
治
時
代
の
日
本
の
結
核
患
者
数
は
右
肩
上
が
り
で
、
そ
れ
に
伴
っ
た
対
人
口

一
〇
万
の
死
亡
率
は
、
明
治
二
二
年
（
一
八
八
九
）
に
は
百
パ
ー
セ
ン
ト
を
超
え
て

い
る
こ
と
か
ら
も
、
結
核
に
対
す
る
治
療
法
発
見
が
ど
れ
ほ
ど
急
を
要
す
こ
と
で

あ
っ
た
か
は
簡
単
に
想
像
で
き
る
。（
表
二
参
照
）

　し
か
し
原
因
は
発
見
さ
れ
た
も
の
の
、
結
核
の
確
実
な
治
療
法
発
見
に
は
長
い
年

月
を
必
要
と
し
た
。一
八
九
〇
年
に
ツ
ベ
ル
ク
リ
ン
が
発
見
さ
れ
た
の
を
皮
切
り
に
、

サ
ル
フ
ァ
剤
や
ペ
ニ
シ

リ
ン
と
い
く
つ
か
の
薬

は
発
見
さ
れ
た
が
、
い

ず
れ
も
治
療
に
効
果
は

み
ら
れ
な
か
っ
た
。
後

に
ツ
ベ
ル
ク
リ
ン
が
結

核
診
断
液
と
し
て
使
用

さ
れ
た
り
、
Ｘ
線
検
査

の
精
密
さ
が
向
上
し
た

こ
と
に
よ
り
、
予
防
や

病
原
体
発
見
に
は
大
き

な
進
展
が
み
ら
れ
て
い

る
。　一

九
四
四
年
に
ア
メ

リ
カ
の
ワ
ク
ス
マ
ン
が

効
果
的
な
抗
生
物
質
ス

ト
レ
プ
ト
マ
イ
シ
ン
を

発
見
し
、
よ
う
や
く
治

療
法
が
確
立
さ
れ
て
い

く
が
、
日
本
に
入
っ
て

き
た
の
は
第
二
次
世
界

大
戦
後
と
言
わ
れ
て
い

る
。　現

代
こ
そ
結
核
の
原
因
と
な
る
結
核
菌
が
明
ら
か
に
さ
れ
、数
ヶ
月
か
ら
半
年
間
、

複
数
の
種
類
の
抗
生
物
質
を
組
み
合
わ
せ
て
服
用
す
る
、
と
い
う
完
治
治
療
法
も
確

立
さ
れ
て
い
る
が
、
な
に
も
か
も
が
不
明
慮
だ
っ
た
当
時
は
不
治
の
病
と
恐
れ
ら
れ

て
い
た
。

第
二
節

　
明
治
期
の
結
核
治
療
法
―
正
岡
子
規
と
高
山
樗
牛
の
例
か
ら
―

　こ
の
節
で
は
、
当
該
時
の
結
核
治
療
に
つ
い
て
、
薬
の
服
薬
と
自
宅
治
療
を
主
と

し
た
正ま

さ

岡お
か

子し

規き

と
、
転
地
治
療
、
サ
ナ
ト
リ
ウ
ム
療
養
に
当
た
っ
た
高た

か

山や
ま

樗ち
ょ

牛ぎ
ゅ
うの

二

つ
の
例
か
ら
見
て
い
く
。
こ
こ
か
ら
、
二
章
全
体
参
考
文
献
に
加
え
て
、
久
保
田
正

文
氏
の
『
人
物
叢
書 

正
岡
子
規
』（25） 

を
参
考
に
し
て
い
る
。
ま
ず
は
正
岡
子
規
の

例
か
ら
見
て
い
き
た
い
。

　慶
応
三
年
（
一
八
六
七
）
伊
予
（
現
在
の
愛
媛
県
）
に
産
ま
れ
た
正
岡
は
、
明
治

二
一
年
（
一
八
八
八
）
鎌
倉
江
ノ
島
で
の
遊
楽
中
突
如
加
喀
血
し
、
そ
の
時
か
ら

一
四
年
に
及
ぶ
肺
病
療
養
が
始
ま
っ
た
。
明
治
二
四
年
（
一
八
九
一
）
四
月
、
叔
父

宛
の
手
紙
に
「
十
日
前
か
ら
何
と
な
く
体
調
不
良
だ
が
病
と
い
う
べ
き
ほ
ど
で
は
な

い
。
原
因
は
身
体
の
衰
弱
で
は
と
思
い
養
生
を
始
め
た
。
牛
乳
と
鶏
卵
を
食
す
る
位

で
服
薬
は
し
て
い
な
い
」
と
し
て
い
る
が
、
こ
の
あ
と
病
は
勢
い
を
強
め
て
い
く
。

　こ
の
こ
ろ
正
岡
と
親
交
の
あ
っ
た
夏
目
漱
石
に
も
結
核
の
症
状
が
現
れ
る
。
明
治

二
七
年
（
一
八
九
四
）
に
そ
の
こ
と
を
知
ら
せ
る
手
紙
か
ら
は
食
事
（
栄
養
摂
取
療

法
）、温
泉
、海
水
浴
、運
動
（
夏
目
の
場
合
は
弓
）
な
ど
が
治
療
法
と
し
て
見
ら
れ
る
。

　明
治
二
八
年
（
一
八
九
五
）
四
月
に
無
理
を
押
し
て
日
清
戦
争
従
軍
記
者
と
し
て

清
国
へ
渡
っ
た
正
岡
は
体
調
を
崩
し
、
五
月
二
三
日
か
ら
七
月
二
三
日
ま
で
神
戸
病

院
に
入
院
し
て
い
る
。
こ
こ
で
は
主
に
氷
嚢
を
胸
に
の
せ
る
、
栄
養
の
あ
る
も
の
を

食
べ
る
（
鶏
卵
、
乳
牛
）、
薬
（
お
そ
ら
く
ク
レ
オ
ソ
ー
ト
）
を
砂
糖
水
に
溶
い
た

も
の
を
服
用
す
る
と
い
う
治
療
が
行
わ
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

　七
月
に
須
磨
保
養
病
院
に
入
院
し
た
正
岡
だ
っ
た
が
、や
が
て
広
島
、須
磨
、大
阪
、

奈
良
に
立
寄
り
一
〇
月
に
自
宅
の
あ
る
東
京
に
戻
っ
た
。
そ
こ
か
ら
自
宅
に
て
母
と

妹
の
律
に
世
話
を
さ
れ
な
が
ら
、
闘
病
と
創
作
の
日
々
が
続
く
こ
と
に
な
る
。
当
時

の
正
岡
の
月
給
は
二
七
円
で
あ
っ
た
が
、水
薬
、散
薬（
興
奮
剤
）、ク
レ
オ
ソ
ー
ト（
肺

の
薬
）
と
い
っ
た
数
種
類
に
お
よ
ぶ
薬
代
は
月
額
一
〇
円
内
外
と
い
う
多
額
な
も
の

表 2　明治期の結核死亡者数と死亡率

西暦 明治年号
死亡者数
（万人）

死亡率
（対人口10万）

西暦 明治年号
死亡者数
（万人）

死亡率
（対人口10万）

1883 明治 16 年 13.808 73.5 1898 明治 31 年 ―― ――
1884 明治 17 年 29.269 77.1 1899 明治 32 年 ―― ――
1885 明治 18 年 ―― ―― 1900 明治 33 年 71.771 163.7
1886 明治 19 年 36.138 93.1 1901 明治 34 年 76.614 172.7
1887 明治 20 年 36.369 92.0 1902 明治 35 年 82.559 183.6
1888 明治 21 年 39.687 99.0 1903 明治 36 年 85.132 186.9
1889 明治 22 年 42.452 104.3 1904 明治 37 年 87.260 189.1
1890 明治 23 年 46.025 112.3 1905 明治 38 年 96.030 206.0
1891 明治 24 年 54.505 132.1 1906 明治 39 年 96.069 204.2
1892 明治 25 年 57.292 132.6 1907 明治 40 年 96.584 203.7
1893 明治 26 年 57.798 137.7 1908 明治 41 年 98.871 206.1
1894 明治 27 年 52.888 122.3 1909 明治 42 年 113.622 234.0
1895 明治 28 年 58.992 137.0 1910 明治 43 年 113.203 230.2
1896 明治 29 年 62.790 144.3 1911 明治 44 年 110.722 222.1
1897 明治 30 年 ―― ――

福田眞人『結核の文化史』※より抜粋し作成。
※ 福田眞人『結核の文化史』名古屋大学出版会　2001 年　50 頁
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だ
っ
た
。

　明
治
一
一
年（
一
八
七
八
）に
刊
行
さ
れ
た『
内
科
提
綱
』（
佐
々
木
東
洋
訳
）の「
肺

臓
結
核
」
で
は
乳
漿
療
法
、
葡
萄
療
法
、
乳
養
療
法
お
よ
び
肝
油
、
鉱
泉
、
葡
萄
酒
、

麦
酒
、
麻
酔
薬
の
飲
用
、
フ
ラ
ン
ネ
ル
（
柔
ら
か
く
軽
い
毛
織
物
の
こ
と
。
身
体
を

冷
や
さ
な
い
よ
う
配
慮
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
）
の
着
用
の
説
明
が
な
さ
れ
て

い
る
。
さ
ら
に
虚
弱
者
に
は
ブ
ラ
ン
デ
ー
や
ウ
ィ
ス
キ
ー
と
い
っ
た
強
い
酒
、
あ
る

い
は
牛
肉
の
ス
ー
プ
を
摂
取
す
る
こ
と
を
勧
め
て
い
る
。強
い
酒
の
類
は
気
付
け
薬
、

牛
肉
の
ス
ー
プ
は
体
力
回
復
剤
で
あ
ろ
う
と
福
田
氏
は
推
測
し
て
い
る
。
こ
れ
は
正

岡
の
治
療
と
密
接
な
関
係
に
あ
り
、
治
療
を
記
し
た
も
の
に
「
ブ
ラ
ン
デ
ー
を
一
口

飲
む
」「
此
頃
余
の
着
物
は
フ
ラ
ネ
ル
の
シ
ャ
ツ
一
枚
」
と
い
う
記
述
が
見
ら
れ
る
。

　こ
う
し
た
治
療
を
重
ね
た
正
岡
だ
っ
た
が
、
明
治
三
一
年
（
一
八
九
八
）
よ
り
床

に
臥
せ
る
よ
う
に
な
り
、
ほ
と
ん
ど
の
生
活
が
床
を
中
心
と
し
た
も
の
と
な
っ
た
。

明
治
三
三
年
（
一
九
〇
〇
）
に
は
、
興
津
へ
転
地
療
法
す
る
案
が
出
さ
れ
た
が
、
断

念
し
て
い
る
。
明
治
三
四
年
（
一
九
〇
一
）
頃
に
は
衰
弱
が
進
み
、
痛
み
で
絶
叫
し

医
者
を
呼
ぶ
ほ
ど
で
あ
っ
た
。
正
岡
は
日
々
の
そ
う
し
た
痛
み
を
、
モ
ル
ヒ
ネ
を
飲

む
こ
と
で
ご
ま
か
し
続
け
た
が
、
翌
年
の
明
治
三
五
年
（
一
九
〇
二
）
ほ
と
ん
ど
危

篤
状
態
と
な
り
、
同
年
九
月
、
東
京
の
自
宅
に
て
没
し
て
い
る
。

　も
う
一
つ
の
治
療
例
と
し
て
、
高
山
樗
牛
を
見
て
い
き
た
い
。
高
山
は
明
治
二
八

年
（
一
八
九
五
）
一
一
月
に
初
め
て
左
肺
尖
に
異
常
が
認
め
ら
れ
、
転
地
療
養
を
勧

め
ら
れ
る
。
同
年
末
に
は
伊
豆
の
熱
海
で
温
泉
浴
な
い
し
鉱
泉
飲
用
を
伴
っ
た
規
則

正
し
い
療
養
を
行
っ
て
い
た
。
し
か
し
効
果
が
芳
し
く
な
く
、
東
海
道
興
津
地
方
に

転
地
し
「
一
日
に
丸
薬
三
回
、
牛
乳
二
合
、
鶏
卵
七
個
」
を
摂
取
し
、
散
歩
と
大
弓

に
日
々
を
費
や
し
た
。

　転
地
保
養
は
費
用
が
か
か
る
も
の
で
高
山
の
場
合
、
一
月
あ
ま
り
で
約
百
円
、
そ

の
う
ち
食
料
は
十
二
か
ら
十
三
円
が
か
か
っ
て
い
た
と
さ
れ
る
。
そ
の
後
は
房
州
根

元
へ
と
転
地
し
、
仙
台
に
戻
る
が
こ
の
頃
に
は
肺
病
の
末
期
症
状
と
し
て
の
腸
結
核

の
よ
う
に
な
っ
て
い
た
の
だ
と
福
田
氏
は
推
測
し
て
い
る
。

　そ
れ
か
ら
湘
南
海
岸
を
根
城
に
し
た
療
養
に
努
め
る
こ
と
に
な
る
。

　高
山
が
入
院
し
た
平
塚
杏
雲
堂
病
院
は
、
当
時
流
行
し
て
い
た
転
地
療
養
と
サ
ナ

ト
リ
ウ
ム
療
法
を
兼
ね
た
も
の
で
あ
っ
た
。
転
地
療
法
と
は
、
空
気
の
清
浄
な
温
暖

な
土
地
へ
転
地
し
た
う
え
で
、そ
の
土
地
の
病
院
（
必
ず
し
も
結
核
専
門
で
は
な
い
）

に
入
院
し
加
療
を
受
け
る
も
の
で
あ
る
。
サ
ナ
ト
リ
ウ
ム
が
治
療
を
施
す
施
設
の
事

を
指
し
、
人
里
離
れ
た
場
所
で
な
け
れ
ば
設
置
は
不
可
能
で
あ
っ
た
。
日
本
で
は
須

磨
、
鎌
倉
、
伊
豆
、
湘
南
海
岸
、
軽
井
沢
、
富
士
見
等
が
重
要
な
土
地
で
あ
り
、
今

日
の
観
光
地
や
リ
ゾ
ー
ト
地
と
考
え
れ
ば
分
か
り
や
す
い
。主
に
山
岳
地
帯
に
多
く
、

他
に
も
土
地
に
よ
り
海
風
療
法
、
温
泉
療
法
、
大
気
療
法
な
ど
が
あ
り
、
療
法
も
時

代
に
よ
っ
て
流
行
が
あ
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。

　高
山
が
平
塚
の
病
院
か
ら
妻
に
向
け
て
宛
て
た
手
紙
に
は
次
の
よ
う
に
あ
る
。

（
前
略
）
夜
咳
の
出
て
困
る
時
の
藥
も
貰
ひ
ま
し
た
が
、
よ
く
利
き
ま
し
た
。

然
し
な
が
ら
咳
は
概
し
て
鎌
倉
に
居
る
時
よ
り
も
多
く
て
苦
し
い
の
で
、
多
分

は

　痰
劑
の
な
い
爲
だ
ら
う
と
思
ひ
今
日
副
院
長
と
相
談
し
て
、
咳
の
き
れ
る

藥
を
も
ら
う
こ
と
に
し
ま
し
た
。
藥
の
數
は
都
合
七
種
に
な
り
ま
し
た
。
食
の

前
後
に
一
種
づ
ゝ
、
そ
れ
に
怯
痰
劑
、
吸
入
劑
、
夜
咳
の
出
ぬ
藥
、
汗
の
出
ぬ

藥
、
そ
れ
に
朝
夕
喉
に
塗
る
く
す
り
、
い
や
は
や
藥
ぜ
め
で
す
。（
後
略
）（26） 

　こ
う
し
た
治
療
を
繰
り
返
し
た
高
山
で
あ
っ
た
が
、
明
治
三
五
年
（
一
九
〇
二
）

一
二
月
、平
塚
杏
雲
堂
佐
々
木
分
院
に
て
没
す
る
。一
〇
年
に
渡
る
闘
病
生
活
で
あ
っ

た
。　日

本
の
結
核
患
者
は
止
ま
る
こ
と
を
知
ら
ず
、今
回
例
に
挙
げ
た
二
人
の
他
に
も
、

著
名
な
人
物
を
挙
げ
る
と
、
陸
奥
宗
光
、
小
村
寿
太
郎
、
森
鴎
外
、
国
木
田
独
歩
、

堀
辰
雄
、
滝
廉
太
郎
等
も
肺
病
患
者
で
あ
っ
た
。

　ま
と
め
る
と
、
未
だ
治
療
法
が
全
世
界
で
確
立
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
の
頃
、
日

本
の
肺
病
治
療
は
高
額
な
費
用
が
必
要
で
あ
っ
た
の
は
確
か
で
あ
る
。
そ
し
て
医
者

の
診
断
を
受
け
た
り
、
転
地
療
法
、
サ
ナ
ト
リ
ウ
ム
療
法
を
受
け
た
と
し
て
も
、
滋

養
の
あ
る
も
の
を
食
べ
、
痛
み
止
め
程
度
の
服
薬
を
し
、
適
度
な
運
動
を
と
る
程
度

の
治
療
し
か
受
け
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
当
時
の
医
師
も
結
核
の
仕
組
み
を
理

解
し
て
い
な
か
っ
た
た
め
、
対
応
が
こ
う
し
た
初
歩
的
な
も
の
に
な
ら
ざ
る
を
え
な

か
っ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

　こ
う
し
た
治
療
環
境
の
中
で
、
完
治
を
願
う
患
者
か
ら
す
れ
ば
、
完
治
が
可
能
で

あ
る
と
う
た
う
通
俗
療
法
は
、
と
て
も
魅
力
的
に
見
え
た
こ
と
だ
ろ
う
。
例
え
ば
、

同
じ
く
結
核
患
者
で
あ
っ
た
高
山
樗
牛
の
弟
も
数
々
の
通
俗
療
法
を
試
し
て
い
た
と

い
う
。
通
俗
療
法
に
は
医
者
、
ま
た
は
一
般
人
が
作
り
出
し
た
安
価
な
薬
や
、
イ
モ

リ
の
黒
焼
き
、
蛇
の
生
き
血
な
ど
が
あ
っ
た
。
な
か
で
も
長
い
間
信
じ
ら
れ
て
い
た
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6

質
具
合
に
応
じ
て
番
付
さ
れ
て
い
る
の
だ
と
考
え
ら
れ
、
悪
質
で

あ
れ
ば
あ
る
ほ
ど
上
位
を
占
め
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。

　野
口
以
外
の
人
物
に
つ
い
て
は
売
薬
商
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
り
、

『
滑
稽
新
聞
』
の
他
記
事
に
て
筆
誅
さ
れ
て
い
る
人
物
も
少
な
く

な
い
。

　行
司
が
大
阪
毎
日
新
聞
、
大
阪
朝
日
新
聞
で
あ
る
の
は
、
詐
欺

広
告
を
掲
載
し
読
者
と
い
う
多
数
人
に
害
を
与
え
て
い
る
新
聞
社

各
社
を
、
同
じ
土
俵
に
立
つ
も
の
と
し
て
同
時
に
攻
撃
を
加
え
て

い
る
の
だ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
る
。
江
戸
時
代
の
見
立
番
付
で
は
、

行
事
の
位
置
に
は
大
関
と
同
格
の
も
の
を
置
く
の
が
普
通
で
あ

る
。

『
滑
稽
新
聞
』
第
三
十
八
号
「
詐
欺
師 

野
口
茂
平
（
十
六
）
彼
奴

の
良
心
存
在
」（17） 

　『
滑
稽
新
聞
』
第
十
七
号
か
ら
連
載
さ
れ
て
い
た
「
詐
欺
師 

野

口
茂
平
」
の
十
六
回
目
で
あ
り
、
最
終
回
の
一
歩
手
前
に
当
た
る
。

記
事
の
内
容
と
し
て
、
野
口
に
は
同
居
し
て
い
る
保
と
い
う
息
子

が
い
る
。
そ
の
保
氏
が
毎
日
の
よ
う
に
立
ち
入
る
本
屋
の
主
人
が
、
滑
稽
社
記
者
に

物
語
し
た
と
い
う
話
を
掲
載
し
て
い
る
。

　本
屋
の
主
人
が
保
氏
に
「
肺
労
散
」
の
効
能
は
実
際
ど
う
な
の
だ
、
と
尋
ね
る
と

保
氏
は
、
肺
労
散
は
イ
カ
サ
マ
薬
で
あ
る
と
答
え
る
。
他
に
も
、
保
氏
が
『
滑
稽
新

聞
』
を
読
ん
で
い
る
と
、
父
（
野
口
）
が
自
分
を
叱
り
つ
け
る
こ
と
、
し
か
し
そ
ん

な
父
も
『
滑
稽
新
聞
』
を
読
ん
で
い
る
、
と
語
っ
た
と
い
う
こ
と
だ
っ
た
。
そ
れ
を

聞
い
た
宮
武
は
、野
口
が
息
子
を
叱
る
と
こ
ろ
に
彼
の
良
心
が
残
っ
て
い
る
と
言
い
、

叱
る
の
は
自
分
の
行
い
を
恥
じ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
、
と
推
測
し
て
い
る
。
そ
れ

な
ら
そ
の
良
心
を
社
会
の
人
に
も
引
き
延
ば
せ
、
と
言
い
締
め
く
く
っ
て
い
る
。

『
滑
稽
新
聞
』
第
四
十
八
号
広
告
欄
「
詐
欺
師
に
は
妙
薬
な
し
」（
図
２
参
照
）

　滑
稽
新
聞
の
広
告
欄
に
掲
載
さ
れ
た
パ
ロ
デ
ィ
広
告
で
あ
る
。
こ
の
元
と
な
っ
て

い
る
の
は
野
口
の「
肺
労
散
」の
広
告「
肺
病
に
は
妙
薬
な
し
」で
あ
る
。（
図
３
参
照
）

　二
つ
を
比
べ
て
み
る
と
、
文
字
の
フ
ォ
ン
ト
や
書
き
出
し
等
非
常
に
よ
く
似
て
い

る
こ
と
が
わ
か
る
が
、
内
容
が
違
う
の
は
誰
に
で
も
分
か
る
だ
ろ
う
。「
肺
労
散
」

の
広
告
を
思
わ
せ
な
が
ら
、
内
容
は
そ
れ
を
痛
烈
に
批
判
し
て
い
る
広
告
と
な
っ
て

お
り
、
注
意
喚
起
を
促
し
て
い
る
。

第
三
節

　
さ
ら
し
首
の
理
由

　先
述
の
「
明
治
発
明
家
列
伝
」
に
お
け
る
裁
判
沙
汰
に
つ
い
て
、
簡
単
に
経
緯
を

ま
と
め
て
お
き
た
い
。

　野
口
は
掲
載
さ
れ
た
殺
人
、
偽
装
の
件
に
つ
い
て
内
容
を
否
定
し
、
加
え
て
こ
の

記
事
が
誹
毀
罪
に
当
た
る
と
し
て
、
滑
稽
社
を
訴
え
た
の
で
あ
る
。
明
治
三
四
年

（
一
九
〇
一
）
十
一
月
、
初
公
判
を
迎
え
た
滑
稽
社
は
、
偽
装
事
件
の
被
害
者
か
ら

は
証
言
が
あ
り
、
ま
た
、
野
口
茂
平
の
詐
欺
師
た
る
所
以
を
証
明
す
る
に
は
、
彼
の

私
的
な
経
歴
を
述
べ
る
の
は
避
け
ら
れ
な
い
こ
と
だ
と
主
張
し
た
が
、
証
明
を
行
う

に
も
筋
に
沿
っ
て
お
ら
ず
、
誹
毀
に
該
当
す
る
と
の
理
由
か
ら
敗
訴
と
な
る
。
判
決

は
署
名
発
行
人
で
あ
る
山
田
金
二
に
「
重
禁
錮
一
月
、
罰
金
五
円
」
と
い
う
結
果
と

図２　「詐欺師には妙薬なし」（18） 

図３　「肺病には妙薬なし」（19） 
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な
っ
た
。
控
訴
を
す
る
も
、
明
治
三
五
年
（
一
九
〇
二
）
二
月
に
「
原
判
決
を
取
消

に
は
す
る
が
被
告
は
重
禁
錮
一
月
、罰
金
五
円
」
と
い
う
不
可
思
議
な
結
果
と
な
る
。

さ
ら
に
大
阪
控
訴
院
へ
控
訴
す
る
と
、
以
前
の
裁
判
結
果
か
ら
、
筋
に
沿
っ
た
証
明

を
行
う
と
共
に
、
彼
の
名
誉
を
毀
損
す
る
意
図
は
な
く
熱
意
に
基
づ
い
た
も
の
で
あ

る
為
、
情
状
酌
量
が
適
用
さ
れ
る
べ
き
と
主
張
す
る
。
し
か
し
、
同
年
四
月
に
訴
え

は
棄
却
さ
れ
、
名
誉
棄
損
に
つ
い
て
有
罪
と
い
う
結
果
に
終
わ
っ
た
。
こ
の
よ
う
に

執
拗
に
繰
り
返
し
控
訴
を
行
う
の
に
は
、
裁
判
の
判
決
結
果
を
掲
載
し
、
読
者
に
正

し
い
判
断
を
し
て
も
ら
う
、
と
い
う
考
え
が
あ
っ
た
と
吉
野
氏
は
述
べ
て
い
る
。

　こ
の
一
件
を
き
っ
か
け
に
宮
武
は
『
滑
稽
新
聞
』
第
二
十
六
号
か
ら
、
誌
面
上
に

て
大
赦
す
る
第
一
〇
〇
号
ま
で
、新
聞
記
事
内
や
広
告
欄
な
ど
違
い
は
あ
る
も
の
の
、

野
口
の
似
顔
絵
の
さ
ら
し
首
を
掲
載
し
続
け
る
。「
詐
欺
師
野
口
茂
平
」
の
十
七
篇

よ
り
、「
野
口
茂
平
の
梟
首
は
彼
が
自
己
を
顧
み
ず
本
社
に
對
し
て
誹
毀
罪
の
告
訴

を
起
こ
し
た
爲
め
」（20） 

と
明
確
な
理
由
が
明
か
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
が
、
裁
判
で
不

当
な
結
果
を
受
け
た
宮
武
な
り
の
反
論
の
方
法
で
あ
っ
た
。
さ
ら
し
首
を
当
初
の
ま

ま
載
せ
続
け
る
だ
け
で
は
つ
ま
ら
な
い
と
考
え
た
の
か
、
回
を
重
ね
る
ご
と
に
首
の

脇
に
カ
ラ
ス
を
登
場
さ
せ
た
り
、
そ
の
カ
ラ
ス
に
糞
を
か
け
さ
せ
た
り
、
果
て
は
首

を
瓶
詰
に
し
た
り
と
、
バ
ラ
エ
テ
ィ
に
富
む
こ
と
で
読
者
を
飽
き
さ
せ
な
か
っ
た
。

こ
の
さ
ら
し
首
を
掲
載
し
続
け
る
こ
と
も
、
野
口
の
信
条
で
あ
る
「
繰
り
返
し
筆
誅

す
る
こ
と
」
に
対
応
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
。

第
二
章

　
結
核
と
薬

第
一
節

　
明
治
期
の
結
核
の
認
識
と
医
療
体
制

　こ
の
章
で
は
肺
労
散
事
件
を
歴
史
的
に
読
み
解
い
て
い
く
た
め
に
、
結
核
と
治
療

に
つ
い
て
述
べ
て
い
く
。
一
節
で
は
明
治
当
該
期
の
結
核
の
認
識
と
医
療
体
制
に
つ

い
て
、
二
節
で
は
、
当
該
期
の
具
体
的
な
結
核
治
療
例
と
し
て
、
正
岡
子
規
と
高
山

樗
牛
の
そ
れ
ぞ
れ
の
治
療
過
程
を
見
て
い
く
。

　明
治
当
時
の
言
い
方
で
結
核
は
、
結
核
以
外
に
も
肺
病
と
称
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る

が
、
こ
こ
で
は
本
文
引
用
等
以
外
で
は
結
核
と
い
う
呼
び
方
に
統
一
す
る
。

　第
一
節
全
体
を
通
し
て
福
田
眞
人
氏
の
『
結
核
の
文
化
史
』（21） 

、『
結
核
と
い
う

文
化
―
病
の
比
較
文
化
史
―
』（22） 

、
常
石
敬
一
氏
『
結
核
と
日
本
人
―
医
療
政
策
を

検
証
す
る
―
』（23） 

を
参
考
に
し
て
い
る
。

　結
核
と
は
結
核
菌
と
い
う
細
菌
に
よ
る
慢
性
伝
染
病
の
こ
と
で
あ
る
。
菌
を
出
す

人
（
排
菌
者
）
と
の
接
触
に
よ
り
感
染
す
る
。
大
部
分
が
唾
や
く
し
ゃ
み
を
媒
介
と

し
、
口
ま
た
は
鼻
か
ら
気
管
を
通
っ
て
結
核
菌
が
肺
に
入
り
感
染
す
る
場
合
が
多
い

こ
と
か
ら
、
経
口
感
染
と
考
え
ら
れ
る
。
結
核
と
聞
く
と
肺
結
核
と
考
え
る
人
が
少

な
く
な
い
が
、
実
際
に
は
全
身
の
ほ
と
ん
ど
の
部
位
に
感
染
す
る
た
め
、
腸
結
核
や

肝
臓
結
核
、
咽
喉
結
核
等
多
く
み
ら
れ
る
。
他
の
細
菌
に
比
べ
て
繁
殖
の
速
度
が
非

常
に
遅
く
、
感
染
し
て
か
ら
明
ら
か
な
初
期
症
状
が
出
る
ま
で
四
～
六
週
間
と
時
間

が
か
か
る
た
め
経
過
が
緩
慢
な
事
、
感
染
と
発
病
が
別
で
あ
る
こ
と
、
再
発
、
再
燃

（
休
止
し
て
い
た
病
巣
が
再
び
活
動
的
に
な
る
事
）、
転
移
が
あ
る
こ
と
が
大
き
な
特

徴
で
あ
る
。

　一
八
八
二
年
に
ド
イ
ツ
の
細
菌
学
者
ロ
ー
ベ
ル
ト
・
コ
ッ
ホ
が
、
原
因
で
あ
る
結

核
菌
を
発
見
す
る
ま
で
、
医
学
者
や
科
学
者
、
宗
教
家
、
思
想
家
さ
え
も
が
結
核
の

原
因
を
探
求
し
、
治
療
法
を
考
究
し
て
き
た
。
考
え
ら
れ
た
原
因
は
様
々
で
、
神
へ

の
罪
を
犯
し
た
者
の
罰
と
い
う
宗
教
的
な
も
の
、
惑
星
や
衛
星
の
運
行
が
人
体
に
影

響
を
与
え
る
占
星
術
的
疾
病
観
、
そ
れ
と
密
接
に
連
携
し
た
地
球
的
原
因
、
人
体
に

お
け
る
四
体
液
の
バ
ラ
ン
ス
の
崩
れ
が
原
因
と
い
う
液
体
病
理
学
説
な
ど
が
あ
っ

た
。
は
た
ま
た
苦
悶
、
懊
悩
、
恋
へ
の
情
熱
、
性
的
欲
求
不
満
と
い
っ
た
人
間
の
感

情
に
関
わ
る
も
の
の
ほ
か
、
肺
病
患
者
の
傾
向
か
ら
上
流
階
級
の
病
気
、
才
能
あ
る

者
の
病
気
と
考
え
ら
れ
た
こ
と
も
あ
っ
た
。

　医
療
関
係
者
発
信
の
考
え
は
、
遺
伝
説
（
同
じ
家
系
内
に
遺
伝
的
形
質
と
し
て
伝

わ
る
と
い
う
考
え
）と
伝
染
説（
人
か
ら
人
へ
伝
染
す
る
と
い
う
考
え
）で
あ
り
、コ
ッ

ホ
が
結
核
菌
を
発
見
し
た
同
じ
年
、
福
沢
諭
吉
は
明
治
一
五
年
（
一
八
八
二
）
三
月

二
五
、二
七
日
に
掲
載
さ
れ
た
『
時
事
新
報
』
の
な
か
の
「
遺
傳
病
之
能
力
」
と
い

う
論
説
の
中
で
、

肺
病
、
癩ら

い

病び
ょ
う、

梅
毒
、
癲て

ん

狂き
ょ
うの

諸
病
は
、
親
子
相
傳
へ
兄
弟
姉
妹
其
質
を
共
に

し
て
之
を
免
か
る
ゝ
こ
と
難
し
。（
後
略
）（24） 

と
遺
伝
説
を
論
じ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
誤
っ
た
考
え
で
あ
り
、
同
時
期
の
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
で
は
否
定
さ
れ
て
い
る
考
え
で
あ
る
。

　一
八
八
九
年
に
は
肺
病
治
療
室
が
帝
国
大
学
医
学
科
大
学
に
、
須
磨
に
は
結
核
療

278

（22）（23）
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質
具
合
に
応
じ
て
番
付
さ
れ
て
い
る
の
だ
と
考
え
ら
れ
、
悪
質
で

あ
れ
ば
あ
る
ほ
ど
上
位
を
占
め
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。

　野
口
以
外
の
人
物
に
つ
い
て
は
売
薬
商
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
り
、

『
滑
稽
新
聞
』
の
他
記
事
に
て
筆
誅
さ
れ
て
い
る
人
物
も
少
な
く

な
い
。

　行
司
が
大
阪
毎
日
新
聞
、
大
阪
朝
日
新
聞
で
あ
る
の
は
、
詐
欺

広
告
を
掲
載
し
読
者
と
い
う
多
数
人
に
害
を
与
え
て
い
る
新
聞
社

各
社
を
、
同
じ
土
俵
に
立
つ
も
の
と
し
て
同
時
に
攻
撃
を
加
え
て

い
る
の
だ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
る
。
江
戸
時
代
の
見
立
番
付
で
は
、

行
事
の
位
置
に
は
大
関
と
同
格
の
も
の
を
置
く
の
が
普
通
で
あ

る
。

『
滑
稽
新
聞
』
第
三
十
八
号
「
詐
欺
師 
野
口
茂
平
（
十
六
）
彼
奴

の
良
心
存
在
」（17） 

　『
滑
稽
新
聞
』
第
十
七
号
か
ら
連
載
さ
れ
て
い
た
「
詐
欺
師 

野

口
茂
平
」
の
十
六
回
目
で
あ
り
、
最
終
回
の
一
歩
手
前
に
当
た
る
。

記
事
の
内
容
と
し
て
、
野
口
に
は
同
居
し
て
い
る
保
と
い
う
息
子

が
い
る
。
そ
の
保
氏
が
毎
日
の
よ
う
に
立
ち
入
る
本
屋
の
主
人
が
、
滑
稽
社
記
者
に

物
語
し
た
と
い
う
話
を
掲
載
し
て
い
る
。

　本
屋
の
主
人
が
保
氏
に
「
肺
労
散
」
の
効
能
は
実
際
ど
う
な
の
だ
、
と
尋
ね
る
と

保
氏
は
、
肺
労
散
は
イ
カ
サ
マ
薬
で
あ
る
と
答
え
る
。
他
に
も
、
保
氏
が
『
滑
稽
新

聞
』
を
読
ん
で
い
る
と
、
父
（
野
口
）
が
自
分
を
叱
り
つ
け
る
こ
と
、
し
か
し
そ
ん

な
父
も
『
滑
稽
新
聞
』
を
読
ん
で
い
る
、
と
語
っ
た
と
い
う
こ
と
だ
っ
た
。
そ
れ
を

聞
い
た
宮
武
は
、野
口
が
息
子
を
叱
る
と
こ
ろ
に
彼
の
良
心
が
残
っ
て
い
る
と
言
い
、

叱
る
の
は
自
分
の
行
い
を
恥
じ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
、
と
推
測
し
て
い
る
。
そ
れ

な
ら
そ
の
良
心
を
社
会
の
人
に
も
引
き
延
ば
せ
、
と
言
い
締
め
く
く
っ
て
い
る
。

『
滑
稽
新
聞
』
第
四
十
八
号
広
告
欄
「
詐
欺
師
に
は
妙
薬
な
し
」（
図
２
参
照
）

　滑
稽
新
聞
の
広
告
欄
に
掲
載
さ
れ
た
パ
ロ
デ
ィ
広
告
で
あ
る
。
こ
の
元
と
な
っ
て

い
る
の
は
野
口
の「
肺
労
散
」の
広
告「
肺
病
に
は
妙
薬
な
し
」で
あ
る
。（
図
３
参
照
）

　二
つ
を
比
べ
て
み
る
と
、
文
字
の
フ
ォ
ン
ト
や
書
き
出
し
等
非
常
に
よ
く
似
て
い

る
こ
と
が
わ
か
る
が
、
内
容
が
違
う
の
は
誰
に
で
も
分
か
る
だ
ろ
う
。「
肺
労
散
」

の
広
告
を
思
わ
せ
な
が
ら
、
内
容
は
そ
れ
を
痛
烈
に
批
判
し
て
い
る
広
告
と
な
っ
て

お
り
、
注
意
喚
起
を
促
し
て
い
る
。

第
三
節

　
さ
ら
し
首
の
理
由

　先
述
の
「
明
治
発
明
家
列
伝
」
に
お
け
る
裁
判
沙
汰
に
つ
い
て
、
簡
単
に
経
緯
を

ま
と
め
て
お
き
た
い
。

　野
口
は
掲
載
さ
れ
た
殺
人
、
偽
装
の
件
に
つ
い
て
内
容
を
否
定
し
、
加
え
て
こ
の

記
事
が
誹
毀
罪
に
当
た
る
と
し
て
、
滑
稽
社
を
訴
え
た
の
で
あ
る
。
明
治
三
四
年

（
一
九
〇
一
）
十
一
月
、
初
公
判
を
迎
え
た
滑
稽
社
は
、
偽
装
事
件
の
被
害
者
か
ら

は
証
言
が
あ
り
、
ま
た
、
野
口
茂
平
の
詐
欺
師
た
る
所
以
を
証
明
す
る
に
は
、
彼
の

私
的
な
経
歴
を
述
べ
る
の
は
避
け
ら
れ
な
い
こ
と
だ
と
主
張
し
た
が
、
証
明
を
行
う

に
も
筋
に
沿
っ
て
お
ら
ず
、
誹
毀
に
該
当
す
る
と
の
理
由
か
ら
敗
訴
と
な
る
。
判
決

は
署
名
発
行
人
で
あ
る
山
田
金
二
に
「
重
禁
錮
一
月
、
罰
金
五
円
」
と
い
う
結
果
と

図２　「詐欺師には妙薬なし」（18） 

図３　「肺病には妙薬なし」（19） 
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な
っ
た
。
控
訴
を
す
る
も
、
明
治
三
五
年
（
一
九
〇
二
）
二
月
に
「
原
判
決
を
取
消

に
は
す
る
が
被
告
は
重
禁
錮
一
月
、罰
金
五
円
」
と
い
う
不
可
思
議
な
結
果
と
な
る
。

さ
ら
に
大
阪
控
訴
院
へ
控
訴
す
る
と
、
以
前
の
裁
判
結
果
か
ら
、
筋
に
沿
っ
た
証
明

を
行
う
と
共
に
、
彼
の
名
誉
を
毀
損
す
る
意
図
は
な
く
熱
意
に
基
づ
い
た
も
の
で
あ

る
為
、
情
状
酌
量
が
適
用
さ
れ
る
べ
き
と
主
張
す
る
。
し
か
し
、
同
年
四
月
に
訴
え

は
棄
却
さ
れ
、
名
誉
棄
損
に
つ
い
て
有
罪
と
い
う
結
果
に
終
わ
っ
た
。
こ
の
よ
う
に

執
拗
に
繰
り
返
し
控
訴
を
行
う
の
に
は
、
裁
判
の
判
決
結
果
を
掲
載
し
、
読
者
に
正

し
い
判
断
を
し
て
も
ら
う
、
と
い
う
考
え
が
あ
っ
た
と
吉
野
氏
は
述
べ
て
い
る
。

　こ
の
一
件
を
き
っ
か
け
に
宮
武
は
『
滑
稽
新
聞
』
第
二
十
六
号
か
ら
、
誌
面
上
に

て
大
赦
す
る
第
一
〇
〇
号
ま
で
、新
聞
記
事
内
や
広
告
欄
な
ど
違
い
は
あ
る
も
の
の
、

野
口
の
似
顔
絵
の
さ
ら
し
首
を
掲
載
し
続
け
る
。「
詐
欺
師
野
口
茂
平
」
の
十
七
篇

よ
り
、「
野
口
茂
平
の
梟
首
は
彼
が
自
己
を
顧
み
ず
本
社
に
對
し
て
誹
毀
罪
の
告
訴

を
起
こ
し
た
爲
め
」（20） 

と
明
確
な
理
由
が
明
か
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
が
、
裁
判
で
不

当
な
結
果
を
受
け
た
宮
武
な
り
の
反
論
の
方
法
で
あ
っ
た
。
さ
ら
し
首
を
当
初
の
ま

ま
載
せ
続
け
る
だ
け
で
は
つ
ま
ら
な
い
と
考
え
た
の
か
、
回
を
重
ね
る
ご
と
に
首
の

脇
に
カ
ラ
ス
を
登
場
さ
せ
た
り
、
そ
の
カ
ラ
ス
に
糞
を
か
け
さ
せ
た
り
、
果
て
は
首

を
瓶
詰
に
し
た
り
と
、
バ
ラ
エ
テ
ィ
に
富
む
こ
と
で
読
者
を
飽
き
さ
せ
な
か
っ
た
。

こ
の
さ
ら
し
首
を
掲
載
し
続
け
る
こ
と
も
、
野
口
の
信
条
で
あ
る
「
繰
り
返
し
筆
誅

す
る
こ
と
」
に
対
応
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
。

第
二
章

　
結
核
と
薬

第
一
節

　
明
治
期
の
結
核
の
認
識
と
医
療
体
制

　こ
の
章
で
は
肺
労
散
事
件
を
歴
史
的
に
読
み
解
い
て
い
く
た
め
に
、
結
核
と
治
療

に
つ
い
て
述
べ
て
い
く
。
一
節
で
は
明
治
当
該
期
の
結
核
の
認
識
と
医
療
体
制
に
つ

い
て
、
二
節
で
は
、
当
該
期
の
具
体
的
な
結
核
治
療
例
と
し
て
、
正
岡
子
規
と
高
山

樗
牛
の
そ
れ
ぞ
れ
の
治
療
過
程
を
見
て
い
く
。

　明
治
当
時
の
言
い
方
で
結
核
は
、
結
核
以
外
に
も
肺
病
と
称
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る

が
、
こ
こ
で
は
本
文
引
用
等
以
外
で
は
結
核
と
い
う
呼
び
方
に
統
一
す
る
。

　第
一
節
全
体
を
通
し
て
福
田
眞
人
氏
の
『
結
核
の
文
化
史
』（21） 

、『
結
核
と
い
う

文
化
―
病
の
比
較
文
化
史
―
』（22） 

、
常
石
敬
一
氏
『
結
核
と
日
本
人
―
医
療
政
策
を

検
証
す
る
―
』（23） 

を
参
考
に
し
て
い
る
。

　結
核
と
は
結
核
菌
と
い
う
細
菌
に
よ
る
慢
性
伝
染
病
の
こ
と
で
あ
る
。
菌
を
出
す

人
（
排
菌
者
）
と
の
接
触
に
よ
り
感
染
す
る
。
大
部
分
が
唾
や
く
し
ゃ
み
を
媒
介
と

し
、
口
ま
た
は
鼻
か
ら
気
管
を
通
っ
て
結
核
菌
が
肺
に
入
り
感
染
す
る
場
合
が
多
い

こ
と
か
ら
、
経
口
感
染
と
考
え
ら
れ
る
。
結
核
と
聞
く
と
肺
結
核
と
考
え
る
人
が
少

な
く
な
い
が
、
実
際
に
は
全
身
の
ほ
と
ん
ど
の
部
位
に
感
染
す
る
た
め
、
腸
結
核
や

肝
臓
結
核
、
咽
喉
結
核
等
多
く
み
ら
れ
る
。
他
の
細
菌
に
比
べ
て
繁
殖
の
速
度
が
非

常
に
遅
く
、
感
染
し
て
か
ら
明
ら
か
な
初
期
症
状
が
出
る
ま
で
四
～
六
週
間
と
時
間

が
か
か
る
た
め
経
過
が
緩
慢
な
事
、
感
染
と
発
病
が
別
で
あ
る
こ
と
、
再
発
、
再
燃

（
休
止
し
て
い
た
病
巣
が
再
び
活
動
的
に
な
る
事
）、
転
移
が
あ
る
こ
と
が
大
き
な
特

徴
で
あ
る
。

　一
八
八
二
年
に
ド
イ
ツ
の
細
菌
学
者
ロ
ー
ベ
ル
ト
・
コ
ッ
ホ
が
、
原
因
で
あ
る
結

核
菌
を
発
見
す
る
ま
で
、
医
学
者
や
科
学
者
、
宗
教
家
、
思
想
家
さ
え
も
が
結
核
の

原
因
を
探
求
し
、
治
療
法
を
考
究
し
て
き
た
。
考
え
ら
れ
た
原
因
は
様
々
で
、
神
へ

の
罪
を
犯
し
た
者
の
罰
と
い
う
宗
教
的
な
も
の
、
惑
星
や
衛
星
の
運
行
が
人
体
に
影

響
を
与
え
る
占
星
術
的
疾
病
観
、
そ
れ
と
密
接
に
連
携
し
た
地
球
的
原
因
、
人
体
に

お
け
る
四
体
液
の
バ
ラ
ン
ス
の
崩
れ
が
原
因
と
い
う
液
体
病
理
学
説
な
ど
が
あ
っ

た
。
は
た
ま
た
苦
悶
、
懊
悩
、
恋
へ
の
情
熱
、
性
的
欲
求
不
満
と
い
っ
た
人
間
の
感

情
に
関
わ
る
も
の
の
ほ
か
、
肺
病
患
者
の
傾
向
か
ら
上
流
階
級
の
病
気
、
才
能
あ
る

者
の
病
気
と
考
え
ら
れ
た
こ
と
も
あ
っ
た
。

　医
療
関
係
者
発
信
の
考
え
は
、
遺
伝
説
（
同
じ
家
系
内
に
遺
伝
的
形
質
と
し
て
伝

わ
る
と
い
う
考
え
）と
伝
染
説（
人
か
ら
人
へ
伝
染
す
る
と
い
う
考
え
）で
あ
り
、コ
ッ

ホ
が
結
核
菌
を
発
見
し
た
同
じ
年
、
福
沢
諭
吉
は
明
治
一
五
年
（
一
八
八
二
）
三
月

二
五
、二
七
日
に
掲
載
さ
れ
た
『
時
事
新
報
』
の
な
か
の
「
遺
傳
病
之
能
力
」
と
い

う
論
説
の
中
で
、

肺
病
、
癩ら

い

病び
ょ
う、

梅
毒
、
癲て

ん

狂き
ょ
うの

諸
病
は
、
親
子
相
傳
へ
兄
弟
姉
妹
其
質
を
共
に

し
て
之
を
免
か
る
ゝ
こ
と
難
し
。（
後
略
）（24） 

と
遺
伝
説
を
論
じ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
誤
っ
た
考
え
で
あ
り
、
同
時
期
の
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
で
は
否
定
さ
れ
て
い
る
考
え
で
あ
る
。

　一
八
八
九
年
に
は
肺
病
治
療
室
が
帝
国
大
学
医
学
科
大
学
に
、
須
磨
に
は
結
核
療
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（22）（23）
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が
、
民
衆
や
滑
稽
新
聞
愛
読
者
ま
で
皮
肉
る
記
事
も
書
い
て
い
る
。

　こ
の
よ
う
に
幅
広
い
筆
誅
の
対
象
の
な
か
で
、
本
論
で
と
り
あ
げ
る
の
は
、
宮
武

と
同
じ
く
大
阪
で
活
躍
し
て
い
た
売
薬
人
、
野
口
茂
平
で
あ
る
。

　宮
武
研
究
の
第
一
人
者
で
あ
る
吉
野
孝
雄
氏

（10） 

や
、
雑
誌
等
で
広
く
宮
武
を
紹

介
し
た
赤
瀬
川
原
平
氏

（11） 

、
宮
武
が
影
響
を
受
け
た
『
団
団
珍
聞
』
に
も
精
通
し

て
お
り
、
宮
武
の
評
伝
も
手
掛
け
た
木
本
至
氏

（12） 

ら
は
こ
の
一
件
に
つ
い
て
、
さ

ら
し
首
な
ど
の
絵
画
的
筆
誅
記
事
を
中
心
に
、
滑
稽
新
聞
か
ら
抜
粋
し
て
紹
介
し
て

い
る
。
三
氏
は
、
滑
稽
新
聞
か
ら
読
み
取
れ
る
宮
武
の
攻
撃
意
見
や
、
同
誌
で
ど
の

よ
う
に
野
口
が
筆
誅
さ
れ
て
い
る
か
紹
介
す
る
の
み
で
、
筆
誅
を
受
け
た
野
口
が
、

実
際
に
は
ど
の
よ
う
な
医
学
知
識
・
関
心
を
持
ち
、
肺
労
散
発
売
に
至
っ
た
の
か
、

当
時
の
結
核
治
療
の
水
準
と
い
っ
た
点
へ
の
言
及
は
行
っ
て
い
な
い
。（
宮
武
も
当

時
の
結
核
治
療
に
つ
い
て
『
滑
稽
新
聞
』
に
て
、
肺
労
散
を
は
じ
め
と
し
た
広
告
に

よ
る
薬
の
使
用
に
つ
い
て
注
意
喚
起
を
し
て
い
る
が
、
解
決
策
と
し
て
は
医
師
に
相

談
す
る
程
度
し
か
言
及
し
て
い
な
い
）
宮
武
の
筆
誅
対
象
の
実
像
や
当
時
の
社
会
の

な
か
で
の
位
置
付
け
を
検
討
す
る
こ
と
は
、野
口
の
事
例
の
み
な
ら
ず
、宮
武
の
〈
諷

刺
〉
の
実
態
を
検
討
す
る
上
で
も
重
要
で
あ
る
。

　野
口
茂
平
と
い
う
人
物
に
つ
い
て
、
詳
し
く
は
三
章
で
述
べ
る
と
し
て
、
こ
こ
で

は
宮
武
と
野
口
の
筆
誅
事
件
の
概
要
と
、
実
際
の
雑
誌
記
事
を
見
て
い
く
こ
と
に
す

る
。　野

口
茂
平
は
、
自
身
の
会
社
で
あ
る
立
志
堂
野
口
合
名
会
社
か
ら
「
肺
労
散
」
と

い
う
薬
を
販
売
し
て
い
た
。
こ
の
薬
は
肺
病
、
現
在
の
結
核
の
特
効
薬
と
し
て
売
り

出
さ
れ
て
い
た
も
の
で
あ
る
。
野
口
自
身
が
同
会
社
で
発
行
し
て
い
た『
肺
病
新
論
』

（
本
書
に
つ
い
て
も
第
三
章
で
詳
述
す
る
）
と
い
う
小
冊
子
に
は
、「
肺
労
散
」
を
服

薬
し
肺
病
が
完
治
し
た
と
い
う
礼
状
が
掲
載
さ
れ
、
病
に
苦
し
む
人
た
ち
は
都
市
地

方
に
限
ら
ず
買
い
求
め
た
と
い
う
。
し
か
し
、
宮
武
は
こ
の
「
肺
労
散
」
を
全
く
効

能
の
無
い
薬
で
あ
り
、
野
口
は
こ
う
し
た
薬
を
高
値
で
売
り
捌
き
、
金
儲
け
を
す

る
「
詐
欺
師
」
で
あ
る
、
と
断
言
し
た
の
で
あ
る
。
そ
の
筆
誅
は
、
一
節
で
紹
介
し

た
宮
武
自
身
の
言
葉
通
り
、
反
覆
さ
れ
長
き
に
亘
っ
て
続
け
ら
れ
た
。『
滑
稽
新
聞
』

第
二
号
か
ら
始
ま
っ
た
野
口
へ
の
筆
誅
は
、四
十
二
号
ま
で
ほ
ぼ
毎
号
掲
載
さ
れ（
表

一
参
照
）、
年
月
で
は
約
二
年
間
に
も
及
ん
だ
。

表
1

　『
滑
稽
新
聞
』
掲
載
の
野
口
茂
平
に
関
す
る
記
事

発
行
年
月
日

号
数

見
出
し
記
事

明
治
33
年

　8
月
22
日

※

野
口
茂
平
『
肺
病
新
論
』
発
行

明
治
34
年

　2
月
25
日

第
2
号

投
票
概
況

　大
阪
紳
士
十
五
傑
/
金
儲
手
引
草
/
呆
れ
売
薬

　
　
　
　
　3

月
25
日

第
3
号

大
阪
紳
士
十
五
傑

　投
票
結
果

　
　
　
　
　5

月
20
日

第
6
号

滑
稽
記
者
入
獄
未
来
記
（
2
）
/
詐
欺
広
告
日
誌
（
1
）

　
　
　
　
　6

月
5
日

第
7
号

癇
癪
物
語

　
　
　
　
　7

月
10
日

第
9
号

舞
文
曲
筆

　
　
　
　
　7

月
25
日

第
10
号

葦
分
舟 

新
聞
記
者
の
天
職
/
詐
欺
広
告
日
誌
（
4
）

　
　
　
　
　8

月
5
日

第
11
号

詐
欺
広
告
日
誌
（
5
）

　
　
　
　
　9

月
10
日

第
13
号

詐
欺
広
告
日
誌
（
7
）
/
明
治
発
明
家
列
伝
（
序
）

　
　
　
　
　9

月
25
日

第
14
号

詐
欺
広
告
日
誌
（
8
）

　
　
　
　
　10

月
14
日

第
15
号

明
治
発
明
家
列
伝
（
3
）
/
詐
欺
広
告
日
誌
（
９
）

　
　
　
　
　10

月
25
日

第
16
号

野
口
、
誹
毀
罪
の
告
訴
を
定
期
す
（
広
告
欄
）

　
　
　
　
　11

月
5
日

第
17
号

詐
欺
師
野
口
茂
平
（
1
）
/
詐
欺
師
広
告
日
誌
（
10
）
/
鋏
と
糊

日
本
滑
稽
大
辞
林
【
う
の
部
】

　
　
　
　
　11

月
20
日

第
18
号

詐
欺
師
野
口
茂
平
（
2
）
/
詐
欺
師
広
告
日
記
（
11
）
/
葦
分
舟 

詐
欺
師
茂

平
事
件
/
近
事
雑
報 

詐
欺
師
茂
平
事
件
/
日
本
滑
稽
大
辞
林
【
え
の
部
】

　
　
　
　
　12

月
5
日

第
19
号

詐
欺
師
野
口
茂
平
（
3
）
/
詐
欺
師
広
告
日
記
（
12
）

葦
分
舟 

詐
欺
師
画
報
/
日
本
滑
稽
大
辞
林
【
お
の
部
】

　
　
　
　
　12

月
31
日

※

野
口
茂
平
『
肺
病
新
論
』（
第
二
刷
）
発
行

明
治
35
年

　1
月
1
日

第
21
号

詐
欺
師
野
口
茂
平
（
4
）
/
葦
分
舟 

野
口
茂
平
自
像
画
報
事
件

大
阪
広
告
詐
欺
師
番
付
/
日
本
滑
稽
大
辞
林
【
か
の
部
】

　
　
　
　
　2

月
5
日

第
22
号

日
本
滑
稽
大
辞
林
【
き
の
部
】
/
大
阪
朝
日
新
聞
の
偽
公
益

　
　
　
　
　2

月
25
日

第
23
号

詐
欺
師
野
口
茂
平
（
5
）
/
人
首
の
黒
焼
日
本
滑
稽
大
辞
林
【
く
の
部
】

　
　
　
　
　3

月
10
日

第
24
号

詐
欺
師
野
口
茂
平
（
6
）
/
近
事
雑
報 

詐
欺
師
茂
平
事
件
/
日
本
滑
稽
大
辞

林
【
け
の
部
】

　
　
　
　
　4

月
5
日

第
25
号

詐
欺
師
広
告
雑
記
/
日
本
滑
稽
大
辞
林
【
こ
の
部
】

　
　
　
　
　4

月
15
日

第
26
号

詐
欺
師
野
口
茂
平
（
7
）
/
日
本
滑
稽
大
辞
林
【
さ
の
部
】

　
　
　
　
　4

月
25
日

第
27
号

詐
欺
師
野
口
茂
平
（
8
）
/
近
事
雑
報 

詐
欺
師
茂
平
事
件
/
日
本
滑
稽
大
辞

林
【
し
の
部
】

　
　
　
　
　5

月
5
日

第
28
号

詐
欺
師
野
口
茂
平
（
9
）
/
日
本
滑
稽
大
辞
林
【
す
の
部
】

　
　
　
　
　5

月
20
日

第
29
号

葦
分
舟 

偽
の
取
消
申
込
書
、
休
載
報
告
/
日
本
滑
稽
大
辞
林
【
せ
の
部
】

　
　
　
　
　6

月
15
日

第
30
号

日
本
滑
稽
大
辞
林
【
そ
の
部
】
/
美
醜
物
語
/
今
と
昔

　
　
　
　
　7

月
1
日

第
31
号

詐
欺
師
野
口
茂
平
（
10
）
/
滑
稽
新
聞
社
の
詐
欺
/
な
れ
な
れ
集 

上
/
日
本

滑
稽
大
辞
林
【
た
の
部
】
/
新
古
細
工

　
　
　
　
　7

月
15
日

第
32
号

詐
欺
師
野
口
茂
平
（
11
）
/
日
本
滑
稽
大
辞
林
【
ち
の
部
】
な
れ
な
れ
集 

下

/
葦
分
舟 

謎
の
新
題
答
案

　
　
　
　
　8

月
1
日

第
33
号

詐
欺
師
野
口
茂
平
（
12
）
/
日
本
滑
稽
大
辞
林
【
つ
の
部
】
葦
分
舟 

大
阪
の

三
野
口

　
　
　
　
　8

月
15
日

第
34
号

詐
欺
師
野
口
茂
平
（
13
）
/
日
本
滑
稽
大
辞
林
【
て
の
部
】

　
　
　
　
　9

月
5
日

第
35
号

詐
欺
師
野
口
茂
平
（
14
）
/
日
本
滑
稽
大
辞
林
【
と
の
部
】
特
別
寄
書

　
　
　
　
　10

月
20
日

第
36
号

詐
欺
師
野
口
茂
平
（
15
）
/
日
本
滑
稽
大
辞
林
【
な
の
部
】

　
　
　
　
　11

月
1
日

第
37
号

日
本
滑
稽
大
辞
林
【
に
部
】
/
詐
欺
広
告
雑
記

5
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　11

月
20
日

第
38
号

詐
欺
師
野
口
茂
平
（
16
）
/
日
本
滑
稽
大
辞
林
【
ぬ
部
】

　
　
　
　
　12

月
5
日

第
39
号

日
本
滑
稽
大
辞
林
【
ね
部
】

　
　
　
　
　12

月
5
日

第
40
号

葦
分
舟
/
滑
稽
小
辞
林
/
広
告

明
治
36
年

　1
月
1
日

第
41
号

日
本
滑
稽
大
辞
林
【
の
の
部
】
/
滑
稽
裁
判
録
事
/
葦
分
舟

　
　
　
　
　1

月
10

第
42
号

日
本
滑
稽
大
辞
林
【
は
の
部
】
上

　
　
　
　
　2

月
20

第
43
号

詐
欺
師
野
口
茂
平
（
17
）
/
日
本
滑
稽
大
辞
林
【
は
の
部
】
下

明
治
38
年

　7
月
20
日

第
100
号

我
社
の
特
典
（
肝
癪
明
王
の
諭
旨
）

・『
滑
稽
新
聞
』（
吉
野
孝
雄
『
宮
武
外
骨
此
中
に
あ
り
6
～
10

　滑
稽
新
聞
：
完
全
版
1
～
５
』
ゆ
ま
に
書
房

　一
九
九
三

～
一
九
九
四
年
）
を
元
に
制
作
し
、
野
口
に
関
連
、
ま
た
肺
労
散
に
つ
い
て
触
れ
た
記
事
の
み
を
選
出
し
た
。

・
第
40
号
は
第
39
号
の
付
録
と
し
て
発
行
さ
れ
た
号
で
あ
る
た
め
発
行
年
数
が
同
一
で
あ
る
。

・「
詐
欺
師
野
口
茂
平
」
の
連
載
は
43
号
で
終
了
す
る
。
し
か
し
「
日
本
滑
稽
大
辞
林
」
に
は
最
終
文
字
【
を
の
部
】（
ら
行

は
一
回
に
ま
と
め
ら
れ
た
）
ま
で
毎
号
登
場
し
た
。

　『
滑
稽
新
聞
』
の
方
針
は
既
に
述
べ
て
い
る
が
、
十
号
「
葦
分
舟
中
（
新
聞
記
者

の
天
職
）」
で
は
、

新
聞
記
者
の
天
職
と
す
る
處
は
社
会
を
標
準
と
す
る
に
あ
り
、
滑
稽
記
者
は
強

盗
又
は
殺
人
等
の
個
迅
に
対
す
る
犯
罪
よ
り
は
社
会
の
多
数
人
を
害
す
る
野
口

茂
平
等
の
如
き
広
告
詐
欺
師
の
連
中
を
憎
む
べ
き
大
罪
人
と
し
て
筆
誅
す
る
の

だ
（13）

と
野
口
の
具
体
的
な
名
前
が
挙
が
っ
て
い
る
。
ま
た
、
二
十
四
号
「
癇
癪
玉
」
で
は

　
　彼

の
大
詐
欺
師
野
口
茂
平
の
如
き
は

　
　彼

者
が
自
滅
す
る
の
時
來
る
か

　
　彼

者
が
改
心
の
實
狀
を
現
す
の
時
來
る
か

　
　我

社
が
不
幸
非
運
に
し
て
廢
絶
す
る
の
時
來
る
か

の
三
者
に
あ
ら
ず
ん
ば
我
社
は
彼
者
を
誅
伐
す
る
の
記
事
と
行
動
と
は
之
を
中

止
す
る
事
な
き
な
り

（14） 

と
強
い
決
意
を
顕
わ
に
し
て
い
る
。

　宮
武
は
筆
誅
と
し
て
ど
の
よ
う
な
記
事
を
書
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
手
法
の
幅
は

パ
ロ
デ
ィ
化
や
見
立
、
似
顔
絵
と
い
っ
た
視
覚
的
に
訴
え
る
も
の
か
ら
、
純
粋
に
文

章
で
皮
肉
を
加
え
な
が
ら
、
痛
烈
に
攻
撃
を
加
え
て
い
る
も
の
ま
で
、
実
に
豊
か
で

あ
る
。
特
徴
的
な
数
作
品
か
ら
、
ど
の
よ
う
な
筆
誅
が
さ
れ
て
い
た
の
か
見
て
い
き

た
い
。

『
滑
稽
新
聞
』
第
十
五
号
「
明
治
発
明
家
列
伝
（
三
）」（15） 

　『
滑
稽
新
聞
』
内
の
連
載
記
事
「
明
治
発
明
家
列
伝
」
の
第
三
回
目
に
取
り
上
げ

ら
れ
て
い
る
。
越
中
国
富
山
の
出
身
で
あ
り
立
志
堂
主
人
、
現
大
阪
市
会
議
員
で
肺

労
散
の
発
明
者
と
い
う
簡
単
な
野
口
の
経
歴
を
初
め
に
書
い
て
い
る
。
続
け
て
、
土

佐
の
高
知
で
強
盗
殺
人
を
犯
し
た
と
い
う
話
や
、
薬
種
問
屋
春
元
重
助
方
へ
の
借
金

三
百
円
を
、
偽
装
の
証
書
や
印
形
を
用
い
て
な
か
っ
た
こ
と
に
し
た
話
な
ど
が
、
大

阪
薬
業
家
中
の
評
判
と
し
て
書
か
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
噂
で
あ
る
た
め
真
偽
は
定

か
で
な
い
が
、
人
柄
に
つ
い
て
信
用
を
失
う
よ
う
な
も
の
ば
か
り
で
あ
る
。
こ
の
記

事
に
つ
い
て
、
後
に
裁
判
沙
汰
に
ま
で
発
展
す
る
の
だ
が
、
詳
し
く
は
三
節
で
述
べ

る
と
す
る
。
事
件
の
中
心
と
な
る
「
肺
労
散
」
に
つ
い
て
は
、
材
料
の
一
部
で
あ
る

「
牛ご

黄お
う

」
が
と
て
も
高
級
品
で
品
数
が
少
な
い
も
の
で
あ
る
か
ら
、
偽
っ
て
安
価
な

も
の
を
混
ぜ
て
製
し
て
い
る
に
違
い
な
い
な
ど
と
批
判
し
て
い
る
。

『
滑
稽
新
聞
』
第
二
十
一
号
「
大
阪
広
告
詐
欺
師
番
付
」（
図
１
参
照
）

　江
戸
時
代
に
人
気
だ
っ
た
番
付
を
パ
ロ
デ
ィ
化
し
た
も
の
で
あ
る
。「
明
治
発
明

家
列
伝
」
と
は
違
い
文
章
で
批
判
す
る
の
で
は
な
く
、
視
覚
的
に
訴
え
る
記
事
で
あ

る
。
通
常
番
付
で
は
良
い
も
の
ほ
ど
上
位
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
。
だ
が
、
野
口
が
外

枠
に
横
綱
と
し
て
掲
載
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
詐
欺
師
番
付
で
は
詐
欺
の
悪

図１「大阪広告詐欺師番付」（16） 
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4

が
、
民
衆
や
滑
稽
新
聞
愛
読
者
ま
で
皮
肉
る
記
事
も
書
い
て
い
る
。

　こ
の
よ
う
に
幅
広
い
筆
誅
の
対
象
の
な
か
で
、
本
論
で
と
り
あ
げ
る
の
は
、
宮
武

と
同
じ
く
大
阪
で
活
躍
し
て
い
た
売
薬
人
、
野
口
茂
平
で
あ
る
。

　宮
武
研
究
の
第
一
人
者
で
あ
る
吉
野
孝
雄
氏

（10） 

や
、
雑
誌
等
で
広
く
宮
武
を
紹

介
し
た
赤
瀬
川
原
平
氏

（11） 

、
宮
武
が
影
響
を
受
け
た
『
団
団
珍
聞
』
に
も
精
通
し

て
お
り
、
宮
武
の
評
伝
も
手
掛
け
た
木
本
至
氏

（12） 

ら
は
こ
の
一
件
に
つ
い
て
、
さ

ら
し
首
な
ど
の
絵
画
的
筆
誅
記
事
を
中
心
に
、
滑
稽
新
聞
か
ら
抜
粋
し
て
紹
介
し
て

い
る
。
三
氏
は
、
滑
稽
新
聞
か
ら
読
み
取
れ
る
宮
武
の
攻
撃
意
見
や
、
同
誌
で
ど
の

よ
う
に
野
口
が
筆
誅
さ
れ
て
い
る
か
紹
介
す
る
の
み
で
、
筆
誅
を
受
け
た
野
口
が
、

実
際
に
は
ど
の
よ
う
な
医
学
知
識
・
関
心
を
持
ち
、
肺
労
散
発
売
に
至
っ
た
の
か
、

当
時
の
結
核
治
療
の
水
準
と
い
っ
た
点
へ
の
言
及
は
行
っ
て
い
な
い
。（
宮
武
も
当

時
の
結
核
治
療
に
つ
い
て
『
滑
稽
新
聞
』
に
て
、
肺
労
散
を
は
じ
め
と
し
た
広
告
に

よ
る
薬
の
使
用
に
つ
い
て
注
意
喚
起
を
し
て
い
る
が
、
解
決
策
と
し
て
は
医
師
に
相

談
す
る
程
度
し
か
言
及
し
て
い
な
い
）
宮
武
の
筆
誅
対
象
の
実
像
や
当
時
の
社
会
の

な
か
で
の
位
置
付
け
を
検
討
す
る
こ
と
は
、野
口
の
事
例
の
み
な
ら
ず
、宮
武
の
〈
諷

刺
〉
の
実
態
を
検
討
す
る
上
で
も
重
要
で
あ
る
。

　野
口
茂
平
と
い
う
人
物
に
つ
い
て
、
詳
し
く
は
三
章
で
述
べ
る
と
し
て
、
こ
こ
で

は
宮
武
と
野
口
の
筆
誅
事
件
の
概
要
と
、
実
際
の
雑
誌
記
事
を
見
て
い
く
こ
と
に
す

る
。　野

口
茂
平
は
、
自
身
の
会
社
で
あ
る
立
志
堂
野
口
合
名
会
社
か
ら
「
肺
労
散
」
と

い
う
薬
を
販
売
し
て
い
た
。
こ
の
薬
は
肺
病
、
現
在
の
結
核
の
特
効
薬
と
し
て
売
り

出
さ
れ
て
い
た
も
の
で
あ
る
。
野
口
自
身
が
同
会
社
で
発
行
し
て
い
た『
肺
病
新
論
』

（
本
書
に
つ
い
て
も
第
三
章
で
詳
述
す
る
）
と
い
う
小
冊
子
に
は
、「
肺
労
散
」
を
服

薬
し
肺
病
が
完
治
し
た
と
い
う
礼
状
が
掲
載
さ
れ
、
病
に
苦
し
む
人
た
ち
は
都
市
地

方
に
限
ら
ず
買
い
求
め
た
と
い
う
。
し
か
し
、
宮
武
は
こ
の
「
肺
労
散
」
を
全
く
効

能
の
無
い
薬
で
あ
り
、
野
口
は
こ
う
し
た
薬
を
高
値
で
売
り
捌
き
、
金
儲
け
を
す

る
「
詐
欺
師
」
で
あ
る
、
と
断
言
し
た
の
で
あ
る
。
そ
の
筆
誅
は
、
一
節
で
紹
介
し

た
宮
武
自
身
の
言
葉
通
り
、
反
覆
さ
れ
長
き
に
亘
っ
て
続
け
ら
れ
た
。『
滑
稽
新
聞
』

第
二
号
か
ら
始
ま
っ
た
野
口
へ
の
筆
誅
は
、四
十
二
号
ま
で
ほ
ぼ
毎
号
掲
載
さ
れ（
表

一
参
照
）、
年
月
で
は
約
二
年
間
に
も
及
ん
だ
。

表
1

　『
滑
稽
新
聞
』
掲
載
の
野
口
茂
平
に
関
す
る
記
事

発
行
年
月
日

号
数

見
出
し
記
事

明
治
33
年

　8
月
22
日

※

野
口
茂
平
『
肺
病
新
論
』
発
行

明
治
34
年

　2
月
25
日

第
2
号

投
票
概
況

　大
阪
紳
士
十
五
傑
/
金
儲
手
引
草
/
呆
れ
売
薬

　
　
　
　
　3

月
25
日

第
3
号

大
阪
紳
士
十
五
傑

　投
票
結
果

　
　
　
　
　5

月
20
日

第
6
号

滑
稽
記
者
入
獄
未
来
記
（
2
）
/
詐
欺
広
告
日
誌
（
1
）

　
　
　
　
　6

月
5
日

第
7
号

癇
癪
物
語

　
　
　
　
　7

月
10
日

第
9
号

舞
文
曲
筆

　
　
　
　
　7

月
25
日

第
10
号

葦
分
舟 

新
聞
記
者
の
天
職
/
詐
欺
広
告
日
誌
（
4
）

　
　
　
　
　8

月
5
日

第
11
号

詐
欺
広
告
日
誌
（
5
）

　
　
　
　
　9

月
10
日

第
13
号

詐
欺
広
告
日
誌
（
7
）
/
明
治
発
明
家
列
伝
（
序
）

　
　
　
　
　9

月
25
日

第
14
号

詐
欺
広
告
日
誌
（
8
）

　
　
　
　
　10

月
14
日

第
15
号

明
治
発
明
家
列
伝
（
3
）
/
詐
欺
広
告
日
誌
（
９
）

　
　
　
　
　10

月
25
日

第
16
号

野
口
、
誹
毀
罪
の
告
訴
を
定
期
す
（
広
告
欄
）

　
　
　
　
　11

月
5
日

第
17
号

詐
欺
師
野
口
茂
平
（
1
）
/
詐
欺
師
広
告
日
誌
（
10
）
/
鋏
と
糊

日
本
滑
稽
大
辞
林
【
う
の
部
】

　
　
　
　
　11

月
20
日

第
18
号

詐
欺
師
野
口
茂
平
（
2
）
/
詐
欺
師
広
告
日
記
（
11
）
/
葦
分
舟 

詐
欺
師
茂

平
事
件
/
近
事
雑
報 

詐
欺
師
茂
平
事
件
/
日
本
滑
稽
大
辞
林
【
え
の
部
】

　
　
　
　
　12

月
5
日

第
19
号

詐
欺
師
野
口
茂
平
（
3
）
/
詐
欺
師
広
告
日
記
（
12
）

葦
分
舟 

詐
欺
師
画
報
/
日
本
滑
稽
大
辞
林
【
お
の
部
】

　
　
　
　
　12

月
31
日

※

野
口
茂
平
『
肺
病
新
論
』（
第
二
刷
）
発
行

明
治
35
年

　1
月
1
日

第
21
号

詐
欺
師
野
口
茂
平
（
4
）
/
葦
分
舟 

野
口
茂
平
自
像
画
報
事
件

大
阪
広
告
詐
欺
師
番
付
/
日
本
滑
稽
大
辞
林
【
か
の
部
】

　
　
　
　
　2

月
5
日

第
22
号

日
本
滑
稽
大
辞
林
【
き
の
部
】
/
大
阪
朝
日
新
聞
の
偽
公
益

　
　
　
　
　2

月
25
日

第
23
号

詐
欺
師
野
口
茂
平
（
5
）
/
人
首
の
黒
焼
日
本
滑
稽
大
辞
林
【
く
の
部
】

　
　
　
　
　3

月
10
日

第
24
号

詐
欺
師
野
口
茂
平
（
6
）
/
近
事
雑
報 

詐
欺
師
茂
平
事
件
/
日
本
滑
稽
大
辞

林
【
け
の
部
】

　
　
　
　
　4

月
5
日

第
25
号

詐
欺
師
広
告
雑
記
/
日
本
滑
稽
大
辞
林
【
こ
の
部
】

　
　
　
　
　4

月
15
日

第
26
号

詐
欺
師
野
口
茂
平
（
7
）
/
日
本
滑
稽
大
辞
林
【
さ
の
部
】

　
　
　
　
　4

月
25
日

第
27
号

詐
欺
師
野
口
茂
平
（
8
）
/
近
事
雑
報 

詐
欺
師
茂
平
事
件
/
日
本
滑
稽
大
辞

林
【
し
の
部
】

　
　
　
　
　5

月
5
日

第
28
号

詐
欺
師
野
口
茂
平
（
9
）
/
日
本
滑
稽
大
辞
林
【
す
の
部
】

　
　
　
　
　5

月
20
日

第
29
号

葦
分
舟 

偽
の
取
消
申
込
書
、
休
載
報
告
/
日
本
滑
稽
大
辞
林
【
せ
の
部
】

　
　
　
　
　6

月
15
日

第
30
号

日
本
滑
稽
大
辞
林
【
そ
の
部
】
/
美
醜
物
語
/
今
と
昔

　
　
　
　
　7

月
1
日

第
31
号

詐
欺
師
野
口
茂
平
（
10
）
/
滑
稽
新
聞
社
の
詐
欺
/
な
れ
な
れ
集 

上
/
日
本

滑
稽
大
辞
林
【
た
の
部
】
/
新
古
細
工

　
　
　
　
　7

月
15
日

第
32
号

詐
欺
師
野
口
茂
平
（
11
）
/
日
本
滑
稽
大
辞
林
【
ち
の
部
】
な
れ
な
れ
集 

下

/
葦
分
舟 

謎
の
新
題
答
案

　
　
　
　
　8

月
1
日

第
33
号

詐
欺
師
野
口
茂
平
（
12
）
/
日
本
滑
稽
大
辞
林
【
つ
の
部
】
葦
分
舟 

大
阪
の

三
野
口

　
　
　
　
　8

月
15
日

第
34
号

詐
欺
師
野
口
茂
平
（
13
）
/
日
本
滑
稽
大
辞
林
【
て
の
部
】

　
　
　
　
　9

月
5
日

第
35
号

詐
欺
師
野
口
茂
平
（
14
）
/
日
本
滑
稽
大
辞
林
【
と
の
部
】
特
別
寄
書

　
　
　
　
　10

月
20
日

第
36
号

詐
欺
師
野
口
茂
平
（
15
）
/
日
本
滑
稽
大
辞
林
【
な
の
部
】

　
　
　
　
　11

月
1
日

第
37
号

日
本
滑
稽
大
辞
林
【
に
部
】
/
詐
欺
広
告
雑
記
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　11

月
20
日

第
38
号

詐
欺
師
野
口
茂
平
（
16
）
/
日
本
滑
稽
大
辞
林
【
ぬ
部
】

　
　
　
　
　12

月
5
日

第
39
号

日
本
滑
稽
大
辞
林
【
ね
部
】

　
　
　
　
　12

月
5
日

第
40
号

葦
分
舟
/
滑
稽
小
辞
林
/
広
告

明
治
36
年

　1
月
1
日

第
41
号

日
本
滑
稽
大
辞
林
【
の
の
部
】
/
滑
稽
裁
判
録
事
/
葦
分
舟

　
　
　
　
　1

月
10

第
42
号

日
本
滑
稽
大
辞
林
【
は
の
部
】
上

　
　
　
　
　2

月
20

第
43
号

詐
欺
師
野
口
茂
平
（
17
）
/
日
本
滑
稽
大
辞
林
【
は
の
部
】
下

明
治
38
年

　7
月
20
日

第
100
号

我
社
の
特
典
（
肝
癪
明
王
の
諭
旨
）

・『
滑
稽
新
聞
』（
吉
野
孝
雄
『
宮
武
外
骨
此
中
に
あ
り
6
～
10

　滑
稽
新
聞
：
完
全
版
1
～
５
』
ゆ
ま
に
書
房

　一
九
九
三

～
一
九
九
四
年
）
を
元
に
制
作
し
、
野
口
に
関
連
、
ま
た
肺
労
散
に
つ
い
て
触
れ
た
記
事
の
み
を
選
出
し
た
。

・
第
40
号
は
第
39
号
の
付
録
と
し
て
発
行
さ
れ
た
号
で
あ
る
た
め
発
行
年
数
が
同
一
で
あ
る
。

・「
詐
欺
師
野
口
茂
平
」
の
連
載
は
43
号
で
終
了
す
る
。
し
か
し
「
日
本
滑
稽
大
辞
林
」
に
は
最
終
文
字
【
を
の
部
】（
ら
行

は
一
回
に
ま
と
め
ら
れ
た
）
ま
で
毎
号
登
場
し
た
。

　『
滑
稽
新
聞
』
の
方
針
は
既
に
述
べ
て
い
る
が
、
十
号
「
葦
分
舟
中
（
新
聞
記
者

の
天
職
）」
で
は
、

新
聞
記
者
の
天
職
と
す
る
處
は
社
会
を
標
準
と
す
る
に
あ
り
、
滑
稽
記
者
は
強

盗
又
は
殺
人
等
の
個
迅
に
対
す
る
犯
罪
よ
り
は
社
会
の
多
数
人
を
害
す
る
野
口

茂
平
等
の
如
き
広
告
詐
欺
師
の
連
中
を
憎
む
べ
き
大
罪
人
と
し
て
筆
誅
す
る
の

だ
（13）

と
野
口
の
具
体
的
な
名
前
が
挙
が
っ
て
い
る
。
ま
た
、
二
十
四
号
「
癇
癪
玉
」
で
は

　
　彼

の
大
詐
欺
師
野
口
茂
平
の
如
き
は

　
　彼

者
が
自
滅
す
る
の
時
來
る
か

　
　彼

者
が
改
心
の
實
狀
を
現
す
の
時
來
る
か

　
　我

社
が
不
幸
非
運
に
し
て
廢
絶
す
る
の
時
來
る
か

の
三
者
に
あ
ら
ず
ん
ば
我
社
は
彼
者
を
誅
伐
す
る
の
記
事
と
行
動
と
は
之
を
中

止
す
る
事
な
き
な
り

（14） 

と
強
い
決
意
を
顕
わ
に
し
て
い
る
。

　宮
武
は
筆
誅
と
し
て
ど
の
よ
う
な
記
事
を
書
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
手
法
の
幅
は

パ
ロ
デ
ィ
化
や
見
立
、
似
顔
絵
と
い
っ
た
視
覚
的
に
訴
え
る
も
の
か
ら
、
純
粋
に
文

章
で
皮
肉
を
加
え
な
が
ら
、
痛
烈
に
攻
撃
を
加
え
て
い
る
も
の
ま
で
、
実
に
豊
か
で

あ
る
。
特
徴
的
な
数
作
品
か
ら
、
ど
の
よ
う
な
筆
誅
が
さ
れ
て
い
た
の
か
見
て
い
き

た
い
。

『
滑
稽
新
聞
』
第
十
五
号
「
明
治
発
明
家
列
伝
（
三
）」（15） 

　『
滑
稽
新
聞
』
内
の
連
載
記
事
「
明
治
発
明
家
列
伝
」
の
第
三
回
目
に
取
り
上
げ

ら
れ
て
い
る
。
越
中
国
富
山
の
出
身
で
あ
り
立
志
堂
主
人
、
現
大
阪
市
会
議
員
で
肺

労
散
の
発
明
者
と
い
う
簡
単
な
野
口
の
経
歴
を
初
め
に
書
い
て
い
る
。
続
け
て
、
土

佐
の
高
知
で
強
盗
殺
人
を
犯
し
た
と
い
う
話
や
、
薬
種
問
屋
春
元
重
助
方
へ
の
借
金

三
百
円
を
、
偽
装
の
証
書
や
印
形
を
用
い
て
な
か
っ
た
こ
と
に
し
た
話
な
ど
が
、
大

阪
薬
業
家
中
の
評
判
と
し
て
書
か
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
噂
で
あ
る
た
め
真
偽
は
定

か
で
な
い
が
、
人
柄
に
つ
い
て
信
用
を
失
う
よ
う
な
も
の
ば
か
り
で
あ
る
。
こ
の
記

事
に
つ
い
て
、
後
に
裁
判
沙
汰
に
ま
で
発
展
す
る
の
だ
が
、
詳
し
く
は
三
節
で
述
べ

る
と
す
る
。
事
件
の
中
心
と
な
る
「
肺
労
散
」
に
つ
い
て
は
、
材
料
の
一
部
で
あ
る

「
牛ご

黄お
う

」
が
と
て
も
高
級
品
で
品
数
が
少
な
い
も
の
で
あ
る
か
ら
、
偽
っ
て
安
価
な

も
の
を
混
ぜ
て
製
し
て
い
る
に
違
い
な
い
な
ど
と
批
判
し
て
い
る
。

『
滑
稽
新
聞
』
第
二
十
一
号
「
大
阪
広
告
詐
欺
師
番
付
」（
図
１
参
照
）

　江
戸
時
代
に
人
気
だ
っ
た
番
付
を
パ
ロ
デ
ィ
化
し
た
も
の
で
あ
る
。「
明
治
発
明

家
列
伝
」
と
は
違
い
文
章
で
批
判
す
る
の
で
は
な
く
、
視
覚
的
に
訴
え
る
記
事
で
あ

る
。
通
常
番
付
で
は
良
い
も
の
ほ
ど
上
位
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
。
だ
が
、
野
口
が
外

枠
に
横
綱
と
し
て
掲
載
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
詐
欺
師
番
付
で
は
詐
欺
の
悪

図１「大阪広告詐欺師番付」（16） 
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（20）（21）



2

第
一
章

　
筆
誅
者
・
宮
武
外
骨

第
一
節

　
宮
武
外
骨
に
つ
い
て

　こ
の
章
で
は
筆
誅
者
で
あ
る
宮
武
外
骨
の
簡
単
な
経
歴
と
、『
滑
稽
新
聞
』
を
制

作
す
る
に
あ
た
っ
て
、
ど
の
よ
う
な
信
念
を
持
っ
て
い
た
の
か
を
見
て
い
き
た
い
。

一
章
全
体
を
通
し
て
吉
野
孝
雄
氏
の
『
宮
武
外
骨 

予
は
危
険
人
物
な
り 

宮
武
外
骨

自
叙
伝
』（2） 

『
歴
史
文
化
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
宮
武
外
骨 

民
権
へ
の
こ
だ
わ
り
』（3） 

『
過
激

に
し
て
愛
嬌
あ
り
「
滑
稽
新
聞
」
と
宮
武
外
骨
』（4） 

を
参
考
に
し
て
い
る
。

　宮
武
外
骨
は
慶
応
三
年
（
一
八
六
七
）、
讃
岐
国
阿
野
郡
羽
床
村
大
字
小
野
、
現

在
の
香
川
県
綾
南
町
の
庄
屋
の
四
男
と
し
て
誕
生
し
た
。
幼
少
期
十
二
歳
頃
よ
り
諷

刺
雑
誌
に
興
味
を
持
ち
、
当
時
の
人
気
諷
刺
雑
誌
で
あ
る
『
団
団
珍
聞
』
や
『
驥
尾

団
子
』
な
ど
を
愛
読
し
て
い
た
。
両
者
と
も
、
広
島
県
出
身
の
野
村
文
夫
が
手
掛
け

た
風
刺
雑
誌
で
あ
り
、『
驥
尾
団
子
』
は
『
団
団
珍
聞
』
の
姉
妹
誌
に
当
た
る
。
こ

の
雑
誌
は
後
の
宮
武
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
と
い
っ
て
も
よ
い
し
、
宮
武
が
こ
の

雑
誌
に
出
会
っ
て
い
な
け
れ
ば
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
と
し
て
の
宮
武
外
骨
は
誕
生
し
て

い
な
か
っ
た
だ
ろ
う
。

　明
治
一
九
年
（
一
八
八
六
）、
当
時
の
「
大
新
聞
」
を
パ
ロ
デ
ィ
に
し
た
『
屁
茶

無
苦
新
聞
』
で
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
と
し
て
の
道
を
歩
み
だ
し
た
宮
武
は
、
明
治
二
二

年
（
一
八
八
九
）
二
月
に
当
時
東
京
で
発
行
し
て
い
た
『
頓
智
協
会
雑
誌
』
に
、
発

布
さ
れ
た
ば
か
り
の
帝
国
憲
法
条
例
と
憲
法
を
下
賜
す
る
天
皇
を
描
い
た
錦
絵
の
パ

ロ
デ
ィ
を
掲
載
し
不
敬
罪
と
し
て
処
罰
さ
れ
、
三
年
八
ケ
月
の
獄
中
生
活
を
送
る
こ

と
に
な
る
。

　東
京
で
の
一
件
か
ら
明
治
二
五
年
（
一
八
九
二
）
に
出
獄
し
た
宮
武
は
、
台
湾
、

対
馬
で
の
静
養
期
間
を
経
て
、故
郷
の
讃
岐
へ
帰
郷
し
た
。
宮
武
は
大
阪
で
再
起
し
、

明
治
三
四
年
（
一
九
〇
一
）
に
『
滑
稽
新
聞
』
を
創
刊
す
る
。
こ
れ
は
宮
武
が
発
行

し
た
数
多
く
の
新
聞
・
雑
誌
の
中
で
、
も
っ
と
も
成
功
し
た
雑
誌
で
あ
っ
た
。『
滑

稽
新
聞
』
は
明
治
三
四
年
（
一
九
〇
一
）
か
ら
四
一
年
（
一
九
〇
八
）
の
連
載
八
年
、

総
号
数
一
七
三
号
と
い
う
長
寿
作
品
で
あ
っ
た
が
、
最
後
は
権
力
に
よ
っ
て
ど
う
に

で
も
な
る
裁
判
結
果
に
腹
を
立
て
、
権
力
や
そ
れ
に
逆
ら
う
こ
と
の
で
き
ず
、
正
し

い
判
断
を
し
な
い
裁
判
官
や
検
事
な
ど
に
対
す
る
悪
口
を
な
ら
べ
た
。
そ
の
結
果
よ

り
予
想
さ
れ
る
発
売
禁
止
・
発
行
停
止
に
先
だ
っ
て
、
宮
武
自
身
が
「
自
殺
号
」
を

発
行
、
廃
刊
と
い
う
か
た
ち
で
幕
を
閉
じ
た
。
こ
の
手
法
は
、
遺
書
を
し
た
た
め
、

誌
上
で
娘
が
自
害
す
る
図
を
掲
示
し
た
『
驥
尾
団
子
』
の
最
終
回
に
類
似
し
て
い

る
（5） 

こ
と
か
ら
、
宮
武
が
同
雑
誌
か
ら
受
け
た
影
響
が
は
っ
き
り
と
分
か
る
。

　『
滑
稽
新
聞
』
の
人
気
ぶ
り
は
発
行
部
数
に
よ
る
数
字
が
明
ら
か
に
し
て
い
る
。

宮
武
は
著
作
の
中
で
次
の
よ
う
に
部
数
の
紹
介
を
し
て
い
る
。

予
が
明
治
二
十
年
以
来
編
輯
発
行
し
た
月
刊
雑
誌
は
、
成
功
失
敗
交
々
で
あ
つ

た
が
其
初
號
の
売
高
を
露
骨
に
列
挙
す
る
と
左
の
通
り
で
あ
る

　
　（

中
略
）

　

　
　滑

稽
新
聞
一
號
六
千
部

　後
に
は
毎
月
八
萬
部

（6） 

　他
に
も
明
治
四
十
一
年
八
月
二
十
八
日
付
の
『
東
京
朝
日
新
聞

（7） 

』
内
の
小
説

や
雑
誌
の
売
上
、
値
段
等
色
々
を
書
い
た
「
出
版
界
の
趨す

う

勢せ
い

（
下
）」
に
よ
れ
ば
、

当
時
代
表
的
な
文
芸
雑
誌
の
『
文
芸
倶
楽
部
』
が
三
万
八
千
五
百
部
を
発
行
し
て
お

り
、文
芸
雑
誌
で
一
番
発
行
部
数
が
多
か
っ
た
。続
い
て『
文
章
世
界
』が
二
万
部
、『
新

小
説
』
が
九
千
部
、『
ホ
ト
ト
ギ
ス
』
が
七
千
部
、『
ハ
ガ
キ
文
学
』
が
六
千
部
と
続

き
、
こ
れ
ら
は
比
較
的
好
調
な
文
芸
雑
誌
で
あ
っ
た
。
現
在
で
も
名
前
の
知
ら
れ
て

い
る
『
新
潮
』
は
こ
の
頃
五
千
部
以
下
で
あ
っ
た
。
人
気
漫
画
雑
誌
だ
っ
た
『
東
京

パ
ッ
ク
』
も
発
行
部
数
は
九
千
部
で
あ
り
、
こ
れ
よ
り
『
滑
稽
新
聞
』
の
異
常
と
も

言
え
る
人
気
ぶ
り
が
窺
え
る
。
ま
た
、
同
記
事
で
は
「
少
し
欲
悪
な
物
だ
が
大
阪
の

『
滑
稽
新
聞
』は
毎
月
七
万
部
乃
至
六
万
五
千
部
を
印
刷
す
る
相
だ
」と
報
じ
て
い
る
。

　こ
の
人
気
か
ら
か
、『
東
京
滑
稽
新
聞
』『
滑
稽
雑
誌
』『
滑
稽
世
界
』
な
ど
と
い
っ

た
『
滑
稽
新
聞
』
の
模
倣
雑
誌
が
大
阪
や
京
都
、
東
京
な
ど
の
都
市
部
で
い
く
つ
か

み
ら
れ
た
と
い
う
。

　宮
武
は
明
治
時
代
に
奇
矯
の
言
動
で
活
躍
し
た
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
で
あ
り
、
明
治

の
言
葉
で
言
え
ば
筆
一
本
で
世
間
を
渡
る
「
操
觚
者
」
で
あ
っ
た
。
他
に
も
「
反
骨

の
人
」「
つ
む
じ
ま
が
り
」
な
ど
、
宮
武
を
称
す
る
言
葉
は
少
な
く
な
い
。

　宮
武
が
操
觚
者
と
し
て
活
躍
し
た
当
時
二
十
世
紀
を
迎
え
た
ば
か
り
の
商
業
の

町
、
大
阪
で
は
悪
徳
商
人
の
横
行
、
誇
大
広
告
の
蔓
延
、
そ
し
て
そ
れ
を
取
り
締
ま

る
当
局
者
の
腐
敗
と
、
そ
れ
ら
を
告
発
す
る
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
に
は
記
事
の
ネ
タ
に

有
り
余
る
ほ
ど
の
不
正
が
は
び
こ
っ
て
い
た
。
社
会
に
浄
化
能
力
は
乏
し
く
、
繁
栄

が
も
た
ら
す
逸
楽
に
満
足
し
た
庶
民
は
、
不
正
に
顔
を
し
か
め
な
が
ら
、
そ
れ
で
も

腐
敗
と
共
に
暮
ら
し
て
い
た
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
宮
武
は
次
の
よ
う
に
言
及
し
て
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い
る
。（

前
略
）
シ
テ
何な

に

故ゆ
ゑ

此こ
の

ゴ
ロ
漢
が
日ひ

増ま
し

に
殖ふ

え

る
か
と
い
ふ
に
世
間
で
コ
ソ
ゝ
と

悪
い
事
を
す
る
に
は
中
々
骨
が
折
れ
る
、
然し

か

る
に
新
聞
社
員
に
な
れ
ば
容
易
に

金
銭
を
強
奪
す
る
事
も
で
き
、
公
然
詐
欺
広
告
屋
の
上う

は

前ま
へ

を
取
つ
て
も
警
察
官

や
司
法
官
に
は
之こ

れ

を
咎と

が

め
は
せ
ぬ
、
旨う

ま

く
行や

れ
ば
万
朝
報
の
黒
岩
周
六
の
様
に

俄に
は
か

紳し
ん

士し

に
な
る
事
も
で
き
る
、
と
い
ふ
の
で
、
世
間
の
少
し
文
筆
の
あ
る
者

や
小こ

才さ
い

の
利き

い
た
惰な

ま

気け

連
中
が
我
も
ゝ
と
新
聞
を
起
し
た
り
、
社
員
に
な
つ
た

り
し
て
、
遂つ

ひ

に
今
日
の
有
様
で
あ
る
、（
後
略
）（8） 

　ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
と
し
て
、
不
正
を
訴
え
る
立
場
で
あ
る
新
聞
記
者
た
ち
の
正
体

が
暴
か
れ
て
い
る
。た
だ
新
聞
記
者
に
な
る
ゴ
ロ
漢
た
ち
を
批
判
す
る
だ
け
で
な
く
、

具
体
的
な
人
物
名
を
挙
げ
て
分
か
り
や
す
く
す
る
と
共
に
、
例
に
挙
げ
た
人
物
ま
で

も
同
時
に
批
判
し
て
い
る
と
こ
ろ
が
如
何
に
も
宮
武
ら
し
い
演
出
で
あ
る
。

　さ
て
、
こ
の
よ
う
な
人
気
を
誇
る
『
滑
稽
新
聞
』
は
滑
稽
社
か
ら
発
売
さ
れ
た
雑

誌
で
あ
る
が
、一
冊
に
つ
き
広
告
ペ
ー
ジ
を
除
い
て
本
文
は
約
二
十
ペ
ー
ジ
に
及
び
、

不
定
期
な
が
ら
月
二
回
ほ
ど
の
発
行
を
行
っ
て
い
た
。
も
ち
ろ
ん
宮
武
一
人
の
力
で

は
な
く
、
少
数
な
が
ら
も
優
秀
な
ス
タ
ッ
フ
と
作
り
上
げ
た
も
の
で
あ
っ
た
。

　表
向
き
は
発
行
部
、
編
集
部
、
広
告
部
、
告
発
部
、
意
匠
部
、
通
信
部
と
分
担
さ

れ
て
い
た
よ
う
だ
が
、
実
際
は
主
筆
の
宮
武
を
筆
頭
に
助
筆
者
、
画
工
、
短
報
記
者

と
い
う
役
割
と
共
に
行
っ
て
い
た
と
い
う
。
本
名
が
判
明
し
て
い
る
ス
タ
ッ
フ
は
、

も
と
も
と
印
刷
業
を
営
み
福
田
堂
の
主
人
で
あ
っ
た
印
刷
担
当
の
福
田
友
吉
、
宮
武

の
右
腕
と
し
て
長
期
に
活
躍
し
、「
幽
蘭
」
と
い
う
ペ
ン
ネ
ー
ム
で
執
筆
を
行
っ
た

三
好
米
吉
、
詩
人
の
溝
口
駒
造
、「
ヤ
ン
グ
・
ナ
イ
チ
ン
」
の
ペ
ン
ネ
ー
ム
で
活
躍

し
た
板
橋
菊
松
、
社
会
主
義
者
の
森
近
運
平
。
絵
師
に
は
、
奴
慾
内
、
高
砂
太
夫
、

墨
池
亭
黒
坊
ら
が
活
躍
し
た
。
罰
金
刑
や
発
行
・
発
売
禁
止
処
分
に
な
る
こ
と
の
多

か
っ
た
為
か
、
白
川
朋
吉
、
伊
藤
秀
雄
、
中
井
準
太
、
野
平
穣
一
、
河
合
正
鑑
、
日

野
国
明
、
横
山
鉱
太
郎
、
岸
本
市
太
郎
と
顧
問
弁
護
士
も
多
か
っ
た
。

　ど
の
よ
う
な
雑
誌
を
創
刊
す
る
に
し
て
も
、
方
針
や
軸
と
い
っ
た
も
の
が
無
く
て

は
な
ら
な
い
。
軸
が
無
く
、
世
間
に
流
さ
れ
る
よ
う
な
雑
誌
で
あ
る
な
ら
ば
、
一
時

の
流
行
に
乗
っ
た
と
し
て
も
時
代
に
淘
汰
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。『
滑
稽
新
聞
』
は
第

一
号
か
ら
最
終
号
ま
で
こ
の
方
針
を
外
す
こ
と
な
く
、
雑
誌
つ
く
り
に
取
り
組
ん
で

い
た
か
ら
こ
そ
人
気
を
博
し
、
長
寿
雑
誌
に
も
な
り
え
た
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

　宮
武
の
雑
誌
制
作
の
方
針
や
決
意
を
、
少
し
長
い
が
引
用
す
る
。

非
常
の
熱
心
と
非
常
の
胆
力
で
極
め
て
過
激
に
極
め
て
痛
快
な
記
事
を
載の

せ
所い

は

謂ゆ
る

日
本
一
の
新
聞
を
拵こ

し
らへ

て
社
会
の
実
益
と
自
己
の
存
立
を
計は

か

る
に
は
、
従
来

の
新
聞
の
真
似
事
な
ど
を
し
て
居
て
は
到
底
ダ
メ
で
あ
る
、
都
合
の
好
い
時
ば

か
り
の
大た

い

言げ
ん

や
、
読
者
招
き
の
看
板
の
み
で
無
く
、
実
際
、
行

ぎ
や
う

住ぢ
ゆ
う

不ふ

断だ
ん

に
、

　威
武
に
屈
せ
ず
、
富
貴
に
淫
せ
ず
、
ユ
ス
リ
も
や
ら
ず
、
ハ
ツ
タ
リ
も
せ
ず

の
精
神
で
強
が
り
者
イ
ヂ
メ
、
詐
欺
屋
征
伐
等
、
直
言
直
筆
を
や
つ
て
、
記
事

の
主
旨
を
貫
通
せ
し
め
る
様
に
せ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
、
夫そ

れ
に
は
大お

ほ
きな

政
事
上

の
空
論
な
ど
を
避さ

け
て
可な

る

成べ
く

俗ぞ
く

耳じ

に
入い

り
易や

す

い
卑
近
な
方
向
を
手
始
め
に
し

て
、
同
一
記
事
を
反
覆
せ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
、
一
度
書
い
た
事
は
二
度
と
は
書

か
ぬ
な
ど
云
は
ず
、
其
実
効
を
奏
す
る
迄
は
何
遍
で
も
繰く

り

反か
へ

す
こ
と
、（
中
略
）

次
に
社
会
の
多
数
人に

ん

を
害
す
る
奴
を
主
と
し
て
筆
誅
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
、
一
家
の

私
事
仮た

と

令へ

ば
後
家
の
醜
聞
と
か
娘
の
淫
乱
と
か
夫
婦
喧
嘩
を
す
る
の
借
金
山
の

如
し
の
と
云
ふ
事
は
直
接
に
社
会
の
多
数
人
を
害
す
る
も
の
で
も
無
い
か
ら
、

其そ

様ん

な
事
よ
り
は
直
接
間
接
に
世
間
を
毒
す
る
新
聞
屋
の
脅け

ふ

喝か
つ

や
ハ
ツ
タ
リ
、

詐
欺
広
告
屋
の
奸か

ん

索さ
く

、
官
吏
議
員
の
収
賄
な
ど
を
手
ヒ
ド
ク
攻
撃
せ
ね
ば
な
ら

ぬ
、
又
其
攻
撃
を
す
る
の
に
は
過
激
と
痛つ

う

酷こ
く

が
必
要
で
あ
る
、
今
日
の
社
会
は

腐
敗
の
上
に
腐
敗
を
重
ね
、
堕
落
の
下し

た

に
又
堕
落
し
て
居
る
の
で
あ
る
か
ら
、

普
通
平
穏
の
忠
告
文
メ
キ
た
る
事
や
ア
テ
コ
ス
リ
位く

ら
ゐで

は
其
記
事
の
効
能
が
現

は
れ
な
い
、
面つ

ら

の
皮
の
厚
い
奴
が
多
い
の
で
あ
る
か
ら
法
律
の
許
す
限
り
は
極

め
て
過
激
に
、
極
め
て
痛
酷
に
や
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
、（
後
略
）（9） 

　文
中
に
語
ら
れ
て
い
る
「
一
度
書
い
た
事
は
二
度
と
は
書
か
ぬ
な
ど
云
は
ず
、
其

実
効
を
奏
す
る
迄
は
何
遍
で
も
繰く

り

反か
へ

す
こ
と
」「
社
会
の
多
数
人に

ん

を
害
す
る
奴
を
主

と
し
て
筆
誅
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
」
と
い
う
二
文
は
、
後
に
取
り
上
げ
る
野
口
へ
の
筆
誅

に
見
ら
れ
る
大
き
な
特
徴
で
あ
る
た
め
、
注
意
し
て
覚
え
て
お
き
た
い
。

　
第
二
節

　
「
詐
欺
師
」
へ
の
糾
弾
―
『
滑
稽
新
聞
』
よ
り
―

　宮
武
が
『
滑
稽
新
聞
』
に
て
筆
誅
し
た
相
手
に
は
、
ど
ん
な
人
物
が
い
た
の
だ
ろ

う
か
。
本
編
を
見
て
み
る
と
、
伊
藤
博
文
や
板
垣
退
助
と
い
っ
た
よ
く
知
ら
れ
て
い

る
人
物
や
、
大
阪
で
活
動
し
て
い
た
売
薬
人
、
商
売
人
、
裁
判
官
と
い
っ
た
権
力
者

や
そ
の
地
域
に
名
の
知
れ
て
い
る
者
た
ち
が
多
い
。
ま
た
筆
誅
と
は
気
色
が
異
な
る

282

（18）（19）
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第
一
章

　
筆
誅
者
・
宮
武
外
骨

第
一
節

　
宮
武
外
骨
に
つ
い
て

　こ
の
章
で
は
筆
誅
者
で
あ
る
宮
武
外
骨
の
簡
単
な
経
歴
と
、『
滑
稽
新
聞
』
を
制

作
す
る
に
あ
た
っ
て
、
ど
の
よ
う
な
信
念
を
持
っ
て
い
た
の
か
を
見
て
い
き
た
い
。

一
章
全
体
を
通
し
て
吉
野
孝
雄
氏
の
『
宮
武
外
骨 

予
は
危
険
人
物
な
り 

宮
武
外
骨

自
叙
伝
』（2） 

『
歴
史
文
化
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
宮
武
外
骨 

民
権
へ
の
こ
だ
わ
り
』（3） 

『
過
激

に
し
て
愛
嬌
あ
り
「
滑
稽
新
聞
」
と
宮
武
外
骨
』（4） 

を
参
考
に
し
て
い
る
。

　宮
武
外
骨
は
慶
応
三
年
（
一
八
六
七
）、
讃
岐
国
阿
野
郡
羽
床
村
大
字
小
野
、
現

在
の
香
川
県
綾
南
町
の
庄
屋
の
四
男
と
し
て
誕
生
し
た
。
幼
少
期
十
二
歳
頃
よ
り
諷

刺
雑
誌
に
興
味
を
持
ち
、
当
時
の
人
気
諷
刺
雑
誌
で
あ
る
『
団
団
珍
聞
』
や
『
驥
尾

団
子
』
な
ど
を
愛
読
し
て
い
た
。
両
者
と
も
、
広
島
県
出
身
の
野
村
文
夫
が
手
掛
け

た
風
刺
雑
誌
で
あ
り
、『
驥
尾
団
子
』
は
『
団
団
珍
聞
』
の
姉
妹
誌
に
当
た
る
。
こ

の
雑
誌
は
後
の
宮
武
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
と
い
っ
て
も
よ
い
し
、
宮
武
が
こ
の

雑
誌
に
出
会
っ
て
い
な
け
れ
ば
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
と
し
て
の
宮
武
外
骨
は
誕
生
し
て

い
な
か
っ
た
だ
ろ
う
。

　明
治
一
九
年
（
一
八
八
六
）、
当
時
の
「
大
新
聞
」
を
パ
ロ
デ
ィ
に
し
た
『
屁
茶

無
苦
新
聞
』
で
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
と
し
て
の
道
を
歩
み
だ
し
た
宮
武
は
、
明
治
二
二

年
（
一
八
八
九
）
二
月
に
当
時
東
京
で
発
行
し
て
い
た
『
頓
智
協
会
雑
誌
』
に
、
発

布
さ
れ
た
ば
か
り
の
帝
国
憲
法
条
例
と
憲
法
を
下
賜
す
る
天
皇
を
描
い
た
錦
絵
の
パ

ロ
デ
ィ
を
掲
載
し
不
敬
罪
と
し
て
処
罰
さ
れ
、
三
年
八
ケ
月
の
獄
中
生
活
を
送
る
こ

と
に
な
る
。

　東
京
で
の
一
件
か
ら
明
治
二
五
年
（
一
八
九
二
）
に
出
獄
し
た
宮
武
は
、
台
湾
、

対
馬
で
の
静
養
期
間
を
経
て
、故
郷
の
讃
岐
へ
帰
郷
し
た
。
宮
武
は
大
阪
で
再
起
し
、

明
治
三
四
年
（
一
九
〇
一
）
に
『
滑
稽
新
聞
』
を
創
刊
す
る
。
こ
れ
は
宮
武
が
発
行

し
た
数
多
く
の
新
聞
・
雑
誌
の
中
で
、
も
っ
と
も
成
功
し
た
雑
誌
で
あ
っ
た
。『
滑

稽
新
聞
』
は
明
治
三
四
年
（
一
九
〇
一
）
か
ら
四
一
年
（
一
九
〇
八
）
の
連
載
八
年
、

総
号
数
一
七
三
号
と
い
う
長
寿
作
品
で
あ
っ
た
が
、
最
後
は
権
力
に
よ
っ
て
ど
う
に

で
も
な
る
裁
判
結
果
に
腹
を
立
て
、
権
力
や
そ
れ
に
逆
ら
う
こ
と
の
で
き
ず
、
正
し

い
判
断
を
し
な
い
裁
判
官
や
検
事
な
ど
に
対
す
る
悪
口
を
な
ら
べ
た
。
そ
の
結
果
よ

り
予
想
さ
れ
る
発
売
禁
止
・
発
行
停
止
に
先
だ
っ
て
、
宮
武
自
身
が
「
自
殺
号
」
を

発
行
、
廃
刊
と
い
う
か
た
ち
で
幕
を
閉
じ
た
。
こ
の
手
法
は
、
遺
書
を
し
た
た
め
、

誌
上
で
娘
が
自
害
す
る
図
を
掲
示
し
た
『
驥
尾
団
子
』
の
最
終
回
に
類
似
し
て
い

る
（5） 

こ
と
か
ら
、
宮
武
が
同
雑
誌
か
ら
受
け
た
影
響
が
は
っ
き
り
と
分
か
る
。

　『
滑
稽
新
聞
』
の
人
気
ぶ
り
は
発
行
部
数
に
よ
る
数
字
が
明
ら
か
に
し
て
い
る
。

宮
武
は
著
作
の
中
で
次
の
よ
う
に
部
数
の
紹
介
を
し
て
い
る
。

予
が
明
治
二
十
年
以
来
編
輯
発
行
し
た
月
刊
雑
誌
は
、
成
功
失
敗
交
々
で
あ
つ

た
が
其
初
號
の
売
高
を
露
骨
に
列
挙
す
る
と
左
の
通
り
で
あ
る

　
　（

中
略
）

　

　
　滑

稽
新
聞
一
號
六
千
部

　後
に
は
毎
月
八
萬
部

（6） 

　他
に
も
明
治
四
十
一
年
八
月
二
十
八
日
付
の
『
東
京
朝
日
新
聞

（7） 

』
内
の
小
説

や
雑
誌
の
売
上
、
値
段
等
色
々
を
書
い
た
「
出
版
界
の
趨す

う

勢せ
い

（
下
）」
に
よ
れ
ば
、

当
時
代
表
的
な
文
芸
雑
誌
の
『
文
芸
倶
楽
部
』
が
三
万
八
千
五
百
部
を
発
行
し
て
お

り
、文
芸
雑
誌
で
一
番
発
行
部
数
が
多
か
っ
た
。続
い
て『
文
章
世
界
』が
二
万
部
、『
新

小
説
』
が
九
千
部
、『
ホ
ト
ト
ギ
ス
』
が
七
千
部
、『
ハ
ガ
キ
文
学
』
が
六
千
部
と
続

き
、
こ
れ
ら
は
比
較
的
好
調
な
文
芸
雑
誌
で
あ
っ
た
。
現
在
で
も
名
前
の
知
ら
れ
て

い
る
『
新
潮
』
は
こ
の
頃
五
千
部
以
下
で
あ
っ
た
。
人
気
漫
画
雑
誌
だ
っ
た
『
東
京

パ
ッ
ク
』
も
発
行
部
数
は
九
千
部
で
あ
り
、
こ
れ
よ
り
『
滑
稽
新
聞
』
の
異
常
と
も

言
え
る
人
気
ぶ
り
が
窺
え
る
。
ま
た
、
同
記
事
で
は
「
少
し
欲
悪
な
物
だ
が
大
阪
の

『
滑
稽
新
聞
』は
毎
月
七
万
部
乃
至
六
万
五
千
部
を
印
刷
す
る
相
だ
」と
報
じ
て
い
る
。

　こ
の
人
気
か
ら
か
、『
東
京
滑
稽
新
聞
』『
滑
稽
雑
誌
』『
滑
稽
世
界
』
な
ど
と
い
っ

た
『
滑
稽
新
聞
』
の
模
倣
雑
誌
が
大
阪
や
京
都
、
東
京
な
ど
の
都
市
部
で
い
く
つ
か

み
ら
れ
た
と
い
う
。

　宮
武
は
明
治
時
代
に
奇
矯
の
言
動
で
活
躍
し
た
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
で
あ
り
、
明
治

の
言
葉
で
言
え
ば
筆
一
本
で
世
間
を
渡
る
「
操
觚
者
」
で
あ
っ
た
。
他
に
も
「
反
骨

の
人
」「
つ
む
じ
ま
が
り
」
な
ど
、
宮
武
を
称
す
る
言
葉
は
少
な
く
な
い
。

　宮
武
が
操
觚
者
と
し
て
活
躍
し
た
当
時
二
十
世
紀
を
迎
え
た
ば
か
り
の
商
業
の

町
、
大
阪
で
は
悪
徳
商
人
の
横
行
、
誇
大
広
告
の
蔓
延
、
そ
し
て
そ
れ
を
取
り
締
ま

る
当
局
者
の
腐
敗
と
、
そ
れ
ら
を
告
発
す
る
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
に
は
記
事
の
ネ
タ
に

有
り
余
る
ほ
ど
の
不
正
が
は
び
こ
っ
て
い
た
。
社
会
に
浄
化
能
力
は
乏
し
く
、
繁
栄

が
も
た
ら
す
逸
楽
に
満
足
し
た
庶
民
は
、
不
正
に
顔
を
し
か
め
な
が
ら
、
そ
れ
で
も

腐
敗
と
共
に
暮
ら
し
て
い
た
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
宮
武
は
次
の
よ
う
に
言
及
し
て
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い
る
。（

前
略
）
シ
テ
何な

に

故ゆ
ゑ

此こ
の

ゴ
ロ
漢
が
日ひ

増ま
し

に
殖ふ

え

る
か
と
い
ふ
に
世
間
で
コ
ソ
ゝ
と

悪
い
事
を
す
る
に
は
中
々
骨
が
折
れ
る
、
然し

か

る
に
新
聞
社
員
に
な
れ
ば
容
易
に

金
銭
を
強
奪
す
る
事
も
で
き
、
公
然
詐
欺
広
告
屋
の
上う

は

前ま
へ

を
取
つ
て
も
警
察
官

や
司
法
官
に
は
之こ

れ

を
咎と

が

め
は
せ
ぬ
、
旨う

ま

く
行や

れ
ば
万
朝
報
の
黒
岩
周
六
の
様
に

俄に
は
か

紳し
ん

士し

に
な
る
事
も
で
き
る
、
と
い
ふ
の
で
、
世
間
の
少
し
文
筆
の
あ
る
者

や
小こ

才さ
い

の
利き

い
た
惰な

ま

気け

連
中
が
我
も
ゝ
と
新
聞
を
起
し
た
り
、
社
員
に
な
つ
た

り
し
て
、
遂つ

ひ

に
今
日
の
有
様
で
あ
る
、（
後
略
）（8） 

　ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
と
し
て
、
不
正
を
訴
え
る
立
場
で
あ
る
新
聞
記
者
た
ち
の
正
体

が
暴
か
れ
て
い
る
。た
だ
新
聞
記
者
に
な
る
ゴ
ロ
漢
た
ち
を
批
判
す
る
だ
け
で
な
く
、

具
体
的
な
人
物
名
を
挙
げ
て
分
か
り
や
す
く
す
る
と
共
に
、
例
に
挙
げ
た
人
物
ま
で

も
同
時
に
批
判
し
て
い
る
と
こ
ろ
が
如
何
に
も
宮
武
ら
し
い
演
出
で
あ
る
。

　さ
て
、
こ
の
よ
う
な
人
気
を
誇
る
『
滑
稽
新
聞
』
は
滑
稽
社
か
ら
発
売
さ
れ
た
雑

誌
で
あ
る
が
、一
冊
に
つ
き
広
告
ペ
ー
ジ
を
除
い
て
本
文
は
約
二
十
ペ
ー
ジ
に
及
び
、

不
定
期
な
が
ら
月
二
回
ほ
ど
の
発
行
を
行
っ
て
い
た
。
も
ち
ろ
ん
宮
武
一
人
の
力
で

は
な
く
、
少
数
な
が
ら
も
優
秀
な
ス
タ
ッ
フ
と
作
り
上
げ
た
も
の
で
あ
っ
た
。

　表
向
き
は
発
行
部
、
編
集
部
、
広
告
部
、
告
発
部
、
意
匠
部
、
通
信
部
と
分
担
さ

れ
て
い
た
よ
う
だ
が
、
実
際
は
主
筆
の
宮
武
を
筆
頭
に
助
筆
者
、
画
工
、
短
報
記
者

と
い
う
役
割
と
共
に
行
っ
て
い
た
と
い
う
。
本
名
が
判
明
し
て
い
る
ス
タ
ッ
フ
は
、

も
と
も
と
印
刷
業
を
営
み
福
田
堂
の
主
人
で
あ
っ
た
印
刷
担
当
の
福
田
友
吉
、
宮
武

の
右
腕
と
し
て
長
期
に
活
躍
し
、「
幽
蘭
」
と
い
う
ペ
ン
ネ
ー
ム
で
執
筆
を
行
っ
た

三
好
米
吉
、
詩
人
の
溝
口
駒
造
、「
ヤ
ン
グ
・
ナ
イ
チ
ン
」
の
ペ
ン
ネ
ー
ム
で
活
躍

し
た
板
橋
菊
松
、
社
会
主
義
者
の
森
近
運
平
。
絵
師
に
は
、
奴
慾
内
、
高
砂
太
夫
、

墨
池
亭
黒
坊
ら
が
活
躍
し
た
。
罰
金
刑
や
発
行
・
発
売
禁
止
処
分
に
な
る
こ
と
の
多

か
っ
た
為
か
、
白
川
朋
吉
、
伊
藤
秀
雄
、
中
井
準
太
、
野
平
穣
一
、
河
合
正
鑑
、
日

野
国
明
、
横
山
鉱
太
郎
、
岸
本
市
太
郎
と
顧
問
弁
護
士
も
多
か
っ
た
。

　ど
の
よ
う
な
雑
誌
を
創
刊
す
る
に
し
て
も
、
方
針
や
軸
と
い
っ
た
も
の
が
無
く
て

は
な
ら
な
い
。
軸
が
無
く
、
世
間
に
流
さ
れ
る
よ
う
な
雑
誌
で
あ
る
な
ら
ば
、
一
時

の
流
行
に
乗
っ
た
と
し
て
も
時
代
に
淘
汰
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。『
滑
稽
新
聞
』
は
第

一
号
か
ら
最
終
号
ま
で
こ
の
方
針
を
外
す
こ
と
な
く
、
雑
誌
つ
く
り
に
取
り
組
ん
で

い
た
か
ら
こ
そ
人
気
を
博
し
、
長
寿
雑
誌
に
も
な
り
え
た
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

　宮
武
の
雑
誌
制
作
の
方
針
や
決
意
を
、
少
し
長
い
が
引
用
す
る
。

非
常
の
熱
心
と
非
常
の
胆
力
で
極
め
て
過
激
に
極
め
て
痛
快
な
記
事
を
載の

せ
所い

は

謂ゆ
る

日
本
一
の
新
聞
を
拵こ

し
らへ

て
社
会
の
実
益
と
自
己
の
存
立
を
計は

か

る
に
は
、
従
来

の
新
聞
の
真
似
事
な
ど
を
し
て
居
て
は
到
底
ダ
メ
で
あ
る
、
都
合
の
好
い
時
ば

か
り
の
大た

い

言げ
ん

や
、
読
者
招
き
の
看
板
の
み
で
無
く
、
実
際
、
行

ぎ
や
う

住ぢ
ゆ
う

不ふ

断だ
ん

に
、

　威
武
に
屈
せ
ず
、
富
貴
に
淫
せ
ず
、
ユ
ス
リ
も
や
ら
ず
、
ハ
ツ
タ
リ
も
せ
ず

の
精
神
で
強
が
り
者
イ
ヂ
メ
、
詐
欺
屋
征
伐
等
、
直
言
直
筆
を
や
つ
て
、
記
事

の
主
旨
を
貫
通
せ
し
め
る
様
に
せ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
、
夫そ

れ
に
は
大お

ほ
きな

政
事
上

の
空
論
な
ど
を
避さ

け
て
可な

る

成べ
く

俗ぞ
く

耳じ

に
入い

り
易や

す

い
卑
近
な
方
向
を
手
始
め
に
し

て
、
同
一
記
事
を
反
覆
せ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
、
一
度
書
い
た
事
は
二
度
と
は
書

か
ぬ
な
ど
云
は
ず
、
其
実
効
を
奏
す
る
迄
は
何
遍
で
も
繰く

り

反か
へ

す
こ
と
、（
中
略
）

次
に
社
会
の
多
数
人に

ん

を
害
す
る
奴
を
主
と
し
て
筆
誅
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
、
一
家
の

私
事
仮た

と

令へ

ば
後
家
の
醜
聞
と
か
娘
の
淫
乱
と
か
夫
婦
喧
嘩
を
す
る
の
借
金
山
の

如
し
の
と
云
ふ
事
は
直
接
に
社
会
の
多
数
人
を
害
す
る
も
の
で
も
無
い
か
ら
、

其そ

様ん

な
事
よ
り
は
直
接
間
接
に
世
間
を
毒
す
る
新
聞
屋
の
脅け

ふ

喝か
つ

や
ハ
ツ
タ
リ
、

詐
欺
広
告
屋
の
奸か

ん

索さ
く

、
官
吏
議
員
の
収
賄
な
ど
を
手
ヒ
ド
ク
攻
撃
せ
ね
ば
な
ら

ぬ
、
又
其
攻
撃
を
す
る
の
に
は
過
激
と
痛つ

う

酷こ
く

が
必
要
で
あ
る
、
今
日
の
社
会
は

腐
敗
の
上
に
腐
敗
を
重
ね
、
堕
落
の
下し

た

に
又
堕
落
し
て
居
る
の
で
あ
る
か
ら
、

普
通
平
穏
の
忠
告
文
メ
キ
た
る
事
や
ア
テ
コ
ス
リ
位く

ら
ゐで

は
其
記
事
の
効
能
が
現

は
れ
な
い
、
面つ

ら

の
皮
の
厚
い
奴
が
多
い
の
で
あ
る
か
ら
法
律
の
許
す
限
り
は
極

め
て
過
激
に
、
極
め
て
痛
酷
に
や
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
、（
後
略
）（9） 

　文
中
に
語
ら
れ
て
い
る
「
一
度
書
い
た
事
は
二
度
と
は
書
か
ぬ
な
ど
云
は
ず
、
其

実
効
を
奏
す
る
迄
は
何
遍
で
も
繰く

り

反か
へ

す
こ
と
」「
社
会
の
多
数
人に

ん

を
害
す
る
奴
を
主

と
し
て
筆
誅
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
」
と
い
う
二
文
は
、
後
に
取
り
上
げ
る
野
口
へ
の
筆
誅

に
見
ら
れ
る
大
き
な
特
徴
で
あ
る
た
め
、
注
意
し
て
覚
え
て
お
き
た
い
。

　
第
二
節

　
「
詐
欺
師
」
へ
の
糾
弾
―
『
滑
稽
新
聞
』
よ
り
―

　宮
武
が
『
滑
稽
新
聞
』
に
て
筆
誅
し
た
相
手
に
は
、
ど
ん
な
人
物
が
い
た
の
だ
ろ

う
か
。
本
編
を
見
て
み
る
と
、
伊
藤
博
文
や
板
垣
退
助
と
い
っ
た
よ
く
知
ら
れ
て
い

る
人
物
や
、
大
阪
で
活
動
し
て
い
た
売
薬
人
、
商
売
人
、
裁
判
官
と
い
っ
た
権
力
者

や
そ
の
地
域
に
名
の
知
れ
て
い
る
者
た
ち
が
多
い
。
ま
た
筆
誅
と
は
気
色
が
異
な
る
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宮
武
外
骨
に
よ
る
筆
誅
と
そ
の
対
象
―
野
口
茂
平
の
肺
労
散
事
件
を
題
材
に
―齋

藤

　
千
恵

　

（
鍛
治

　
宏
介
ゼ
ミ
）
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―
正
岡
子
規
と
高
山
樗
牛
の
例
か
ら
―

第
三
章

　「
詐
欺
師
」
の
正
体

　第
一
節

　野
口
茂
平
に
つ
い
て

　第
二
節

　野
口
茂
平
と
「
肺
労
散
」

　第
三
節

　著
作
か
ら
見
る
主
張

お
わ
り
に 

は
じ
め
に

　ど
の
時
代
で
も
、
病
と
人
と
の
関
係
は
切
れ
な
い
も
の
で
あ
る
。
医
学
や
薬
学
の

進
歩
に
よ
っ
て
今
日
で
は
、
か
つ
て
治
療
法
が
不
明
瞭
だ
っ
た
も
の
、
そ
れ
に
伴
っ

て
不
治
の
病
と
さ
れ
て
い
た
病
も
、
治
療
法
が
明
確
に
な
り
、
全
快
復
の
見
込
も
た

つ
よ
う
に
な
っ
て
き
て
い
る
。

　結
核
は
、
そ
の
よ
う
な
現
在
は
完
治
が
可
能
と
な
っ
た
病
の
一
つ
で
あ
る
が
、
明

治
時
代
に
お
い
て
は
、
不
治
の
病
と
恐
れ
ら
れ
た
病
で
あ
り
、
昭
和
に
入
っ
て
も

三
一
年
（
一
九
五
六
）
ま
で
日
本
人
の
死
因
最
上
位
の
病
気
で
あ
っ
た

（1） 

。
原
因

は
明
ら
か
で
あ
っ
て
も
、
治
療
法
が
確
立
し
て
い
な
か
っ
た
当
時
、
高
額
な
薬
や
療

法
を
行
っ
て
も
完
治
の
見
込
み
が
薄
い
医
療
に
対
し
て
、
患
者
は
た
だ
不
満
を
抱
え

る
し
か
な
か
っ
た
。
そ
ん
な
中
、
結
核
に
た
い
す
る
安
価
特
効
薬
が
、
新
聞
や
雑
誌

広
告
を
利
用
し
、
世
の
中
に
跋
扈
し
始
め
る
。
そ
れ
ら
の
薬
は
、
医
者
の
み
な
ら
ず

一
般
人
の
手
で
作
り
出
さ
れ
た
も
の
も
あ
り
、
薬
の
効
果
に
関
し
て
医
学
的
根
拠
に

乏
し
い
も
の
が
多
か
っ
た
点
に
問
題
が
あ
っ
た
。
本
論
で
取
り
上
げ
る
の
は
、
そ
の

よ
う
な
時
代
に
、
結
核
特
効
薬
を
作
っ
た
野
口
茂
平
と
い
う
人
物
と
、
彼
が
作
っ

た
「
肺
労
散
」
と
い
う
薬
で
あ
る
。
大
阪
で
発
売
さ
れ
た
そ
れ
は
、
当
時
の
ジ
ャ
ー

ナ
リ
ス
ト
で
あ
る
宮
武
外
骨
に
よ
っ
て
効
能
の
無
い
薬
で
あ
る
と
さ
れ
、
薬
と
製
作

者
の
野
口
は
彼
の
著
作
雑
誌
『
滑
稽
新
聞
』
に
て
長
き
に
亘
り
攻
撃
を
受
け
る
。
こ

れ
ま
で
こ
の
一
件
は
、
宮
武
外
骨
研
究
の
な
か
で
も
注
目
さ
れ
て
き
た
が
、
そ
こ
で

の
検
討
は
、
宮
武
の
『
滑
稽
新
聞
』
を
中
心
に
進
め
ら
れ
て
お
り
、
宮
武
視
線
の
も

の
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
っ
た
。
宮
武
は
多
く
の
者
を
筆
誅
し
て
き
た
が
、
果
た
し
て
野

口
は
、
こ
れ
ほ
ど
ま
で
に
攻
撃
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
存
在
だ
っ
た
の
で
あ
ろ

う
か
。
彼
は
本
当
に
効
能
の
無
い
薬
を
民
衆
に
売
り
つ
け
る
、
宮
武
が
言
う
と
こ
ろ

の
「
詐
欺
師
」
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
そ
し
て
、宮
武
は
何
故
彼
を
『
滑
稽
新
聞
』

に
取
り
上
げ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
本
稿
で
は
、
こ
の
宮
武
に
よ
る
野
口
茂
平
筆
誅
事

件
を
、
宮
武
に
よ
る
筆
誅
記
事
の
み
に
注
目
す
る
の
で
は
な
く
、
当
時
の
結
核
治
療

の
あ
り
方
や
、
野
口
自
身
に
よ
る
著
作
物
や
発
行
物
に
も
注
目
す
る
こ
と
で
、
双
方

の
視
点
よ
り
こ
の
一
件
の
実
像
を
明
ら
か
に
し
て
い
き
た
い
。

284

（17）




